
項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等

総務部 3
マイナンバーカード
について

・マイナンバーカードの取得率が低い。 ・情報セキュリティ対策高度化事業と市町村行財政連携調整費
について、マイナンバーカードは今現在、大分県の取得率はど
のくらいか。
・セキュリティー対策でインシデント件数はゼロと報告されて
いるが、外部からの攻撃はますます高度化している。高度化対
策と同時に人為的ミスをなくすための研修や二重、三重の
チェックが必要だと思う。具体的な対策はどうなっているか。

・マイナンバーカードは大体５割未満ぐらいで国と同程度の進
捗率。いろんなポイントをつけても、なかなか進まないのが実
態で制度の信頼がない。県としてどう認識しているのか。
・来年か再来年の秋には健康保険証とマイナンバーカードを一
本化するという、ひどいやり方を考えているわけだが、強制を
伴うやり方はおかしいと思う。県はどう考えているのか。

・マイナンバーは、マイナンバー制度そのものの危惧である。
カードではなく、マイナンバー制度によって連携されることに
よりいろんな情報が流出するとか、一括管理をされるではない
かという危惧があるので、みんなが心配して進まない。その点
は注意をしておきたい。（要望）

・大分県のマイナンバーカード取得率は、９月末時点で４９．０５％である。
・セキュリティー対策は庁内ネットワークは国のガイドラインに沿って、インターネットに接続
するネットワーク、行政ネットワーク、マイナンバーを利用するネットワークの三つをそれぞれ
障壁によって分断する三層分離対策を行っている。加えて、外部からのデータはセキュリティク
ラウドを通じて無害化処理するなど、何重もの防御の仕組みを構築している。
・複数のコンピューターから大量の負荷をかけてくる攻撃、ＤＤｏｓ(ディードス)攻撃への対策
は、今年度セキュリティクラウドを更新し、新たに防御機能を追加する対策を行った。さらに毎
年全ての職員に情報セキュリティー研修の受講を義務付けし、セキュリティーの高度化と人的ミ
スの削減に取り組んでいる。

・マイナンバーカードの安全性については、カードにＩＣチップが入っているが、税や年金等の
プライバシー性の高い重要情報は入っておらず、カードから流出することはない。
・セキュリティー対策として、紛失、盗難の場合には２４時間３６５日カードの機能を停止する
コールセンターがあり、電話すればすぐに停止できる。また、アプリごとに暗証番号が設定され
ており、一定回数間違うと機能がロックされる仕組もある。
・カードを拾った人が不正に情報を盗み出そうとすると、ＩＣチップが壊れる仕組になってお
り、万全のセキュリティーが確保されているものと考える。

県税の歳入決算につ
いて

・県税の歳入決算は不納欠損額と収入未
済額が多額である。

・コロナによる景気後退やいろんな影響が大きいと思うが、県
税の歳入決算を見ると、不納欠損額及び収入未済額が多額であ
り、県としてどうの問題を考えているか。

・過誤納金６１０万円の中身を教えてほしい。

・県税の滞納には、景気の動向や個別の事情があるとのことだ
が、個人県民税の滞納は経営の厳しさや資金不足から生じてお
り、滞納したくてしている者はいない。徴収の猶予や納税緩和
制度を積極的に活用し、滞納額にならないようにしてほしい。

・徴収の猶予とか換価の猶予は近年増えてきているのかを教え
てほしい。

・県税の滞納は公平性の問題ではない。実際に困っている人が
いるのだから、公平性の観点とか、モラルハザードといった考
え方をしたら、なかなか進まない。窓口が積極的に活用を進め
ようとならないから、その考え方はぜひ改めてほしい。（要
望）

・Ｒ３年度の県税不納欠損額は約４億７千万円。前年度から大きく増加した。これは滞納処分の
執行停止が３年間継続したため、地方税法の規定により納税義務が消滅した大口の滞納事案につ
いて不納欠損処分を行ったことによるもの。この滞納事案は、特定の事業者の特殊な事情により
発生した案件。
・Ｒ３年度の県税収入未済額は９億６千万円。そのうち、約３分の２にあたる６億４千万円は個
人県民税の収入未済であり滞納が多くなる傾向。市町村と連携した取組により収入未済額は毎年
度着実に減少。県税収入未済額はピーク時のＨ２１年度から４分の１未満に減少している。県税
の滞納原因は、景気変動要因だけでなく、事業者や個人の置かれた状況、個別具体の事情により
様々で一概には言えない。

・過誤納金の内容は、所得税の還付申告などに伴う個人県民税の還付金である。市町村からの収
納金払込時期の都合上必然的に生じるものであり、県の事務処理に問題はない。

・納税緩和制度を活用したいと考えているが、一方で納期内に納めている方に対し公平性を欠く
ことがないよう、また、安易に適用することで納税意識が希薄にならないようにする必要があ
る。要件は決まっているので、十分調査をしてやっていきたい。
・納税の猶予件数は概ね例年と同じだが、換価の猶予件数は確実に増えてきており、周知の影響
が大きいと思われる。
・徴収の猶予は、去年は特例猶予の措置があったので、その分がかなり落ち込んでいる。件数と
しては減っているが、全体的には例年どおりの数字になっている。引き続き納税者の視点に立っ
て、要件を確認した上で適正な執行に努めたい。

令和４年度　決算特別委員会　 質疑・要望とりまとめ一覧表

部 局 名 №
報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

総務部 2
県債残高の縮減につ
いて

・普通会計合計で県債残高が１兆７３５
億円と大きい。

・普通会計合計で県債残高が１兆７３５億円となっている。臨
時財政対策債などを除いたとしても、県債そのものは返済しな
ければならない。コロナや災害復旧などやむを得ない場合等あ
るが、今後の公債費抑制等を図るために縮減が必要だ思うが、
県はどう考えているのか。

・Ｒ３年度末の県債残高は１兆７３５億円で、前年度から１７９億円増加した。これはコロナ禍
の影響による税収減が見込まれたことから、臨時財政対策債が大幅に増加していること、国の防
災・減災国土強靱化のための５か年加速化対策など積極的に受け入れたことによるもの。臨時財
政対策債等を除いた実質的な残高は６，１８１億円で、大分県行財政改革推進計画の目標６，５
００億円以下を維持している。
・将来の公債費は抑制していくことも必要で、発行額を抑えることが大切。以前から交付税措置
のない県債の発行抑制に努めており、Ｒ３年度は退職手当債２１億円などを含む総額８３億円の
発行抑制をした。
・公債費抑制には利子を抑えることも必要。有利な条件で借入れを行うことができる複数の金融
機関からの引き合い方式を活用しながら低利の借入れを行っている。引き続き対策に取り組み、
将来の公債費抑制に努める。

総務部 1
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

総務部 5
県税の徴収事務につ
いて

・滞納としないための納税緩和措置の周
知や相談が十分か。

・県税の徴収事務については、滞納とならないためには納税緩
和措置である徴収の猶予、換価の猶予・職権及び申請型、滞納
処分の停止等あるが、その件数は昨年度はどれぐらいだった
か。
・納税緩和措置を積極的に周知することが大切だが、納税相談
など納税者と接触するときの対応はどうなっているか。

総務部 6 ① 行政手続電子化加速
化事業について

・令和６年度末までに行政手続の１０
０％電子化を進めている。

・電子申請利用促進キャンペーンの具体的な内容、仕組とあわ
せて成果について教えてほしい。
・児童手当現況届の電子申請数が約４０倍になったとの記載が
あるが、１，０９０万円の予算を投じたことの投資対効果をど
う捉えているのか。

・投資対効果で１，０９０万円の決算に４，２７５人から応募
があったとあった。応募してない人もいると思うが１，０９０
万円を４，２７５人で割ったとき、一人当たりいくらなので、
おおむね県として予算を投じた結果がよかったと考えるのかど
うか。

・児童手当の現況届も原則廃止になるが、児童手当の現況届は
郵送で返送する手続で、窓口に持っていかず郵送で済んでいた
部分がこれに代わったのかなという感覚があった。その辺のと
ころの効果をもう少し考えた方がよかったのではないかという
趣旨で質問した。そういう受け止めをしてほしい。（要望）

総務部 7 ① 行政手続電子化推進
事業について

・令和６年度末までに行政手続の１０
０％電子化を進めている。

・今後の行政手続の電子化について、専門人材等による電子申
請用入力フォーム作成等の推進とあるが、具体的な手法を教え
てほしい。
・令和６年度末までに１００％電子化とあるが、目標到達に向
けた課題等はあるのか。
・デジタルデバイドの対策についてどう考えているのか。

・手続の電子化混合について、入力フォームではなく、電子
メールで申請した経験があるが、これも電子申請、電子化の範
疇に入っているのか。手続の見直しとあったが、結局、許可証
は紙で郵送された。デジタルで完結できるように規則等の見直
しなかったのか。今後どう考えているのか。
・デジタルデバイド対策は、基本は高齢者と思う。ワクチン接
種で困った方も多いと思うが、市町村がスマホ教室を開催して
いると思うが、福祉部門との連携は考えているのか。

・許可証について、軽易なものは許可証自体を発行しなくてい
いように規則改正できるように検討していただき、効率のいい
行政手続にしてほしい。（要望）

・専門人材等による電子申請の入力フォーム作成等は、ベンダー勤務経験のある会計年度任用職
員を配置。行政手続所管課の担当者とすり合わせ、現状業務の整理、業務フローの見直し検討、
入力フォーム作成を行い、所管課で案内用ホームページ改修と利用者への周知を行っている。
・目標到達に向けた課題については、県民の利便性向上や県の業務改善にしっかりとつなげてい
くことだと認識。住民票の写しなどの添付書類は、マイナンバーカードや情報連携で代替するこ
とで、申請者の負担軽減を図る。公金収納を行う手続はオンライン決済を導入し、オンラインで
手続を完結できるようにする。さらに、電子化に合わせて県にある台帳システム等へのデータ連
携や事務処理手続の見直しを行い、業務効率化を進めていく。
・電子申請に不慣れな方への支援は、ＨＰの電子申請手順の案内を充実するほか、利用者からの
問合せに対応する電話窓口を今年５月に設置。県民からの改善意見を随時反映し、より使いやす
いシステムに改良していく。

・広い意味では電子メールで必要な書類を添付して送ってくることも電子申請の範疇に入ると考
えるが、県民に利便性を分かってもらうには、電子申請フォームを作成して、簡単に入力しても
らう電子申請を進めていきたいと考えている。
・許可証が紙で送られてきたとのこと、将来的には許可証とか証明書も電子的に送られることを
目指しているが、現状は対応する技術、システムがまだ一般化されていないので、状況を見て普
及してくれば、条例、規則の改正、見直しも行って対応していきたい。
・デジタルデバイドは、一義的には商工観光労働部のＤＸ推進課が所管しているので、そこと連
携しながら、福祉部門との連携も重要なので検討していきたい。

総務部

・納税緩和措置のＲ３年度の適用件数は、徴収猶予が４９２件、職権による換価の猶予と申請に
よる換価の猶予がそれぞれ２９件ずつの合計５８件、滞納処分の執行停止が５３６件。
・その周知は、県ＨＰへの掲載や県税事務所窓口でのリーフレット配布、県政ラジオ、テレビ番
組、新聞広告、県広報紙による広報、納税通知書に同封するチラシへの掲載など。
・現場職員には県民の信頼を損なうことがないよう、納税義務者との接し方についても指導して
いる。納税相談では、相手の視点に立って申出の内容を丁寧に聞き取り、個々の生活や事業の実
態、資産・収入状況の把握に努め、猶予等の要件に該当するかを適切に判断している。今後とも
納税緩和措置の適正な執行に努めていきたい。

・行政手続の電子化を進める上で、一人でも多くの方に電子申請を使ってもらうことが重要。
今回の事業では、電子申請の心理的ハードルを下げ、そのメリットを体感してもらうことで継続
的な電子申請の利用につなげるため、申請者にインセンティブを付与した。
・キャンペーンの内容は、Ｒ３年６月からＲ４年３月までの間に、県や市町村の行政手続で電子
申請を行った方を対象に抽選で１，７００人にデジタル商品券を進呈した。成果として４，２７
５人からの応募があった。利用者からは意外と簡単だった、次回も電子申請をしたいとの意見が
多かった。
・児童手当現況届では、電子申請数が前年の約４０倍に増加するなど、県民のニーズが十分高い
ことも分かった。本事業は申請フォームの改善にも生かされており、手続完了時期が分かりづら
いとの意見に対しては、メールでの案内を充実させるなど改善策を講じている。

・電子申請の効果として、申請者が窓口まで行く交通費、移動時間がかからないなどの効果があ
り、１件当たり申請者の効果額からすると、いろんな前提条件を置いて３，４００円程度の効果
があると見ている。今回４，７２５人からの応募があったので１，０９０万円を上回る１，４０
０万円以上の効果があったと認識している。

4
県職員の働き方改革
の推進環境について

・テレワークにおける自宅での通信費、
光熱費等の費用負担が職員の自己負担に
なっている。

・県職員の働き方改革の推進環境については、昨年の委員会で
テレワークでの自宅での通信費、光熱費等の費用負担について
今後検討するとしていたが、現在どうなっているのか。

・職員は通信機能を登載した在宅勤務専用端末を使って在宅勤務を行っている。この端末は庁内
連絡やｅ－ｍａｉｌ、ｚｏｏｍ等も利用可能で、通信費を費用負担する必要はない。光熱費は自
己負担だが、国は通信費、光熱費ともに自己負担である。
・本年の人事院の勧告の中で、在宅勤務に係る手当について報告が行われた。全国の民間企業の
うち２８．２％が在宅勤務手当を支給しており、１３．９％が新たに手当の支給を検討してい
る。手当を支給している企業の多くで通勤手当の見直しを行っていることが明らかになった。今
後、国家公務員が在宅勤務を行う場合に支給する新たな手当については、具体的な枠組みの検討
を進め、検討にあたり通勤手当の取扱いを含め、措置内容をまとめていくとされた。
・県職員は地方自治法に定められている手当以外の支給が認められておらず、在宅勤務に係る手
当の支給は、法改正を含めた検討が必要になる。大分県人事委員会の今年の報告でも国、他の都
道府県等の動向等に留意しながら対応していく必要があるとされ、引き続き国の動向等を注視し
ていきたい。
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

総務部 10
一般管理費（コロナ
による超勤手当の状
況）について

・２０２１年度の新型コロナウイルス感
染状況は第４波から第６波に突入し、約
３万人余の感染者が発症し、職員の超勤
対応が増えたと思う。

・コロナ禍で業務が実施できずに準備のコストだけがかかった
ケースや準備もできずに、別の形態でやることを模索するな
ど、大変な思いで工夫をしたと思う。
・超過勤務は人事課で全部局の管理をしているとのことだが、
コロナの影響により財政的に超過勤務手当等どのような影響を
受けたのか、また、今後の影響をどのように想定しているか教
えてほしい。

・コロナ関連では突発的に起きた事象に対し、我々がどう対応
できるかが問われた。今回、人員増員をしたとのことで、今後
なにかあった際、どこから人員を確保するのか、また、どうい
う対応をすることで体制強化となるか今後検討していく必要が
ある。その点については、今回事例を分析していただきたい。
（要望）

・Ｒ３年度の職員１人・１月当たりの時間外勤務時間は１６．４時間。Ｒ２年度から０．２時間
増加。内訳はコロナ対応を行う福祉保健部で上昇し、本庁で４．３時間増の３０．３時間、地方
機関で５．５時間増の２１．２時間となった。新型コロナウイルス感染症の第５波（Ｒ３．７
～）と第６波（Ｒ４．１～）への対応が主な要因。これに伴う決算額は福祉保健部で対前年比１
億１，４４３万円の増の４億４，４６３万６千円、全体で４，５２１万４千円の増の１７億７，
０７９万４千円となっている。
・本年３月に大分県庁働き方改革基本方針を定め、所属長による業務見直しなどを通じ、超勤縮
減、職員の健康管理に全庁を挙げて取り組んでいる。コロナ対応でも、宿泊療養施設の運営や検
体回収・患者移送を外部委託とする業務見直しを行い、Ｒ２．４月と本年９月時点と比較すると
正規職員は福祉保健部で２６名増員、非常勤、派遣を含むと計１４８名の増員となり、全庁的な
応援体制の整備なども行ってきた。
・現在、新型コロナ感染者数は減少傾向で、９月２６日からは全国一律で新規感染者の全数届出
の見直しが行われ業務量減少が期待されるが、コロナ、インフルエンザの同時流行の可能性も懸
念されており、第８波への対応に備えた体制づくりと業務見直しを継続していく。

総務部 9
県職員の働き方改革
推進事業について

・県職員の働き方改革推進事業は、テレ
ワークの推進によって、多様で柔軟な働
き方を推進する目的だったと思うが、近
年のコロナ禍で感染予防のためリモート
ワークが増えている。

・令和３年度に在宅勤務専用端末が１４０台整備しているが、
過年度に整備をしたものを含め、端末が累計何台になったの
か、教えてほしい。
・成果指標における実施人数延べ１２，９０４人とあるが、１
日概ね５０人から５５人の利用が想定される。延べ人数ではな
く、実人数が分かれば教えてほしい。また、実施延べ時間数及
び最も在宅勤務を利用した職員の実施日数又は時間を教えてほ
しい。
・昨年度コロナの感染拡大ピーク時に在宅勤務を実施しようと
したが専用端末の不足により実施できないといった事例はな
かったか。

・今年１月のオミクロン株の急拡大により、県職員では出勤者５割削減を目標に在宅勤務の活用
をすすめてきた。結果として、県職員の感染拡大防止と行政運営継続に在宅勤務が有効なことが
分かった。昨年度、国の臨時交付金により１００台購入したが、それ以前にリースで４０台配備
していたので、現在合計１４０台で運用している。
・在宅勤務の実績値について、延べ人数１２，９０４に対し、実人数は７，３７３人。今年度も
順調に推移しており、年間目標値８，９６０人日に対し９月末時点で５，１７３人日と５８％の
利用状況。引き続き利用促進に努めたい。職員一人一人に着目してカウントしてないが、地方機
関を中心にかなりの職員が在宅勤務をしている。また、利用の多い職員については丸一日取り組
むことで通勤をする必要がないため、そういった点でも推進できていると考える。
・専用端末以外にも、現場対応業務として土木事務所や振興局用にタブレットを５５０台配備し
ており、これも使いながら在宅勤務を進めていることから、不足しているとの声はない。
　

総務部 8

決算全般について
（令和３年度の物価
上昇による経常的経
費事業の影響につい
て）

・経常的経費（Ｂ経費）は、予算の作成
時に前年度予算をベースにした１００％
シーリングの枠組みが例年設けられてい
る。

・経常的経費（Ｂ経費）は、予算の作成時に前年度予算をベー
スにした１００％シーリングの枠組みが例年設けられている。
経常的経費のシーリングは、最近のインフレ局面、物価上昇の
局面においては、実質的な減額を意味すると思う。令和３年度
から日本経済は物価上昇の局面、インフレ局面に転じている
が、物価上昇により実質的に維持管理事業の回数や内容が削減
されていないか懸念しているがどうか。

・道路などの維持管理経費は地域からの要望も多く、特に人口
減少社会において各地域を維持していく点で欠かせない費用。
大きな影響はないとの話だが、数％減るだけで切られたり、断
わられたりする部分がある。これが問題でないなら、事業者は
コスト転嫁できず、コンプライアンス的に大きな問題がある。
ぜひ新年度の予算編成方針では、物価上昇が急激に進んでいる
状況も踏まえた経常的経費のシーリング設定をお願いしたい。

・道路維持のボリュームが大きいが、河川、港湾、砂防の人件
費についても現場から強い声をいただいている。話があっても
全体としてのＢ経費の中で、規模がないことを理由に門前払い
をくらうことが起きかねないので、全体のボリューム感も含め
て対応して欲しい。（要望）

・経常的経費は様々なものがあるが、例えば道路等の修繕費、保守管理経費などは、管理面積の
増減や労務費、資材費の動向などを予算査定の中で確認しながら、必要な経費を措置している。
・令和３年度の物価動向については、原材料費は高騰したものの価格転嫁が進んでいなかったの
か、企業物価指数及び消費者物価指数ともに、対前年度比で数パーセント程度上昇となってお
り、執行段階においてインフレにより事業縮減するほどの大きな影響はなかったものと認識して
いる。
・今後も予算策定時には物価高騰等も勘案しながら、必要なものについて適切に予算措置してい
きたい。

・特に道路維持等で影響が大きいと思っているが、例えば、Ｒ４年度については、道路維持系の
事業について、１０％を超える予算を増額している。
・来年度予算についても、財政状況や一般財源の収入等を勘案しながら、他の事業とも均衡を図
り、しっかりと考慮したいと思っている。
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

県職員の働き方改革
の推進環境について

（内部協議）
・働き方改革の関係で、昨年は長時間勤務がかなり増えてきて
いるとのことだった。過去には保健所と病院局等で指摘があっ
たが、働き方改革を県全体の問題として取り上げて、超過勤務
を縮減させていくように反映させればいいと思ったので、提案
しておく。総務部 13

総務部 12
県有建築物保全事業
費について

・本館、別館の連絡通路（歩道橋）は、
雨天時の往来などで支障がある。

・行政企画課県有建築物保全事業費については、昨年の委員会
で指摘を受け、今回は別添資料で決算額３１億円に対して細か
く数字の提出があって良かったと思う。
・県有建築物保全計画における県庁舎本館、別館の連絡通路等
の施設の整備について、昨日の会計管理局の質疑にも関連する
が、連絡通路の雨天時対策の検討状況について、行政企画課等
でどういった検討がされているのか伺いたい。

・県庁舎など施設の保全の在り方について、連絡通路に限らず
バリアフリーや生産性向上対策など、利用者ニーズをしっかり
把握すべき。連絡通路を傘を持って往復することが５０年間続
いているが、社会が変化する中で皆さんが利用しやすい状況に
改善していくことも大切であり、利用者は県職員だけではない
と確信している。しっかり現状把握し、計画を立てていくべき
だと考えるが、再度伺う。

・県庁舎本館、別館を含めたエリアの今後の在り方についても
議論が必要。別館は手狭で非常に効率が悪い部分があると思っ
ている。今後の計画的な整備、大分市内では土木事務所や振興
局など、いろんな関係機関との関係も出てくるので、保全計画
の見直しについて、改めてしっかり議論をしていただきたい。
（要望）

・県有建築物の保全は、公共施設総合管理指針や県有建築物保全計画に基づき、施設の機能を維
持し、長寿命化を図ることを目的に、必要な改修工事予算を県有財産経営室で確保して、予防保
全を一元管理し、計画的に実施している。限られた予算で執行するため、施設所管課から出され
た要望を精査して、優先順位をつけて保全工事を行っているもの。
・県庁舎本館と別館の連絡通路は、Ｈ８年度とＨ２８年度にスロープの設置のほか、塗装など長
寿命化の改修工事を実施している。連絡通路の雨天時対策の検討状況は、昨日会計管理局で答弁
したとおり、これまで特段の検討は行っていない。
・昨日、会計管理局で長寿命化等の検討をするとあったが、公共施設マネジメントを所管する県
有財産経営室としても、県庁舎を管理する会計管理局や土木建築部と情報共有しながら、構造上
の問題など技術的な助言を行うなど、適切に対応していきたい。

・県有建築物を改修、建て替え等を行う際は、高齢者、障がい者、全ての県民が安全かつ容易に
利用できるということが大事。そういったバリアフリー化の基準を定めたのが大分県福祉のまち
づくり条例で、基本的にはそれに適合した整備を行うようにしている。例えば和式トイレの洋式
化、段差のある出入口へのスロープ設置、洗面所への手すり設置など、具体的に取り組んでい
る。
・さきほど傘を差してと話があり、基準は当然ありませんが、そういった声も拾いながら、どう
いった施設がいいのか、施設を所管する会計管理局や土木建築部などと一緒に十分相談しながら
対応していきたい。引き続き高齢者、障がい者に寄り添った整備を心がけていきます。

総務部 11 ① 職員録の電子化につ
いて

・令和３年度まで職員録が印刷されてい
たが、令和４年から電子化されている。

・大分県職員録の件では、多くの方々の意見が上がっている。
今年から職員録がデジタル化されたが、令和３年度の大分県職
員録発行について、決算がどのような内容であったか伺いた
い。

・電子化、デジタル化を否定するつもりは全くないが、それに
よってクオリティーが下がったり、利便性が低下することは問
題である。大分県職員録は、毎年バージョンアップされ、非常
にクオリティーの高い冊子だった。県庁もＤＸを進めている
が、ＤＸの名のもとに紙ベースで必要なものまで電子化されて
いるとの疑問があり、ニーズや生産性を現場の視点で確認する
ことが軽視されていると感じる。
・職員録の作成経費が１５８万円程度とあったが、職員録は外
注して、費用はそれぞれが負担、有償販売するというのもよい
のではないかと考えるがどうか。

・職員録と連絡通路を例に出したが、特に職員録について我々
の要望も伝えているが、有償でも冊子が欲しいという声があ
る。これまでの職員録に比べクオリティが半分以下に落ちてい
る状況なので、その点は認識し改善策を考えてほしい。（要
望）

・Ｒ３年度の職員録作成に係る決算額は、人事課を含む各課の必要部数２，０５４部をそれぞれ
の所属で印刷消耗費として計上しており、合計額は１５８万２千円となっている。今年度は電子
化により印刷発注を行っていないため、当該費用は不要となった。
・職員録は、行政文書電子化、行財政改革推進委員会で民間委員からの意見や他県でも電子化を
実施済み、あるいは検討中の県が全部で２３県あったことを踏まえ、今年電子化したもの。電子
化により、ＰＣやスマホから誰でも無料で閲覧できるようになり、年度途中の異動も反映するな
ど、県民の利便性は一定程度向上していると考える。６月７日に県ＨＰ公開以降、多くの県民か
ら利用いただいている。

・職員録の電子化にあたり、インターネットでの利用を想定していたため、住所や電話番号、県
のホームページにある他の情報と重複する部分は、別様として一覧表で掲載をしていたが、議員
の御指摘を踏まえて、職員録の所属ページの中に住所、電話番号等を掲載するなど、適宜改善を
図っている。
・ＰＣやスマホ等の電子機器を持たない方に対しては、県の情報センターや各振興局にプリント
アウトした製本版を配備しており、閲覧やコピーも可能としている。
・今後とも機器を持たない方に対する十分な配慮を行った上で、議員の御意見もいただきながら
改善に努めていきたい。
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

太平洋新国土軸構想
推進事業費について

・太平洋新国土軸推進構想は７８万円で
決算している。

・太平洋新国土軸推進構想は決算で７８万円。昨年の委員会の
中で豊予海峡構想の掲げた灯は消さないと言っているが、これ
はどういう意味か。

・太平洋新国土軸構想の決算は７８万円。パートの１年間の年
収と一緒であり、これを協議会に何もないのに払っている。当
面国も全く動きがないなら、今抜けてもいいわけで、将来、国
がやろとしたときに入ってもいいのでは。過去何十年間も７８
万円を支出し続けているが、無駄なお金を出すべきでない。見
直しをするべきだと思うが、どうか。

・豊予海峡ルートを含む太平洋新国土軸構想は、四国や関西との人、物の流れの促進により、本
県の経済の発展や災害時におけるリダンダンシーの確保においても重要と考えている。しかし、
国の国土形成計画では長期的視点から取り組むとの表現にとどまっており、いまだ明確に位置付
けられていない。
・本県としては、関係県等で構成する推進協議会等を通じて、国に対し、引き続きその必要性を
訴えていくとともに、まずは充実したフェリー航路により、海峡間の人と物の流れを増やし、交
流の軸を太くするための取組を推進していく。

・新国土軸構想自体は本県経済の発展、災害時におけるリダンダンシーの確保という観点からも
重要な事業だと考えている。問題は、これを橋やトンネルなどハードで実現することは、今の経
済情勢、かつ県の財政状況の中で近い将来に実現できるかと考えると、なかなか今、ここに大き
なお金を県として出していくことは難しい状況だと認識している。
・豊予海峡構想は、愛媛県や大分市などで関係協議会をつくって、国に対する政策提言活動をし
ている。広域的な活動であり、短期的に実現する難しさは承知しつつも、しっかりと灯を消すこ
となく、国に対して必要性を訴えていくことが重要だと考えている。

・本事業は、国の基準である１日３千人以上の利用がある鉄道駅（大分、別府、中津、亀川駅
等）の９駅全てのバリアフリー化を支援するもので、昨年度完了している。国の基準を満たさな
い鉄道駅にも、地元市の要望に基づくバリアフリー化の取組に事業費の一部を助成している。
・障がい者の利用も含め、誰もが利用しやすい鉄道駅とするため、交通事業者が主体となり意見
交換を行う場を持つことが必要。県はＪＲ九州大分支社に障がい者団体を紹介するなどの協力を
行っており、昨年度は初めてＪＲ九州大分支社主催で障がい者団体との意見交換会が開催をされ
た。
・本県では、九州各県で組織する九州地域鉄道整備促進協議会の要望活動を通じて、採算性の観
点のみでの減便や路線廃止の検討を行わないこと、無人駅の解消、駅のバリアフリー化を行うよ
う求めている。引き続きＪＲ九州や沿線市町村等の関係者と連携を図りながら、日豊本線をはじ
めとする県内路線の利便性向上や利用促進に取り組んでいきたい。

・これまでもＪＲ九州に対して各県で連携し、採算性の観点による減便等は行わないこと、無人
駅の解消やバリアフリー化などを求めている。利用者の意見を伺いながら、しっかりとそれを交
通事業者に伝えていく。それを繰り返し伝えていくことが我々の使命だと考えている。

・東九州新幹線は基本計画において、福岡市を起点に大分市、宮崎市を通り、鹿児島市に至ると
示されているのみ。現段階ではルートが決まっておらず、並行在来線の区間も分からない状況で
あるため、具体的な議論は難しいと考えている。
・他方で、先行事例はこれまでも多数あり、そうした事例を参考にしながらシンポジウムの場等
を活用して、並行在来線の問題も含め、いろいろな観点からしっかり議論を深めていきたい。

・平等、公平な観点で、しっかりシンポジウムで議論を行いながら、いろんな観点をみんなで検
証し、議論を深めていくことが必要。委員の指摘等も踏まえながら、今後のシンポジウムの中身
等についてしっかり検討していきたい。

企画振興部 14 ② 東九州新幹線推進事
業について

・東九州新幹線推進事業で期成会に１７
９万円で決算している。

・東九州新幹線推進事業で期成会に１７９万円支出した決算と
なっている。詳細な事業費や投資効果、並行在来線の経営分離
等については整備計画路線に格上げしてからの議論と昨年の委
員会でも述べているが、まず県民が心配している並行在来線の
状況分析等を明らかにした上で計画路線に上げるかどうかを議
論すべき。シンポジウムでも推進ありきの姿勢が多く見受けら
れるが、課題を深く掘り下げた議論が必要ではないか。

・東九州新幹線のシンポジウムに何回か参加したが、登壇者は
利便性の向上、費用対効果も大丈夫など全て推進する方しかい
ない。危惧している方にも登壇してもらい、推進意見と厳しい
意見の両方を聞かせて県民に平等で公平に判断してもらうべき
である。
・パンフレットには並行在来線の問題を若干書いているが一言
触れるだけで、ほとんどの方が言及しない。今後のシンポジウ
ムの在り方についてどう思うか。

企画振興部 15

企画振興部 16
鉄道駅バリアフリー
化推進事業費につい
て

・ＪＲ九州が２０２１年度の乗客数を公
表し、日豊線の佐伯駅－延岡間が約６億
６千万円の赤字とされ、駅無人化が議論
されている。

・鉄道駅バリアフリー化推進事業費の関連で、ＪＲ九州が２０
２１年度の乗客数を公表したが、中でも日豊線の佐伯－延岡間
の赤字が約６．６億円とのこと。今後、減便等の議論になって
くれば、利便性の問題と無人化の更なる推進により障がい者等
の利用が抑制されると危惧するが、今後の議論はどういう形で
していくのか。

・ＪＲ九州がこの時期に赤字路線を公表し、減便されるので
は、無人化が進むのではと臆測が飛んでいる。採算性のみで問
題を考えるべきではないとの課長意見は当たり前であり、積極
的に打ち出していくとが大事だと思うが、その点を再度確認し
たい。
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

・乗合バス運行情報のオープンデータ化は、今年度に予算を繰り越して事業実施しており、今年
度中にオープンデータ化が完了する見込み。オープンデータ化にあたっては、県内の乗合バス事
業者が運行する全ての路線を対象としており、現在必要なデータの収集作業と精査を実施してい
る。
・ダイヤ改正時のデータ更新は、各バス事業者でデータ更新することとしている。コミュニティ
バス及び離島航路への拡大についても、適宜オープンデータ化が図られるよう、今後運行事業者
である市町村等と意見交換をしていきたい。

・オープンデータ化は利用者にとって意味がある事業。Ｍａａｓに限らず、グーグル検索等を
行った場合に、バスの時刻表、遅延状況、運賃等が出てきて非常に利便性の向上につながる。
・利用しやすいようにデータを整理し、地道な作業で一つ一つ問題点を洗い出しながら、利用し
やすいものにしていこうと必死で取り組んでいる。
・交通事業者に限らず、商業施設、宿泊施設、観光施設等との連携がＭａａｓによって可能にな
る。例えばバスで行って、そこで買物をするといくら割り引かれるとか、自由な連携が可能とな
るので、交通事業者に限らず様々な事業者がそこに参画し、観光はもちろん日常生活の中でもよ
いと思って利用することで、県民の利便性向上、交通事業者の経営状況等や大分の地域の活性化
にも資すると考えている。

企画振興部 18
地域連携プラット
フォーム推進事業に
ついて

産学官連携組織（地域プラットフォー
ム）を通じ、県内大学等の研究開発、シ
ンクタンク機能を活用した地域課題の解
決を促進する。

・大学と県が連携した周知活動について、どのような周知活動
に取り組んだのか。県内の全大学等に短大や高専も全て含まれ
ているのか。
・地域課題解決支援事業で、和牛のおいしさ分析やカキ殻のリ
サイクル等の事例が紹介されているが、どのように地域課題の
解決に結び付いたのか、実用化されたのかなど教えてほしい。
・成果指標が入学定員充足率だが、事業目的が県内学生の県内
大学の進学率向上と卒業後の県内定着率であれば、他の指標を
設定した方がよいのではないか。

・大学の魅力アップが県内定着を高める前提なので、指標設定
を今後検討し、達成率を上げていくことが求められる。県と大
学との連携がもう少しできないかという声も聞いている。
・大学生の起業事例もやっと出てきた。今、三つしか事例がな
いが、この地域連携のパイプを増やしていくように大学側も検
討するべきだと思う。
・一過性にならないように、大学で仮想企業をつくって受皿と
なり、県とやり取りをしていくことで、学生も起業のアイデア
とかに結び付き、県内の定着や大学の魅力化に進むと思う。

・高専の水素のプロジェクトなど、地域に入っていろんな取組
をしているのは承知している。ぜひ大学側に提案してほしいの
が仮想企業で、実際視察に行って、そんなやり方があるんだと
非常に感心した。都会の大学はベンチャーとかをよくやってい
るから、ぜひ大分でもそういう方が生まれるように取組をして
ほしい。（要望）

・周知活動については、大分大学を事務局とする地域連携プラットフォームで県内大学への進学
促進のためのリーフレットを作っている。リーフレットには短大、高専を含んで県内全１２大学
のオープンキャンパス情報を掲載し、県内全ての高校５６校に進路担当を経由して、全生徒に配
布している。このほかＨＰにも奨学金等の進学支援制度、大分で働く先輩の声など、県内進学に
役立つ情報を掲載して周知を図っている。
・Ｒ３年度は三つの地域課題に取り組んでいる。一つ目は、和牛のおいしさの分析で、品質のば
らつきの課題があったことから、牛肉の画像のＡＩ分析、あるいは味覚センサーを活用した味覚
の見える化に取り組み、簡易分析手法の構築と肥育技術の向上・フィードバックにつなげた。二
つ目がカキ殻リサイクルに関する研究等で、粉砕したカキ殻の圧縮強度や塩分含有量を分析し、
コンクリート材料や培養土として活用するための最適な処理方法などの知見を得ている。三つ目
は多文化共生の推進に向けた政策・施策の提案で、外国人材の受入促進についてＡＰＵの留学生
２６２人からコンペ方式で提案をいただいた。大分県に対する意見をもらい、海外戦略等の参考
としている。こうした取組を契機として地域課題解決の取組を進める。
・本事業における目的は、県内大学等による地域課題の解決と、学生が地域活動を通じて地域へ
の理解を深めること。県内大学等の魅力アップにより、県内に優秀な学生を確保していくことに
あるため、入学定員充足率を成果指標としている。

・私が紹介した三つの事業は、県で少しアカデミックなところを取り出して研究し、共に地域課
題を解決していく取組だが、このほかに学生が地域に出向き、地域課題や地域の方と共に活動す
る取組を人材育成支援事業で別途行っている。Ｒ３年度は３件だったが、そのほかにもまだ十数
件あり、各部でもいろんな取組をしている。
・県と県内大学の連携事業は毎年当課で集計しているが、Ｒ３年度は１８４件で商工観光労働部
でのドローンの取組とか、いろんな取組があり、私どもと県内大学とで、いろいろ意見交換して
いる。大学も、さらにいろんな取組を模索しているので、また大学の皆さんとも十分協議しなが
ら、取組を進めていきたい。

企画振興部 17
地域公共交通運行継
続緊急支援事業につ
いて

・公共交通利用者の利便性を高めるため
にバスの路線や運賃等のオープンデータ
化を実施する必要がある。

・地域公共交通運行継続緊急支援事業の中で、公共交通利用者
の利便性を高めるためにバスの路線や運賃等のオープンデータ
化を実施することになっていたが、現在のオープンデータ化の
状況と利活用の状況、さらにダイヤ改正時の更新の確認方法や
今後のコミュニティバスや離島航路などとの連携について、拡
大する考え方があるのか伺う。

・Ｍａａｓへの活用が大分空港を拠点に考えるとのことだが、
一方で路線バスの利用者が減少しており、今回のオープンデー
タ化は、運賃やリアルタイムの状況も含めて利便性がかなり向
上すると思われる。
・現在でも乗り継ぎ割引等やバスの検索も可能だが、ほぼ知ら
れていない。この辺りの利用状況はどうなっているのか、現状
分析も含め何らかの利活用促進に向けた取組が今回必要だと思
う。現時点での考えがあれば伺いたい。

・公共交通の利用促進、それぞれの事業者の路線維持の観点も
一つあり、カーボンニュートラルに向けても非常に大きな鍵を
握ると思う。いろんな施策と連動しながら、今回のオープン
データ化を契機に利用促進につながる施策をぜひ考えていただ
きたい。（要望）
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

・バス乗務員確保対策支援事業について、新規採用が２１人と
目標を大きく下回っている。コロナ禍、経営状況の悪化で雇用
条件改善につながらなかったと記載があるが、より詳しく分析
されている内容があれば教えてほしい。
・コロナ禍による経営悪化のほかの要因について、もし何かあ
れば教えてほしい。

・この事業はバス事業者の視点では乗務員の確保と路線の維持
だが、労働者の視点では、大型二種免許の取得というキャリア
形成につながるもの。企画振興部だけの問題ではなく、雇用と
か労働とか、いろんな部門と連携した対応をすべきで、キャリ
ア形成の面からももっとアピールしたらいいのではないかと思
うがどうか。

・人口減少に加えてコロナ禍の影響も重なり、２０２０年の路線バスの乗降客数は２００１年対
比で約４８％となり、バス事業者を取り巻く環境は非常に厳しかった。このため、目標が未達成
になったと認識している。
・人口減少の中で人材確保は、どの業界においても重要な課題になっている。魅力的に感じて応
募してもらうためには、働き方改革、ＩＣＴ技術の導入、インターネット等いろんな媒体、それ
から、広域的な採用活動等、人材確保のための取組を幅広くやりながら、潜在的なバス乗務員な
り、興味を持つ方々をしっかり採用まで結び付けていく取組が必要。各交通事業者が今後もさら
に取り組んでいくと思うが、できる限り県も支援していきたい。

・少し視野を広げると、キャリアの中でこのバスの乗務員や運輸関係のドライバー、バックヤー
ドの方などいろんな仕事があり、それぞれの経験は少なからず他の仕事に生きてくるもの。仕事
の質の違いや個人のライフプランの中で、一時的に結婚や出産等で仕事を辞めた方、シニアの方
など、超高齢化社会が進んでいく中で自分ができることはないかといったニーズもある。働き方
もフルタイムだけではなく、週２日なら自分は頑張れるなど様々なニーズ、興味を持った方を幅
広く結び付けていくことも必要だと思っている。
・企画振興部だけではなく、福祉保健部、商工観光労働部、土木建築部などと連携しながら、関
連する仕事の魅力をしっかり発信し、人材確保につなげていきたい。

企画振興部 20
九州の東の玄関口と
しての拠点化推進事
業について

・新型コロナウイルス感染症の影響によ
りフェリー、航空機ともに利用者が伸び
悩み輸送人員目標を大きく下回ってい
る。

・人の流れがコロナの関係で５割弱となりＤ判定だが、物流は
それほど減っておらず、反対に多くなっているのではないかと
思う。人だけでなく物流を含めての判断で、東九州の玄関口と
しての機能を確保することが大事だと思う。
・竹田津、別府、大分、佐賀関、臼杵と５つのフェリー港があ
り、玄関口として確保する施策を進めていただきたい。また、
物流の実態が分かれば教えてほしい。

・在来線を守り、ＪＲ路線を支えていくのは当然のことと思っている。長崎新幹線は過去の経緯
含めて大きなスパンで県民が要望してきてようやく５０年たって実現した。そのためには厳しい
経済状況ではあるが東九州新幹線、豊予海峡についてどういう意義があるのか考えていきたい。
技術の革新等もあるためどういうものが５０年後、１００年後必要なのか、大分の活性化のため
に必要か議論し、国に対しても要望していけるよう取組んでいきたい。
・四国新幹線についても、四国の各県と連携しながら実現にむけて取組んでいく。

東九州新幹線推進事
業について

・東九州新幹線の基本計画路線から整備
計画路線への格上げを図るため、広域で
機運を盛り上げる必要がある。

・在来線をしっかり守ることは当然。一方長崎新幹線は、期成
会ができて３７年後に着工、５０年後に開通した。今やってお
かないとさらに時間がかかる。東九州新幹線は大分だけではで
きない。宮崎や鹿児島とどう連携して盛り上げていくか。県単
独ではなく広域で考えていただきたい。北海道新幹線にめどが
つけば次は四国新幹線と思っている。起点は新大阪で終点は大
分と明記されている。東九州新幹線と四国を結ぶ連携が必要で
あり、県は東九州新幹線、大分市は豊予海峡ルートではなく、
連携した広域的な活動の必要性を訴えていく必要があると思う
がどうか。

（内部協議）
・宮崎や鹿児島、あるいは四国の各県、こういう広域の中で、
大分県だけが孤軍奮闘するのではなく、地域全体の機運が盛り
上がることが大事だと思っている。ここを忘れないようにお願
いしたい。（要望）

・基本的に物流については、コロナ前と同等の輸送量まで回復はしてきていると理解している。
他方で、物流事業者も含めて燃料高騰等の影響も受けているので、楽観視することなく、事業者
の声を聞き、さらに大分の人と物の流れを活性化させていくために何が必要かしっかり考えて
やっていきたい。
・大分の５つの港は正に玄関口であり、人だけでなく、木材を外に運んでいく拠点など各港の特
性がある。十分生かせるよう土木や関係部局ともしっかり協力しながら、活性化のための取組を
一つ一つ、地元自治体とも一緒に頑張っていきたい。

企画振興部 19
バス乗務員確保対策
支援事業について

・バス業界において乗務員不足が深刻で
あったことから、事業者の方々からニー
ズを聴取して、広告宣伝や就労環境の改
善に要する費用等を補助したもの。

企画振興部 21 ②
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）
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企画振興部 22
老朽空き家対策促進
事業について

・空家数の抑制に向け、空家の相談窓口
を設置し、空家所有者による自発的な除
却、管理、活用を促進する必要がある。

・主な活動指標と達成率で空き家相談件数が目標値６０に対し
て実績５２とあるが、相談内容は借りたい人からの相談内容と
捉えてよいか。相談実績５２件のうち利活用に結び付いた件数
は何件だったか。
・成果指標として空き家の利活用数を上げているが、この目標
と実績は単年度の数字か、累積数字か。
・２０１６年から２０２１年までに、この事業の本来の目的を
達成したと考えているのか。

・この目標数字は、大分、豊後大野、宇佐の３市の目標数値と
して捉えてよいか。
・その場合、設定する際に人口ビジョンが達成できるように想
定した中で、目標数値を捉えているのか。最初の目標数値の設
定の仕方を教えて欲しい。

・人口減少社会をどのように切り抜けていくか、そして大分県
全体が地域ごとに活気のある政策を目指していくよう取り組ん
でいただきたい。（要望）

・相談窓口については、そもそも空き家所有者に対して空き家の適正管理や利活用を促すために
設置したものであり、借り手ではなく、所有者や遺族、相続人からのケースが多くなっている。
所有者からの相談で利活用につながったのは、令和３年度は５２件中１件。
・成果指標の空き家の利活用数は単年度の数値となっている。
・本事業に加えて、空き家対策検討会等を通じて市町村と連携し、空き家バンクの充実を図るこ
とで、バンク経由の空き家利活用数は年々増加しており、空き家の増加抑制に一定程度つながっ
ているものと考えている。

・空き家の相談窓口は３市ではなく、県内を３ブロックに分けたもので対象は県内全域であり、
利活用数は県内全域の数字である。
・大分県人口ビジョンでは、令和７年度までに社会増減の均衡を目指している。ビジョン実現の
ために、第２期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略を策定しており、その中で空き家の利活
用、ＵＩＪターンの促進、福岡のｄｏｔ．（ドット）を活用した県内就職の促進などにより、県
外からの流入人口を令和６年度に２，７００人になることを目標としている。

②
東九州新幹線と豊予
海峡ルート構想、在
来線の維持確保につ
いて

（内部協議）
・東九州新幹線と豊予海峡ルート構想で、新幹線の場合は並行
在来線の減便数とか、経営分離とか、人口のストロー現象など
地域が疲弊する負の面も見ておく必要がある。利便性だけのシ
ンポジウムではなく、いろんな課題や問題があることを県民に
平等に公平に知らせてほしい。そういう問題を交通政策課や企
画振興部が今後の在り方について、そういうものも含めて検討
していただきたいとを一言入れるといいのではないかと思う。23

福祉保健部 24
災害時用配慮者支援
事業について

・当事業の対象者並びに家族会への事業の周知はどのように行
われているか。

・個別避難計画作成の進捗状況についてはいかがか。

・先日、家族会の方と会派でも意見交換した際に、こういうの
やってほしいという話があった。もう既に実施しているという
話をしたが、まだ家族会の方にも伝わっていない部分があるよ
うなので、しっかりと関係者に伝えていただきたい。

・本事業の対象者は、障がい者や高齢者など災害時に自ら避難することが困難と考えられる方で
あり、市町村ではこうした方の個別避難計画作成を進めている。計画の作成にあたっては、民生
委員や自主防災組織などの支援者のみならず、当事者やその関係者などに制度の趣旨を十分に理
解してもらうことが必要。
　このため県では、民生委員など福祉関係者に対するセミナーの開催や、地域のデイサービスや
障がい者団体等へ出向き、既存の場を活用した防災教室を実施してきた。この既存の場は昨年
度、ホームページや市町村、市町村社会福祉協議会等を通じて募集したところ。
　今年度も当事者団体等に対する計画作成研修を実施予定であるが、今後はより多くの当事者や
家族会などに参加いただけるよう、プッシュ型で個別に案内するなど改善を図っていく。

・県では、これまでも計画作成の促進に取り組んできた結果、令和４年１月１日現在で、避難行
動要支援者名簿に掲載されている４万３，２５９人のうち、１万５，７７４人が計画作成済と
なっており、その割合は３６．５％と平成２８年度と比べて３２ポイント上昇している。
　さらなる作成促進に向けては、本人の状況や生活実態をよく把握しているケアマネジャーなど
福祉専門職の協力が不可欠だと考え、このため今年度から福祉専門職向け作成研修を実施し、約
６５０名が参加したところ。また、おおいたマイ・タイムラインの取組と連動させ、支援者や避
難経路などを記載する要配慮者向けのおおいた支えアイ・タイムラインを本年６月に作成し、こ
れを市町村が個別避難計画として活用できる取組を開始。今後も、引き続き市町村の取組を支援
していく。

企画振興部
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福祉保健部 25
薬局・薬剤師の地域
包括ケアへの参画支
援について

・地域包括ケアを担う一員として、薬局や薬剤師が地域で果た
す役割は増大するとともに、多様化している。健康サポート薬
局はその一例であるが、薬局・薬剤師は、薬中心の対物業務か
ら患者中心の健康維持・増進を担っていくことが求められてい
る。薬務室所管の決算の中に、このような薬局・薬剤師の地域
包括ケアへの参画を支援するような取り組みは含まれているの
か。

・認定薬局制度について、認定薬局であることを表示すること
により患者が薬局を選ぶ基準の一つになるが、薬局側の経済的
なインセンティブが十分でないと感じている。国の制度設計の
問題だと思うが、どのように考えているか。

・地域包括ケアに関して、認定薬局にはいろいろサポート薬局
をやっていただいているが、まだ他の職種のように、地域包括
ケアの中に薬剤師が入り込んでという部分が弱いと伺っている
ので、そこのサポートや推進もしっかり行っていただきたい。
また、医師を中心として医療関係者の地域偏在も問題になって
いる。薬剤師もまた地域偏在の問題を抱えている業種の一つで
もある。加えて、国家的な医療費の高まりに対して、予防医療
の重要性も強く叫ばれている。そこで、大分県薬剤師会では対
策として、心房細動の早期発見による脳梗塞のリスクを低減さ
せるため、携帯型の心電計を用いた自己測定事業を計画してい
る。新年度において、行政からこのような取組への支援をして
ほしい。また、大分県には薬学部がなく、慢性的に薬剤師が不
足している。医療介護総合確保基金は、薬剤師修学資金貸与事
業を行うために必要な経費や、地域における薬剤師の安定的な
確保を目的に都道府県が指定する病院に期間を定めて薬剤師派
遣を行うための経費は充当可能な事業として例示されている。
　現段階では、県ではまだ導入されていないので導入に向け進
めてほしい。

（内部協議）
・医療現場から、薬剤師の人手不足を聞いている。一定以上の
規模になると薬剤師の配置基準があるので、薬剤師がいなけれ
ば医療の現場がまわらないとの声も聞いている。地域医療介護
総合確保基金を活用して薬剤師の就学資金の貸与や薬剤師の派
遣制度を新年度に導入することを要望する。

・薬局・薬剤師の地域包括ケアへの参画を促すため、平成２９年度から令和元年度までの３年
間、地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割や他職種連携の推進等を内容とする研修会を開
催した。その結果、かかりつけとして地域で重要な役割を担う薬局・薬剤師が増えてきている。
　昨年８月１日から地域包括ケアで求められるかかりつけ薬局・薬剤師の機能を高度に有する地
域連携薬局の認定制度がスタートした。県としても、制度の普及に向け、地域の薬局・薬剤師を
対象に説明会等を開催し、現時点で県内２１の薬局が認定されている。
　今後も、薬剤師会と連携しながら、地域包括ケアに貢献する認定薬局制度を県として推進して
いく。

・広く県民に、認定薬局の利用により高度なサービスが受けられることを周知、広報していきた
い。

福祉保健部 27 ③
おおいた子育てほっ
とクーポン利用促進
事業について

・令和３年度におむつ、ミルク等にも用途を拡大したが、その
効果はいかがか。また、どのような用途での使用が多いのか。

・おむつ、ミルクの利用に拡げていただいたことは大変すばら
しいし、ありがたい話である。また、保護者から非常に使い勝
手がいいという声も聞いている。購入図書の対象店は、市町村
の裁量で広げていけるということなので、これから市町との連
携も深めていきながら、さらなるバージョンアップを適時適確
に子育て世帯のニーズを捉えていただき、さらに充実させてほ
しい。また、ニュースを見ると国の方も１０万円を交付するよ
うな動きもあるようだが、しっかりこのおおいた子育てほっと
クーポンのさらなる充実をお願いしたいと思う。

・おおいた子育てほっとクーポンは、子育て家庭の負担を軽減するため、負担金額を拡大するな
ど制度の改善を行ってきたが、令和３年４月からはさらなる利便性の向上のため、おむつ、ミル
クの購入についてもサービスを拡大したところ。令和２年度末のクーポンの利用率は全体で６
６．５％、令和３年度末のクーポンの利用率は７１．１％で、サービス追加による一定の効果が
あったと言えると考えている。利用者からもおむつ、ミルクに利用できて大変助かるといった声
が寄せられている。
　また、制度を開始した平成２７年度から令和３年度の間のおおいた子育てほっとクーポンの
サービスの利用状況は、インフルエンザ予防接種２９．１％、読み聞かせ絵本の購入１８．
７％、ロタウイルス予防接種１７．１％となっている。 なお、おむつ、ミルクの購入にサービ
スを拡大した令和３年度のみのサービス利用状況は、おむつ、ミルクの購入６０．８％、インフ
ルエンザ予防接種１４．２％、読み聞かせ絵本の購入１１．０％となっている。おむつ、ミルク
の利用が過半を占めており、このデータからもサービス拡大の効果がみてとれると考える。

福祉保健部 26
障がい者就労環境づ
くり推進事業につい
て

・コロナ禍において、雇用、定着の両アドバイザーの企業訪問
が思うように行えなかったかと思うが、実際の状況はいかが
か。

・コロナ禍の中で苦労したと思うが、しっかり成果を上げてい
ることに感謝する。本県が身体障がい者雇用率全国１位である
ことを支えているのがこういう取組だと思っているが、課題は
知的、精神障がい者の雇用率。この部分にいかにてこ入れして
いくか、新年度についての検討課題としてお願いしたい。ま
た、今後の法改正で、週１０時間以上２０時間未満の短時間雇
用が雇用率の算定対象となる見込みであり、これは、知的、精
神障がい者の雇用拡大に繋がっていくものと思う。
　大変素晴らしい事業なので、新年度以降もしっかり継続し、
雇用率の向上に繋げていくことを要望する。

・令和３年度前半は、コロナの影響で企業から訪問を断られるケースもあり、訪問件数は前年を
下回るペースとなったが、電話で採用に関する意向や障がい者の日頃の働きぶりを丁寧に聴き取
るなど柔軟に対応したところ。年度後半は、ワクチン接種が進んだことにより積極的に企業訪問
を再開したことや、大分地区に雇用支援アドバイザーを１名増員した効果もあり、訪問件数は前
年度を上回る１，３７２件となり、その結果、令和３年度の新規雇用者数は２年度の２３６人を
２９人上回る２６５人となった。
　定着支援アドバイザーについては、就職後１年の定着を達成した割合である定着率は、令和２
年度の９２％から３年度は８７％と若干低下したものの、高い定着率を維持することができた。
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福祉保健部 29
マイナンバーカード
と社会保険証とのひ
も付けについて

・政府は今後、マイナンバーカードと健康保険証とのひも付づ
けを２０２４年秋までに原則義務化することを決定した。患者
に対しても、カードとこれまでの健康保険証では医療費負担の
差別化を図り、また、地方交付税の算定にもマイナンバーカー
ドの交付状況を反映させるとしている。しかし、医療期間の８
割がセキュリティや漏洩の不安があると答え反対している。マ
イナンバーカードを取得していない方に対する対策は、県とし
ても国にあげなければならないと思うがいかがか。

・大分県下の医療機関で実際運用しているのが３４．１％で、
大分県下のマイナンバーの取得率は４９.０５％であるが、現状
どれぐらいのひも付けができているのか。国は検討すると言っ
ているだけで、それに対して取ってない方に対する救済をどう
するのかといった具体的な提案はされていない。ぜひ県として
も、国に要望してほしい。

・令和５年度から保険医療機関等に対して、マイナンバーカードの利用を前提としたオンライン
資格確認システムの導入が原則として義務化されることとなった。これに伴い、医療機関に対し
て診療報酬上の加算の見直しやシステムの導入にかかる補助上限額の引き上げが行われたとこ
ろ。１０月９日現在の県内の状況は、約２千ある医療機関等において、オンライン資格確認のシ
ステム申込率は８７．７％、このうち既に運用を開始している機関数は７１０カ所、対象医療機
関の３４．１％を占めており、全国平均の３１．５％を２．６ポイント上回っている。このた
め、県内では一定の理解をいただいているものと考えている。県としては、国の責任でマイナン
バーカードの保険証利用に関する国民及び医療機関への普及啓発を進めることや、マイナンバー
制度の情報セキュリティの確保も含めた適切な運用等について、全国知事会を通じて引き続き国
に要望する。
　また、２０２４年秋に現行保険証を廃止し、マイナンバーカードを保険証利用する方針が打ち
出されたことについて、健康保険証は被保険者であることを証明する証明書であると同時に、保
険給付を受ける際の受診券でもあるため、マイナンバーカードの取得の有無によって保険証の交
付が制限され、必要な医療が受けられないという事態はあってはならないと考えている。報道に
よると、厚生労働大臣が１３日の記者会見において廃止方針に関し、国民や医療関係者から理解
が得られるよう丁寧に取り組んでいく、マイナンバーカードを持っていない人が必要な保険診療
を受ける際の手続について、今後しっかりと検討していきたいとの発言があったと聞いている。
県しても、現行の医療保険制度が守られるよう国の動向をしっかり注視するとともに、必要に応
じて要望を行っていきたい。

・市町村国保におけるマイナンバーカードの保険証利用手続の状況は、７月１９日時点で２万
６，６６６人、被保険者数は約２４万人で、約１１％となっている。また、国への要望について
は、絶対にマイナンバーカードを持たない人が医療を受けられない事態になってはいけないの
で、今後、全国知事会等を通じて要望してまいりたい。

福祉保健部 28 ③ 病児保育充実支援事
業について

・広域化、ＩＣＴ化の効果はいかがか。またＩＣＴ導入を行っ
た施設数はどれほどか。

・広域化によって、場所を選ばず勤務先でも居住地でも利用で
き、親御さんの安心感が非常に広がっていると思う。非常に便
利なＩＣＴ化であるが、３０施設中１７施設のシステム導入と
いうことであり、まだ幾分ＩＣＴ化が進んでない地域もあると
聞いているので、さらなる周知を行い、できれば３０施設全て
がＩＣＴ化を導入ということで進めてもらえれば、さらなる利
便性向上につながるので、新年度に向けて頑張ってもらいた
い。

・近年、共働きの増加などから病児保育に対する保護者のニーズは高まっているところ、令和３
年１０月から、利用者の利便性と施設運営の効率性の向上を図るため、利用の広域化とＩＣＴ化
を進めている。広域化については県が主導して、昨年９月に県内全市町村で協定を締結した。こ
れにより、施設の地域内の利用者と地域外の利用者とで利用料金が平準化され、利用者が他の地
域の施設も利用しやすくなった。 広域化前後の６ヶ月を比較すると、広域での利用率の増加は
わずかに１．３％であった。一方、施設側からは稼働率の向上など安定した運営につながってい
るとの声もあることから、引き続き制度の周知に努め、必要な方が必要な場所で病児保育を利用
できるよう支援していきたい。
　また、ＩＣＴ化については、県内全施設の空き状況が２４時間スマホで確認できることとなっ
た。あわせて、施設の個別の予約やキャンセルをスマホでできるようにするため、施設に対して
システムの導入費用の補助も実施している。システムを導入した施設からは、電話対応が減り、
職員の負担軽減につながったとの声が上がっている。また、病児保育を利用する保護者のスマホ
でのシステム利用も広がりを見せており、システム登録者は導入直後の１，３４９人から６か月
で約２．６倍の３，５９７人に増加した。なお、令和３年度末で、県内の３０施設のうち１７施
設がシステムを導入した。 今後も施設に対して導入促進を図っていく。

福祉保健部 30
介護保険制度につい
て

・国がこれまで負担してきた職員の処遇改善加算が、１０月よ
り入居者負担となったことで、現場の大きな問題となってい
る。入居者は、同意しないことなどできないが、県としての考
えと何らかの救済措置はないのか。

・国がこれまで負担してきたのだから、それを継続するよう再
度国に強く求めるべきではないか。県の見解は。

・介護保険は受益者負担とよく言われるが、実際にこれまでの
処遇改善は国がやってきたわけで、やろうと思えばできるわけ
だから、そういう点ではその部分をぜひ国にこういう声がある
と、県としても国に要望していくべき。これは強く要望する。

・処遇改善に係る措置は、介護職員を対象に収入を３％程度、月額９千円引き上げるため、本年
２月から前倒しで補助金にて実施されたものを、本年１０月以降分については臨時の報酬改定を
行い、加算にて同程度の賃金引上げを行っているもの。介護報酬の加算により処遇改善を実施す
る方法は、御指摘のように自己負担増を伴うものである。一方、少子高齢化の進展により、介護
需要はますます増大し、生産年齢人口が減少する中では、継続的、長期的な介護現場の人材確保
と定着を図る必要がある。このため、処遇改善制度は安定的に財源が確保できる介護報酬制度の
中で、受益者負担の考え方の下、その運用がなされていると認識している。その場合、救済措置
が重要となる。
  介護保険サービスの利用料に係る負担軽減策として、高額介護サービス費による上限額の設
定、社会福祉法人による利用者負担の軽減措置など、低所得者のサービス利用が困難とならない
よう、従前よりもきめ細かな配慮がなされているところ。

・１０月以降の処遇改善に係る措置については、政府の令和４年度予算編成過程において、臨時
の報酬改定を行うことが決定され、社会保障審議会介護給付費分科会において、介護報酬に組み
入れられたものである。補助金継続の要望はしていないが、介護保険制度においては、サービス
に必要な費用を保険料、公費、利用者負担の組合せにより財源が確保されている。県では、国の
負担割合の引上げを行い、現在の費用負担の仕組みの全体的な見直しを行うよう、毎年度、九州
各県とともに国に要望しているところ。今後も引き続き国に要望していく。
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部 局 名 №
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委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

福祉保健部 31
周産期医療体制推進
事業について

・アルメイダ病院が周産期母子医療センターを閉鎖し、令和２
年度より県内のＮＩＣＵ病床数は５施設２７床から４施設２４
床と縮小したが、その前後における各病院のＮＩＣＵ病床使用
率、周産期医療おける課題と、今後の対応はいかがか。

・ＮＩＣＵの使用率はピーク時で９５．６％ということである
が、先日、県立病院にも伺うと、平均で９７％を超えており、
ピーク時は１００％を超える状況もあるという話があった。多
分、四つの施設でそれぞれ状況がちょっと違うと思うが、心配
なのはピークが重なった時。１００％を超えうる状況で、９
５％や９７％という数字がある。それに対して、ピーク時の許
容範囲がどれぐらいあるのかが心配。医師あるいは看護師等の
確保の対策も並行してやっていると思うが、そういった対応に
ついて許容度はどれぐらいかということと、ピークに対する考
え方があれば、お聞きしたい。
　ＮＩＣＵは、大分市中央に二つ、あとは別府市、中津市であ
るが、県南、豊肥地区や九大地区の方で多胎児の出産や異常が
あった場合は大分市に行かなければならないので、家族の負担
がかなり大変だと。そういった家族に対する支援、もしくはＮ
ＩＣＵの地域への分散などは考えられないのか。

・アルメイダ病院が周産期母子医療センターを閉鎖する前の令和元年度の県内センター５か所の
ＮＩＣＵ稼働率は、平均８５．８％でピークのときには９８．５％であった。一方、閉鎖後の令
和２年度は、平均で８９．２％、ピークの月で９５．６％と、引き続き高い稼働率となってい
る。 閉鎖前後において、県内四つのセンター間で連携を図るなど、しっかり対応している。
  なお、厚生労働省が定めた周産期医療の体制構築に係る指針では、都道府県は、出生１万人対
２５床から３０床を目標として、地域の実情に応じて整備を進めるものとされている。本県では
令和３年の出生数が７，３２７人であり、指針に基づくとＮＩＣＵ病床は１８．３床から２１．
９床の整備が目標となるが、現時点で、２４床のＮＩＣＵ病床が整備されているため、国の目標
以上の病床数が確保されている。今後も、県内全体におけるＮＩＣＵ病床等の稼働状況や搬送状
況等を注視しながら、周産期医療体制の維持に努めていく。
　周産期医療における課題は、周産期死亡率が全国と比較して高い値であることと考えている。
具体的には令和３年周産期死亡率は、全国３．４のところ大分県は３．８であった。その対策と
して、平成２３年度から周産期死亡症例検討会を開催している。周産期死亡症例について、妊娠
や分娩経過における母体や児の状況を調査分析し、死亡を防ぐことができた症例がないか等の検
討を行い、その結果を産科医療機関等に対して周知することで、周産期死亡率の減少を目指して
いる。また、周産期医療協議会においては、一般的な産科や助産院といった一次周産期施設と周
産期母子医療センターの連携などを検討し、体制の強化に努めているところ。これらの取組によ
り、５年間平均の周産期死亡率は、平成１９年から２３年は４．４、平成２４から２８年は４．
０、平成２９年から令和３年は３．８と減少傾向にある。
  今後も引き続き、周産期医療の関係機関等と現状や課題を共有しながらネットワークの強化を
図り、安全な医療の提供に努めたい。

・ＮＩＣＵ病床のピーク時の許容範囲について、現時点ではそのセンターの間で連携を図りなが
ら対応しているところ。家族負担が大きいことと地域への分散の件について、家族への交通費等
の支援は現時点では行っていない。また、地域に分散した方がいいのではといった意見について
は、今後、周産期医療協議会でもこういった意見をいただいたことも踏まえ検討したい。

福祉保健部 32 ③ 地域子ども・子育て
支援事業について

・一時預かり事業の利用状況及び各市町村の利用者支援事業で
補助を行っている具体的な事業内容について伺う。

・一次預かり事業の利用状況が高いことを理解できた。我が家
は７月から娘夫婦と３世帯同居をしているが、やはり多子世帯
は大変で、こういった中でこの一次預かり事業等を含めて、今
年度事業化された多子世帯への支援事業、相談事業も非常に効
果はあると思う。子育てサークルの中で四つの提言がされてい
たと思うが、特に多子世帯、多胎世帯に関する取組について、
今後の施策的な考えがあれば伺いたい。

・多胎児の関係で、うちの場合は両方の両親がサポートできて
いるからいいが、子育てサークルの行ったアンケートで両親、
祖父母、おじおばといった身内からサポートが受けられない、
その他という回答が１２％ぐらいあって、こちらの世帯が非常
に心配。そこに対する手当がどういう状況になってるのかがと
ても気がかりである。これから施策をさら進めていくと思う
が、ぜひそういった実情に合ったサービスを行政サイドででき
るよう、要望する。

・一時預かり事業について、令和３年度は県内全ての市町村、計３６１施設で実施しており、延
べ利用児童数は６３万４，８２１人。利用属性や利用原因については、実施主体である市町村に
対して報告を求めておらず把握していないが、いずれにしても、子育て世帯にとって便利で使い
やすい事業であるよう、市町村とともに取り組んでいく。
　利用者支援事業における具体的な事例として、大分市では幅広い相談に応じる基本型として市
内三つのこどもルームにおいて、ファミリーパートナーという名称で、専門職員が子育て期の多
様な悩みごとなどに対して相談を受けて一緒に考えたり、病児保育やファミリーサポートセン
ター事業など適切な支援サービスを紹介したりしている。また、日田市では、保育サービス等に
関する情報提供等を行う特定型にも取り組んでいる。日田市の市役所窓口において、子育て支援
事業等の実務経験と資格を有する利用者支援専門員が、教育保育施設の制度説明や一時預かり事
業などの地域子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、情報の提供や相談助言を行っている。
豊後高田市では、保健師等の専門職が母子保健等に関する相談に応じる母子保健型について取り
組んでいる。子育て世代包括支援センターにおいては、保健師が妊婦や子育て中の保護者から、
妊娠期出産期の不安や子供の成長発達についてなど幅広い相談に応じ、情報提供や助言、保健指
導等を行っている。

・現時点では、一次預かりの観点で多胎に特化した取組は行っていないが、今年度の夏から多胎
の妊産婦に対して、アウトリーチで御自宅に対して支援訪問する取組を開始しており、現時点で
利用者から好評いただいている。今後、多胎の方に対してもきめ細かな支援を取り組んでいきた
いと考えている。
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福祉保健部 33
若年性認知症相談支
援体制整備事業につ
いて

・県内の若年性認知症の推定人数は。また、当該事業の課題等
について伺う。

・主要な施策の成果では、相談件数５００件の目標に対し、実
績が８９７件。それから成果指標で、コーディネーターが相談
後に連携した機関数も目標１２０機関に対して１５２機関とこ
れも大きく上回っている。周知やいろんなものを通じて相談件
数が大きく増えていると思うが、本県の若年性認知症コーディ
ネーターは現在１人しかいない。来年度増員してもよいと思う
が、見解は。

・一人でこれをやっていて、その辺がこれからどうなのかとい
う思いがする。これについては、また我々も研究しながら言っ
ていきたい。

（内部協議）
・相談件数等が増えており、目標を随分上回っていること。そ
れから、それぞれの地域で支援体制をつくっていくという話が
あったが、今現在１人でやっていることを考えたときに、負担
が大きすぎるのではないかと思う。人員の増あるいは負担軽減
に向けた取組を進めることを、ぜひ検討していただきたい。

・令和２年度に本県が実施した実態調査結果では、県内の若年性認知症の人数は２８７人となっ
ている。前回の平成２５年の調査結果の３２１人より３４人減少している。なお、若年性認知症
の人数の推計については、国が令和２年３月に公表した若年性認知症実態調査結果によると、人
口１０万人当たりの若年性認知症者数は５０．９人と示されている。これを国立社会保障・人口
問題研究所データにおける本県の２０歳から６４歳の人口を用いて推計すると、若年性認知症者
数は令和２年で２８８人となっており、令和２年の実態調査結果２８７人と乖離のない数値であ
る。
　この実態調査の結果、受診先、相談先が分かりにくいなどの情報発信不足に関する課題や、働
きたいが働く場所がないなどの就労に関する課題が明らかになった。このため、情報発信につい
ては、令和３年２月に認知症情報ポータルサイトおれんじを開設し、相談窓口や専門医療機関
等、認知症に関する幅広い情報を掲載、発信している。また、就労に関する課題については、さ
きほど説明した実態調査とは別に、令和３年度に企業、団体等に実施した調査において、働く場
所として受け入れる場合の対応スキル不足があげられている。このため、対応スキルの向上を図
る実地研修について、令和３年度からは、従前からの介護保険事業所に加え、新たに就労継続支
援事業所を追加するなど、働く場所の確保に向けた取組を進めている。
　今後は、こうした情報発信、就労支援の取組を継続するとともに、地域での相談、支援体制の
強化を図るため、地域の関係者の連携、ネットワークの構築を一層推進していきたいと考えてい
る。

・相談者への支援にあたっては、それぞれの相談者の状況に応じて、障害者就業・生活支援セン
ターや地域包括支援センター等の関係機関と緊密に連携を行い、職場や地域で適切な支援が行わ
れる体制づくりが重要である。このため、今後はコーディネーターをハブとして、認知症疾患セ
ンター等関係者をメンバーとするネットワーク会議や地域包括支援センター等相談機関や就労受
入事業所等を対象とした相談機関強化研修会の開催を通じて、地域での支援体制を強化したいと
考えている。
　コーディネーター増員については、各地域における支援体制や他自治体の状況を勘案しなが
ら、今後検討していきたいと考えている。

福祉保健部 35
生活福祉資金貸付事
業費について

・令和３年度の緊急小口資金と総合支援資金の貸付状況はいか
がか。

・それぞれの返済開始時期と償還免除要件はどうなっているの
か。

・これから償還が始まっていくと思うが、本当に一人一人に寄
り添った自立支援をしてほしい。

・令和３年４月から令和４年３月末までの特例貸付の貸付状況は、緊急小口資金が３，６０１件
で７億６９７万円、総合支援資金は初回貸付と延長貸付、再貸付の合計が８，８２５件で４５億
４，９８４万円であり、合計延べ１万２，４２６件の５２億５，６８０万円となっている。な
お、制度開始の令和２年３月から令和４年９月末までの累計は、緊急小口資金が１５，６６３件
で３０億６，２６９万円、総合支援資金の合計が２万４，４００件で１２５億９，０８２万１千
円であり、合計で４万６３件の１５６億５，３５１万１千円となっている。

・緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付について、令和３年度までに申請した分については令
和５年１月から、令和４年度に申請した分については令和６年１月から償還開始となる。また、
延長貸付は令和６年１月から、再貸付は令和７年１月から償還開始となる。
　償還免除要件については、借受人及び世帯主がともに住民税非課税であれば、そのほかの世帯
員の課税状況は問わず、返済免除となる。具体的には、貸付の種類ごとに、償還が始まる年度に
非課税である場合は、償還開始までに申請すれば全額が免除となり、後に非課税になった場合
は、申請により残額が免除となる。このほか、借受人が死亡した場合や、障害者手帳の交付を受
けた場合、生活保護を受給した場合は申請により残額が免除となる。

福祉保健部 34 ④ 福祉・介護人材確保
対策事業について

・成果指標の介護福祉士登録者数について、実績が目標を上
回っているが、実際に現場で働いている介護福祉士は何人か。

・離職防止対策をどのように講じているか。

・当該事業の課題と今後の課題についてはどうか。

・登録者が２万１，８１２人で、実際に働いている人数は１万
１，０３３人という見通しでよいか。

・ロボットを入れて頑張っているが、入れたところも離職率が
上がったとか、それから介護の魅力発信事業についても評価が
Ｃと。これはコロナの影響と思われるものもあるが、介護人材
の確保にかなり苦労していると思う。そういう意味でも総合的
に取り組んで、しっかりと確保してほしい。

（内部協議：堤委員）
・さきほど５割との話があったが、介護職員の増を含めた根本
的な対策を取っていく必要があると思うので、対応してほし
い。

・県内の介護現場で働いている介護福祉士は、厚生労働省の介護サービス施設・事業所調査によ
ると、直近の令和２年１０月１日現在で１万１，０３３人となっている。

・離職防止対策としては、例えば新任介護職員向け交流研修を開催し、入職から３年未満の介護
職が集い、新任ならではの悩みや思いを共有し、職場を超えたつながりを深める場を設けるな
ど、特に若い世代の離職防止に力を入れている。

・事業の課題と今後の対応については、介護福祉士等修学資金について、当該資金の貸与を受け
て県内介護福祉士養成校等に入学する者が低迷していることや、急速に戻りつつある外国人留学
生へ貸付拡大などが課題となっている。今後は、当課が実施している他事業とも連携しながら、
対応を検討していく。

・介護福祉士の県内登録者は２万１，８１２人に対し、実際に働いているのは１万１，０３３人
である。県内の介護職員のうち介護福祉士資格の保有者は、例年、登録者数のおおむね半数程度
で推移している。理由としては、資格取得後にケアマネジャーの資格を取得し、ケアマネジャー
等の介護職以外の業務に従事している場合や、福祉系高校で言えば、社会福祉士を目指す生徒は
４年制大学、理学療法士等を目指す生徒は専門学校へ進学していることなどが考えられる。

12 / 36 



項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
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福祉保健部 37
地域介護予防活動推
進事業費について

・地域の通いの場もコロナ禍で運営が厳しくなっていると思う
が、具体的にどのように活動継続の支援をしたのか。また、オ
ンラインを活用したモデル実事業実施の成果は。

・コロナ禍の中でいろんな技術を活用できるようになったとい
うことで、有効な手段だと思うので、引き続きよろしくお願い
したい。

・公民館等で開催されている通いの場への活動継続支援については、令和２年度に通いの場にお
ける感染防止対策をまとめたチラシや動画を作成、配布し、感染対策を徹底しながら活動継続に
取り組む通いの場を支援した。こうした取組の結果、令和２年度の通いの場への参加率は１３．
５％で、前年度比２．８ポイントの減にとどまり、全国１位を維持している。令和３年度はさら
に、コロナ禍において公民館等に行かずとも、通いの場におけるつながりを保つことができるよ
う、スマホを使った交流体験会を６市９か所で開催し、通いの場のリーダー等を対象に延べ１２
６名に参加いただいた。また、オンライン通いの場モデル実施団体を新たに募集し、五つの市で
６団体の起ち上げを支援した。この６団体については、全ての団体が新型コロナの第７波で感染
が急拡大した今年度においても活動を継続している。
　なお、これらのモデル実施団体での成果等も踏まえて、オンライン通いの場の開催の手引き動
画やリーフレットを作成し、現在、市町村などで広く活用いただいている。

福祉保健部 36
保育所運営費及び認
定子ども園運営費に
ついて

・昨年７月、福岡県中間市の保育園で５才の男児が通園バスに
置き去りにされ、熱中症で亡くなることがあった。その後、国
は通園時の安全確認の徹底を求める通知をだしているが、今年
も静岡県牧之原市の認定子ども園で３才の女児が通園バスに放
置され、熱中症で死亡している。本県では、これまでこのよう
なことは発生していないと思われるが、昨年からの県内の状況
と対策について伺う。

・保育所運営費と認定こども運営費の中にバス運転手や乗車す
る保育士の賃金は含まれているのか。

・安全装置は公費負担でと国会での論議がされているが、やは
り最後は人の目だと思うので、ぜひこういう悲劇が起こらない
よう、その対応をお願いする。

・まず、昨年７月の福岡県での事案後、速やかに県内の保育所等に対し緊急調査を行った。その
結果も踏まえ、バス乗降時の人数確認と降車後の車内確認などについて盛り込んだマニュアル作
成の徹底を通知し、その後の定期監査では、状況確認や口頭指導も行ってきたところ。
　そうした中で、先月、静岡県のこども園で同様の事案が発生したことから、改めてマニュアル
作成の徹底を通知するとともに、送迎バスを有する保育所等の緊急点検を実施することとした。
その結果、バスを保有している施設は９７園あり、登園の際、乗降時の子どもの人数、名前等を
常に確認、記録している施設は７９園で、うちマニュアル及び記入様式を策定して行っている施
設は４０園の５０．６％と、およそ２割の施設が確認、記録を徹底しておらず、半数以上の施設
が安全管理マニュアルを策定していないことが分かった。
　この結果を踏まえ、本日から今年いっぱいにかけて市町村と協力して、送迎バスを有する全て
の園について実地調査を行うこととした。調査にあたっては、国から示された留意事項に基づき
細かな点まで確認するとともに、マニュアルの整備等について指導を行っていく。

・バスの設置運行に係る費用については、利用する児童の保護者から実費を徴収することになっ
ており、運営費に運行費、運転士の経費などについては含まれていない。

介護労働環境改善事
業費について

・人材不足などで介護現場の負担が増加する中、これが結果と
して介護サービスの質の低下につながっていくことを懸念して
いる。解決策としては、介護ロボットの導入やＩＣＴ化が鍵を
握ると思われるが、令和３年度の取組状況はいかがか。

・ＤＸ化が介護の現場でも進んでいる。ただし、これが人手不
足対策とか職員側の視点で語られることが多いが、ＤＸによっ
て得られた時間を利用者と職員が向き合う時間につなげていく
ことも重要だと考えるので、そういった視点での今後の取組に
ついてもお願いしたい。
　また、介護ニーズが長期化、多様化する中で、地域ごとに適
切な支援が提供されること、そのためには介護現場で職員が利
用者に寄り添えるよう、県としてもしっかり後押しをしてほし
い。

・令和３年度、介護ロボットの導入は３５施設に対し４，２７８万１千円、ＩＣＴ導入について
は １３４施設に対し１億２，５４１万１千円を補助した。令和２年度と比較すると、介護ロ
ボットは件数、金額ともに同程度だが、ＩＣＴは件数で約２倍、金額で約３．５倍となってい
る。
　例えば、介護ロボットは見守りセンサー付きの介護ベッドを導入することで、利用者の呼吸数
や心拍数を遠隔でモニタリングできるようになり、特に夜間における職員の負担軽減に効果を上
げていると聞いている。また、ＩＣＴ化では介護記録、情報共有、報酬請求など、それまで相互
に転記しあいながら行っていた各種事務について、一気通貫型のＩＣＴシステムを導入し効率化
した施設が多数ある。これらの施設からは、職員が利用者に向き合う時間を確保できるように
なった。その結果として、サービスの質の向上にもつながったといった話も伺っている。
　引き続き、県として介護ＤＸを推進し、介護現場の業務効率化、負担軽減等につなげていきた
いと考えている。

福祉保健部 39
児童相談所費につい
て

・令和３年度に設置準備をした城崎分室の現況と、設置したこ
とでどのような効果があったのか伺う。

・さきほどの事例にあったように、適切な児童の保護にもつな
がったという事例もあり、非常にスムーズな連携ができ始めて
いるということは、今後、子どもたちの環境にとても有効だと
考える。荏隈の一時保護所と城崎の分室が離れているので若干
のデメリットはあると思うが、オンラインで職員同士がしっか
りと毎日のように議論を交わしていると聞いた。非常にそこの
連携が取れている中で、オンラインの環境の充実も少し課題が
あったと。今はだいぶ解決していると聞いているが、そういっ
た物理的な部分について、またオンラインで可能なことはフォ
ローしていくべきと思う。引き続き、大分市との相互連携を深
め、この城崎分室についても支援をお願いしたい。

・児童虐待対応件数の多数を占める大分市との連携を一層強化するため、大分市事案を専任で担
当する中央児童相談所城崎分室を本年４月に設置した。城崎分室は、中央児童相談所管内におけ
る児童虐待対応件数の約５４％を受け持っている。
　大分市の中央子ども家庭支援センターと同じ建物に設置したことで、担当者同士が顔を突き合
わせて相談、協議ができるようになり、情報共有はもとより援助方針の決定や動き出しの迅速化
が図られるなど、連携の効果が現れている。また、大分市への日常的な助言も可能となった。
　例えば、虐待のおそれのある児童の面接に豊富な経験とスキルを持つ県職員が同行した結果、
児童の素直な気持ちを引き出し、速やかな一時保護につなげられた事例もあった。さらには、市
を所管する専任の心理支援課長を配置したことで、児童の心理面接方法の指導等、現場のＯＪＴ
も充実したほか、市への日常的な助言、指導が可能となるなど、市の人材育成と組織対応力向上
の支援につながっているものと考えている。

福祉保健部 38 ④
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福祉保健部 41
新型コロナウイルス
感染症対策事業費に
ついて

・保健所職員数の推移について、平成１５年、２０年と直近の
過去５年の職員数はいかがか。加えて、東部保健所はいかが
か。

・令和４年度で前年比１２名の減となっているが、その内訳
と、１２名減の中でどのように対応しているのか。

・保健所職員数の推移については、平成１５年度が２８９人、２０年度は２４９人となってい
る。過去５年では、平成３０年度は２１３人、令和元年度は２１０人、２年度は２０２人、３年
度は２２６人、４年度は２１４人となっている。
　東部保健所の職員数は、平成１５年度が６１人、２０年度は５９人となっている。過去５年で
は、平成３０年度は５４人、令和元年度は５２人、２年度は５１人、３年度は５４人、４年度は
５３人となっている。いずれもこの数値は４月１日現在。

・令和４年度の１２名減の内訳は、これは定年といった属人的に着目したものではなく、育児短
時間勤務職員の代替職員の配置解消が１名、病休職員の代替職員の配置解消が２名、保健所から
本庁への移管が９名だが、この９名は昨年度、各保健所保健部にコロナ対応として１名ずつ配置
していたが、今年度は福祉保健部本庁各課に仮配置し、感染が急拡大した保健所等に臨機に派遣
できる体制を構築したもの。実態として、今年度上半期においては、ほぼ常時保健所等に応援派
遣していた。

福祉保健部 40
医療的ケア児支援体
制構築事業費につい
て

・専門人材である医療的ケア児等コーディネーターを７１名養
成したとあるが、具体的にどのような方を養成したのか。

・医療的ケア児等コーディネーターは、今後どのように活用し
ていくのか。また、今年度開設した医療的ケア児支援センター
はコーディネーターとの連携が必要だと思うが、どのように考
えているか。

・今後、医療的ケア児の支援にどのように取り組んでいくの
か。

・医療的ケア児は一人一人違って、いろんな事情があるので、
それに沿った支援を続けてほしい。医療的ケア児支援センター
の運営については、第２回定例会の一般質問で取り上げたが、
その際にも経験豊富な相談員の力も大切であるが、当事者の声
に耳を傾け、当事者意識を持った中で運営をしてほしいと要望
してる。そのことも含め、引き続き医療的ケア児の支援にしっ
かりと取り組んでほしい。

・これまで養成した７１名の内訳は、障害福祉サービスの利用計画を策定する相談支援専門員が
３６名と半数以上となっている。次に、看護師が１０名、社会福祉士が８名、その他市町村の保
健師等となっている。

・既にいくつかの地域において、コーディネーターが関係機関と連携の上、医療的ケア児の特徴
に応じた利用計画の作成や保育所の受入を調整するなどの好事例が報告されている。今後も他地
域への横展開を図りながら、地域における調整役として活用していきたいと考えている。また、
医療的ケア児支援センターが専門的な相談支援を行う上で、地域資源の現状をよく知る各地の
コーディネーターとの連携は不可欠であると考えている。今後とも情報の共有などを通して連携
を深めていく。

・今後については、個々の医療的ケア児について、市町村と連携しながら心身の状況等の詳細な
把握に努め、居住する地域にかかわらず、ニーズに応じた適切な支援が受けられるよう取り組み
を進めていく。

福祉保健部 43
生活保護費扶助費に
ついて

・過去５年の生活保護率の推移はどうか。コロナ禍で増えてい
ない理由は。

・廃止が上回ったということだが、それはなぜか。また、この
間、食べものにも困り、本当に危機的な状況に一時陥った方の
相談を受けたが、やはり生活保護が権利だとしっかり知らせる
必要があると思う。東京都のようにテレビコマーシャルで生活
保護は権利であると周知すべきではないか。

・社協のいろいろな制度など、使える制度について、テレビの
ＣＭでコマーシャルすべきではないかと何度も言ってきた。あ
る方はガラケーしか持っていないし、知らなかったと言う。生
活保護に対しても非常に抵抗がある方が多いので、遠慮なく権
利として使える制度だとしっかり知らせてほしい。

・生活保護率の推移は、平成２９年度１．７４％、平成３０年度１．７２％、和元年度１．７
４.％、令和２年度１．７２％、令和３年度は速報値であるが、１．６８％となっており、ほぼ
横ばいの状況から、昨年度は減少となった。
　コロナ禍にあって保護率が増えていない理由としては、生活困窮者自立支援制度や、緊急小口
資金の特例貸付等の各種支援措置の効果もあると考えられるが、廃止件数が開始件数を上回る状
況が、令和２年度から続いていることも理由の一つであると考えている。

・近年、保護世帯全体に占める高齢者世帯の割合が６割を超え、増加傾向にある。そのため、一
番多い廃止理由は死亡廃止となっており、令和３年度の速報値では、廃止総件数１，７５９件に
対し、死亡による廃止が８１７件と最多であり、全体の４６．４％を占めている。
　広報については、生活保護の制度概要や申請方法等を県や実施機関のホームページに掲載して
周知を行っているほか、必要な方に支援が届くよう、生活困窮者自立相談支援機関等、関係機関
との連携を図っている。

福祉保健部 42 保健所費について

・第５波から第７派のピーク時の８０時間超え、１００時間超
えの人数、長時間勤務の状況はどうなっているか。

・いろいろな改善策に取り組む中で、感染者数が１４倍に増え
たとの答弁があったが、今後、感染がどのようになっていく
か、また、他の感染症なども危惧されるため、保健所の体制を
根本的に、正規職員を増やしていくことを求める。

（内部協議：堤委員）
・職員数の関係で、第５波から第７波までで超勤が１００時間
を超える状況で、これは福祉保健部だけで見たとしても、多分
そのような実態があるのではないかと思う。そういう点では、
昨年度の決算の審査報告書にも反映されていたが、保健所も含
めて福祉保健部全体の職員の超勤縮減や増員などの対応をする
必要があると思う。

・保健所で時間外勤務が月８０時間及び１００時間を超えた職員は、第５波のピークとなった昨
年８月が８０時間超５０人うち１００時間超が２３人、第６波のピークとなった本年４月が８０
時間超１７人うち１００時間超が５人、第７波のピークとなった本年８月が８０時間超３６人う
ち１００時間超が１５人であった。新規感染者数は、第５波のピークが８月２１日の２１５人、
第７波のピークが８月１７日の３，０２５人と約１４倍となったが、この間に業務の効率化重点
化を進めるとともに、さらなる応援体制の構築を図ったことにより、長時間勤務者数は減少し
た。

・保健所職員の増加について、職員定数は恒常的な業務量に応じて配分されるものであり、今後
の増員については未定。コロナへの対応では、これまでも保健師ＯＢや市町村保健師に加え、本
庁や近隣地方機関の職員など、全庁をあげて応援派遣し、感染状況に応じた機動的な体制を確保
してきたところ。また、この間の業務の効率化等により職員の負担軽減を順次図りつつ、捻出し
たマンパワーを、重症化リスクの高い方の命と健康を守る業務に重点的に振り向けてきたとこ
ろ。引き続き、国におけるウィズコロナに向けた今後の動きも見据えながら、感染状況に応じた
適切な保健所の体制を確保したい。
　なお、国への増員要望について、コロナ禍で９名保健師を増員したと過去に答弁してきたが、
交付税措置がなされたことでできたこと。今後、現行の体制でも対応できないような事態が生じ
れば、そうしたことも検討していく必要があると考えている。
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福祉保健部 45
へき地オンライン診
療体制構築事業につ
いて

・津久見市無垢島でのオンライン診療の体制構築に向けた実証
に取り組み、高齢者が操作しやすいシステムの必要性や通信環
境などの課題が把握できたと記述されているが、津久見市での
取組がどの様な形態であったのか。また、どの様な課題があっ
たのか。

・オンライン診療の普及に向けての医療関係者や体験された患
者の受け止め方はどうか。

・今後もタブレットを使い続けていくのか、それともスマート
フォンも使える形にしていくのか。

・高齢者が操作に慣れていくためには、かかりつけ医に診ても
らう場合など、常日頃からタブレットに接していくことも必要
と思われる。引き続き普及に向けて取り組みを進めてほしい。

・実証にあたっては、あらかじめ専用ソフトをインストールしたタブレットを準備した上で、無
垢島の公民館とかかりつけ医、薬局をつないで実施。診察は、７５歳と７７歳の女性２名に行っ
ていただいたが、事前練習を繰り返していたこともあり、プライバシー保護のためスタッフが席
を外した後も、滞りなくオンライン診療を行うことができた。また、診療やオンラインでの服薬
指導後は、１６キロメートル離れた島までドローンによる薬の配送も行った。
　この実証を通じた課題として、あらかじめ操作性については、画面のボタンを分かりやすくす
る等の工夫はしていたが、より画面上のボタンを大きくしないとうまくタップできないとか、高
齢の方で、タップをそもそも今までやったことがなく、うまくタップできないという操作関係が
あった。それから、音声にタイムラグが生じる場合とか、スマホを所有していない方への対応を
どうするかという通信環境面の課題も改めて認識した。

・実証に協力いただいた医師からは、機器操作が簡便で、タイムラグもゆっくり話せば問題なく
診察ができた。今後、対面診療とオンライン診療を組み合わせていきたいという意見があった。
患者からは、不安があったが思っていた以上に医師としっかり話ができ対面診療と変わらなかっ
たという声がある一方で、やはり機器操作が難しいとの意見もあった。
　このため、今年度はシステムの操作性向上の改修も行った上で、他の地域での実証に取り組む
とともに、操作支援を行う訪問看護ステーションへのタブレット導入を助成する。

・高齢者にはスマホを持っていない方もいるため、今後もタブレットを使ってサポートするケー
スが多いと思われる。若い世代はスマホで十分できるので、年代なども考慮しながら普及に努め
ていく。

福祉保健部 44 園バス事故について

・安全確認のための装置について、公費負担等の議論がされて
いるが、やはり公費負担が必要であり、県としても考えるべき
だと思う。この問題の前提にあるのは、保育士の配置基準だと
考える。かなり昔のもので全然変わっていないため、保育士を
増員する配置基準の見直しが必要だと考える。この点について
国に要望すべきだと思うが、その検討状況について答弁してい
ただきたい。

・バスの配置基準について、国に対ししっかり県として声を上
げていただきたい。その点を要望するかの具体的な答弁を求め
る。

・県内の緊急点検の結果、センサーなどを設置している園はなかった。今、安全措置の公費負担
などが国で議論されているが、こうした動きも県としても注視しつつ、今後とも保育所等が安心
安全な場所となるよう管理体制の徹底を指導していく。保育士の配置基準については、まず、バ
スによる送迎は保育の時間外ということで、そもそも配置基準の対象とはなっていない。それを
踏まえても、きめ細かな対応のために県としても保育士確保に努めており、また、配置基準につ
いては国において検討していただきたいと考えている。

・保育士の配置基準に関する国への要望については検討していきたい。

生活環境部 46
公害対策費等につい
て

・製鉄所や電気発電事業所から排出されるＣＯ２の今後の削減
が大きな課題である。第一義的には国が政策を決定するが、本
県にとっても他人ごとではない。今後、大分県として排出規制
をどう取り組んでいくのか。

・日本製鉄の生産量が拡大すれば、ばいじんの排出量も増えて
くる。県としても立入調査を実施しているが、企業として降下
ばいじんの低減についてどのような認識をしているのか。今
後、低減対策として設備の新増設や補修等は計画されているの
か。

・降下ばいじんは減ってきているが、まだひどい状況が見受け
られる。県、大分市、日本製鉄の３者において協議を行ってい
るとのことだが、緩めると排出量も増えることになるため、こ
れから強めていってほしい。

（内部協議）
・２０５０カーボンニュートラルについて、現在、計画策定し
ている実行計画を見直しているという話があった。その中で、
長期的な観点も必要であるが、県として、産業界も含めて来年
度は具体的にどういう方向でＣＯ２の削減をやっていくのかを
明確にビジョン等を示すといいのではないか。示しているので
あれば、それをもっと具体的にやっていけばいいのではないか
と思う。

（内部協議）
・ばいじんについては県として、ぜひこれからも低減のために
対策をして頑張ってほしい。

・本県のＣＯ２削減については、第５期大分県地球温暖化対策実行計画に基づき進めている。昨
年１０月の国の計画改定を受け、現在、県の計画も一部改定作業を行っているところ。産業部門
における２０３０年、２０５０年を視野に入れたカーボンニュートラルの取り組み等について
は、ものづくり未来会議大分で議論をしていただいているところであり、こうした議論の状況も
踏まえ、この改定の中で大分県としての方向性を示し、２０５０年カーボンニュートラルを目指
してしっかり取り組んでいく。

・大分市及び日本製鉄が実施している降下ばいじんの昨年度の測定値は２．８トンと着実に低減
してきている状況ではあるが、風向きや降雨等によりまだ変動があり、昨年４月にはマウンドで
６トンを超えたことが一度あった。効果的な降下ばいじん発生源対策の検討のため、県、大分
市、日本製鉄の３者において、年４回協議を行っている。日本製鉄においては、低減を図るべく
様々な対策をとっているところである。具体的な低減対策として、今後、コークス炉のガイド車
集じん機の増強や焼結鉱輸送ラインの集じん強化などが計画されている。
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生活環境部 47
日出生台演習場米軍
実弾射撃訓練につい
て

・令和２年及び令和３年度は、米軍の都合により演習は中止と
なったが、今回、４月に１５回目が実施された。今回の演習は
異例ずくめで兵器や人員など事前公表はせず、ハイマースとい
う高機動ロケット砲システムも使用された。訓練終了後も事前
通知もなく、外出行動を行っている。県として、防衛相等に抗
議等を行っているが、今回の米軍の行動について、国としての
対応はどうだったのか。

・演習場問題について、大分県は非常に弱い立場。米軍であっ
ても、許してはいけないものは許したらいけない。米兵の外出
時の服装が一般のものだったからいい、情報開示は無かったが
問題は起こらなかったからいいという話ではない。様々な情報
開示が今回は遅れている。今、ウクライナで使われているハイ
マースという新しい装備も導入された。県として他人事のよう
に考えるのではなく、防衛省に抗議するなども検討してはいか
がか。また、１０月末には改定される米軍との基地使用協定に
反映させる心積もりがあるのか聞きたい。

・米軍訓練にかかる兵器や人員などについては、人員数、砲数、車両数とも事前公表されてお
り、協定の範囲内での訓練だったと考えている。訓練に参加した米兵の事前通知のない外出につ
いて、隊員の外出の際はマスク着用などコロナ対策の徹底のほか、九州防衛局が責任を持って対
応するよう申し入れた。一般人と同様の服装で外出しており、マスク着用も含め、トラブルの報
告はなかった。県の抗議と国としての米軍の行動についての対応については、情報開示の後退に
ついて、九州防衛局に強く抗議している。昨今の国際情勢を鑑み、また、米軍のセキュリティの
観点等から、米軍の部隊行動に関する情報については伝達できないこともあると回答を受けてい
るが、引き続き情報開示については要請していく。

・米軍の訓練が行われる際に、県として一番大切にしなければいけないことは、県民の安全安心
と考えている。そのためには情報開示が重要であり、これからも引き続き九州防衛局に対して要
望していきたい。

生活環境部 48
部落差別解消推進事
業費について

・運動団体に毎年８２０万円の委託をしているが、コロナ禍に
よる研修会の中止などによって、昨年度決算は４５２万円と
なっている。いまだに部落差別が解消していないと言って、運
動団体に研修会や生活相談等の事業委託をしている。その根拠
として、人権に関する県民意識調査を挙げている。回答を見て
も、心の中で考えてることを表記しただけで、行動が伴うもの
ではない。それで解消しないとして委託という補助金を出すの
は、県民として納得できるものではない。やめるべきだがどう
か。また、憲法第１９条の思想及び良心の自由は侵してはなら
ないと規定されているが、それに抵触するのではないか。

・部落差別問題については、ずっと議論していて平行線になる
ことが多いが、わずかな件数があることに対して８２０万円も
の予算を組んでいる。決算額は８２０万円とは違うけれども、
その予算がなくてもこういった件数になっている。いい加減、
この予算をやめたらどうか。

・８２０万円の予算は、ぜひ同和問題ではなく外国人差別など
に予算を使ってもらうよう要望する。

（内部協議）
・委託料が８２０万円で、決算が４５２万円となっているが、
これはいろいろ理由は言わないが、やはり中止すべきだと。委
託料で、部落解放同盟と全日本同和会に出している二つの８２
０万円は中止をするように委員会として言ってほしい。

・平成２８年に施行された部落差別解消推進法では、現在もなお部落差別は存在すると明記さ
れ、相談体制の充実及び教育啓発は地方公共団体の責務とされている。令和２年６月に法務省が
公表した部落差別の実態に係る調査結果によると、大分地方法務局管内に相談のあった件数は３
年間で１４件、大分県内の自治体に相談のあった件数は５年間で合計４７件となっている。内訳
としては、結婚に関することや、差別落書き、ネット内の書込みなど、多岐にわたっている。ま
た、平成３０年に実施した人権に関する県民意識調査においても、同和地区住民に対する差別意
識を持っている人がいる、持っている人はまだ多いの合計が３９.６％と、いまだに４割近くが
差別意識を持っているという結果になっている。これら法的根拠と差別の実態、差別意識の存在
を踏まえ、部落差別の解消に向けて、生活相談対応、研修会の開催、担い手の養成等の三つの事
業を委託している。なお、調査は県民意識の把握を目的として任意で回答してもらうものであ
り、意識を問うこと自体が思想良心の自由を侵すものとは考えていない。

・部落差別問題に関しては、県に上がってくる件数は少ないかも知れないが、実際に隣保館の方
などに話を聞くと、切実な問題がまだ多くある。予算があってもなくても同じではないかという
ことだが、啓発や研修については、今後もしっかりと取り組んでいきたいと考えている。

生活環境部 49 ⑤
県庁防災体制強化事
業及び高機能消防指
令センター共同整備
事業の連携について

・県内消防指令業務の一元化と県庁防災体制の強化は関連があ
るのか。あれば、一元化後にどの様なメリットがあるのか。

・今回、大分市へ視察に行ったが、警察で運用されている通報
者によるライブカメラ中継と同様のシステムが導入予定と聞き
感心したところ。災害等の位置情報の瞬時に伝わるなど、県の
防災体制強化に有効なものになると考えている。
　県の対策本部と大分市の消防本部のシステムが今後連結し
て、リアルタイムで情報を得るようなシステムの構成をするの
か。防災ヘリとも連動するようなことが、今後県でされるのか
を教えてほしい。

・消防指令業務の一元化と県庁防災体制強化については関連がある。県内の消防指令業務が一元
化されることにより、災害情報等も集約される。具体的なメリット等については、消防指令セン
ター共同整備支援事業により全県エリアの林野火災や石油コンビナートの事故事案など重要事案
の早期覚知が可能となる。また、救助活動においては、消防車両等の動態管理情報の共有化やド
ローン等を活用したリアルタイムの現場状況の可視化などのメリットがある。現在、これらを活
用し、初動体制の早期確立や関係機関の迅速な対応が可能となるよう準備を進めているところ。

・消防指令業務は、あくまで消防指令を出す際に一元化するというもの。集まった映像等は災害
時に県と市とで共有する体制を整えていきたい。それらの情報や映像等を共有できる仕組につい
て、整備を進めているところ。

生活環境部 50 私学振興費について

・過去５年間の年度当初と１０月現在の教職員数の欠員数はど
うか。欠員の場合、どのように支障があり、どのように対応し
ているのか。

・私立では公立のように欠員はないという理解でよいか。公立
学校では教員の確保に非常に苦労しているが、その違いはなに
か考えられることはあるか。

・私立学校では、学校ごとの教員の定数はないが、学校教育法による学校設置基準において、学
校を設置する際の必要最低数が定められている。これによると、高校については生徒数を４０で
除して得られた数以上、小中学校については１学級当たり１人以上の教諭等を配置することとさ
れているが、本県の私立学校では過去５年間、この基準を下回ったことはない。なお、教員の実
数については毎年度把握しており、県内私立学校の小中高校を足し合わせた教員数は、平成３０
年度が１，１６４人、令和４年度が１，１８７人と大きな変化はない。

・公立学校では条例で教職員の定数が定められており、それと実員の差が欠員と捉えられてい
る。それに比べて私立学校は定数という概念がないため、その旨お答えしたところ。ただし、定
年退職や途中退職が生じた場合のその後の対応については、人材の確保に苦労している旨伺って
いる。このため各学校では、退職後の再雇用制度による継続雇用、臨時講師や非常勤講師による
対応、場合によっては教頭先生が教鞭をとるなど工夫を凝らしながら対応しているところ。
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生活環境部 51
私立高等学校等奨学
金給付事業費につい
て

・制服代、教材費など、どのような物が保護者負担となってい
るか。中学高校入学時に必要なおおよその金額はどの程度か。
加えて、負担軽減制度について、周知をどのように行っている
のか。

・保護者負担について、中学で２０万、高校で１６万とのこと
であるが、ある私立高校に子どもを通わせている保護者に聞く
ところ、入学後、すぐに必要な経費が３５万円くらいと伺っ
た。そういった声や、物価高騰の影響で収入が激減するなど
様々な状況がある中で、活用できる制度をわかりやすく、必要
な保護者に早く支援できるように充実してほしい。

・文部科学省において、子供の学習費調査が行われており、直近では平成３０年度の調査結果が
公表されている。この調査では、生徒の保護者が子どもの学校教育及び学校外活動のために支出
した１年間の経費が調べられている。本調査における入学時に必要な経費は、私立中学校は教科
書代、学用品、制服、通学用品費で約２０万円。私立高校は同様の項目で約１６万円。
　保護者の負担軽減について、中学生については国による就学援助制度に基づき、住民税非課税
世帯等に対し、市町村が入学に係る学用品等の支援を行っている。また、県では高校生に対し
て、住民税非課税世帯等を対象とした奨学給付金による支援を行っている。こうした制度につい
ては、学校を通じて制度周知のパンフレットを配布するとともに、県や市町村ホームページに制
度案内を掲載しているほか、各学校における入学説明会等において概要を説明するなど、周知に
努めているところ。

・今回は、国の調査に基づいた数値を申し上げたが、数値を見ると私立は公立に比べても経費が
高い状況である。そうした点も踏まえて、県では授業料の支援も実施しているところであり、先
にも述べたとおり６月補正予算により、今年、家計が急変して年収が減少した世帯に対しても授
業料支援を行っている。引き続き、保護者の負担軽減に取り組んでいくとともに、制度周知につ
いてもしっかりと行っていきたい。

生活環境部 52
消費生活県民費につ
いて

・ガソリン代等物価高騰により、県民生活や中小業者への影響
が大きい。消費者の声に応えて対策を講じているのか。

・ガソリン代についてはなぜ大分県はこんなに高いのかといろ
んな噂が飛び交っている。日田市は中小企業に対して、エネル
ギー高騰の対策をしている。このような対策が必要と考えてい
るがどうか。

・大分県のガソリン代は隣県と比べても高いし別府市は県内で
も高いという声が非常に多い。これに対して、県が何らかの対
応をしていかなければならないと思う。県民の暮らしにも仕事
にも影響がでているわけだから、県として対策をしていくべ
き。高い理由についても県が把握しなければ、県民は納得しな
いと思うが、高い理由は。

・石油製品は県民生活に欠かせない商品であることから、５月と１２月の年２回、ガソリン価格
等の調査を実施し、その結果を県ホームページで公表するなど、消費者がガソリン等を購入する
際の判断材料として活用できるよう努めている。なお、消費生活県民費ではないが、今年度の６
月補正予算で私学振興・青少年課が、私立高等学校の授業料支援について、原油価格高騰等の影
響を受ける保護者の負担を軽減するため、家計急変した世帯に対して授業料支援の対策を講じた
ところ。

・現在ガソリンに対する補助は、国が卸売り事業者に対し、１リットル当たり原則３５円を上限
に補助しており、来年の春頃まで補助制度を延期することについて検討している。今後も、国の
動向をしっかりと注視していく。

・県のガソリン価格が高い理由について、大分県石油商業組合に対して定期的に聞き取り調査を
行っているが、組合としても、価格が高い理由ははっきりとは分からない状況。県としても、そ
の辺を把握できていないのが現状。

生活環境部 53
未来の環境を守る人
づくり事業費につい
て

・この事業で派遣する環境教育アドバイザーやサポーターは登
録されているのか。登録制であれば、２０２１年度は何人登録
されているのか。

・幼児向け環境劇はどんな方が演じているのか。平成２３年か
ら環境劇の公演を続けているのか。また劇の内容は、毎年変化
しているのか。

・アドバイザーよりサポーターが少ないが、必ずしもサポート
がつかなければならないアドバイザーばかりじゃないと理解し
ているが、その確認。

・幼児向け環境劇は公募して審査をするということだが、平均
して何組くらいの応募者があるのか。また、審査にあたって
は、応募した劇団がこういう風に演じたいと実際に見せて、そ
れを審査していくという形か。

・子供たちに、どう環境を守っていくことが大切なのかを伝え
ていくのは大切なことだと思うし、そのために演劇をするのも
手法としては非常に興味深い。そういったことをやっているこ
とはこの調書等でわかるが、具体的に見たことがないため、少
しイメージできなかった。
　公演を訪問して見せていただくのは難しい場合もあるとは思
うが、例えば審査の時に状況を視察させていただくとか、そう
いった工夫をしていただくと、具体的にどんなことやっている
のかがよく伝わるので、今後検討いただけたらと思う。

・県内在住で環境問題の各分野について専門的な知識を持っている方を大分県環境教育アドバイ
ザーとして委嘱している。サポーターについては、アドバイザーの先生が講演や講座を開く際
に、そのアドバイザーを補佐するサポーターを帯同できる。サポーターは登録制度にしている。
例えば、自然観察会とかを開くということになると、１人の先生ではなかなか２、３０人の子供
を見きれない。２０２１年度末のアドバイザーの人数は７３人。サポーターが６３人。

・環境劇については平成２２年度から実施しており、今年で１３年目。演者については、毎年春
に提案競技で公募をするとプロの劇団が応募し、審査をして１団体を選んでいる。過去５年間で
は人形劇団京芸や有限会社ショーマンシップといった劇団に実施していただいており、ミュージ
カルや人形劇など、中身は毎年変化をしている。

・必ずしもアドバイザーにサポーターをつけなければならないわけではない。アドバイザーが１
人で講演をする場合もあるし、自然観察会等で人手が必要な際にサポーターを連れて行くことも
ある。

・環境劇の応募について、はっきりした数はわからないが、平均して５団体以上から応募があ
る。その審査会を庁内で開くが、庁内の職員や幼稚園の先生、高校で演劇を指導されてる先生に
審査委員になってもらっている。プレゼンでは紙や資料でこういう劇をすると説明するところも
あるし、実際に演者が動きながら説明をするところもある。
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商工労働部 54
中小企業・小規模事
業者事業継続支援金
給付事業について

・第１期と第２期で延べ１万７，０４６
件、約３４億６千万円の給付を実施し
た。

・売上げ３０％減という数字で見ると２５％減の人とどう違う
のかなど制度上の問題が見えてくる。今回の課題を教訓として
減少率を段階的にすることも検討すべきだがどうか。

・売り上げ２５％や２０％の事業者でも、コロナにより大きな
影響を受けているところもある。３０％減ではなく、より広く
支援することを考える時期だと思う。

（内部協議）
・様々な補助金の制度の仕組みをもう一遍検査してほしい。時
短営業に該当しない業者もたくさんいたので、そういう方々に
対する支援策はどうなのか。プレミアム商品券などではなく
て、直接の支援金制度についての今後の方向性と検討をしてい
ただきたい

・事業継続支援金の売上減少率の要件については、当時、月次支援金など国の制度が売上げ５
０％以上減少の事業者を対象としていたことや、他県の類似制度の状況を踏まえ、３０％に設定
したところ。本県支援金の要件や給付額は九州各県の類似制度と比較しても、手厚い制度となっ
ていた。また、市町村の給付金では、３０％より低い２０％に設定していたところもあり、国、
県、市町村が棲み分けながら支援してきた側面もある。そのときの状況に応じて、最適な制度設
計を検討していきたい。

・なるべく広く支援できればとは思うが、このような支援策は、国が大きな支援制度をつくり、
それを補完するものを県が、さらにそれらを踏まえて市町村が、と重層的に行われるのが一般的
である。そういった中で、今後、県がどのような支援策を行うべきかについて考えていきたい。
国はその後の支援策で、事業復活支援金として３０％以下にした、ということもある。いずれに
しても、国の総合経済対策の検討状況も踏まえながら、検討していきたい。

商工労働部 55
中小企業金融対策に
ついて

・コロナの資金繰り支援で倒産・廃業は抑制されているが、今
後の返済が大変危惧される。既債務の借り換えや、金利免除、
返済期間延長などの条件変更の実態はどうか。
・昨年の決算特別委員会では「条件変更については９９％を超
える高い値」と答弁しているが、現状ではどうか。コロナ禍を
原因とする返済が滞っている状況は把握しているのか。

・これから過剰債務等の返済が始まり、さらなる条件変更をし
ないと経営が成り立たない中小企業もある。現在は物価高で物
が売れず、単価を下げなければならず、さらに売上げが下が
り、返済ができなくなってしまう。このような事業者へ向け
た、条件変更の上にあたる、さらなる条件変更ができるよう、
相談が可能なのか。また、信用金庫といった町の中小金融機関
も大変厳しい状況に置かれてしまうと地域経済まで疲弊してし
まう。地域の中小金融機関、信用金庫への対策は取っているの
か。

・企業の返済ができなければ、信用金庫の経営も危うくなる。
信用金庫の経営安定化対策はどうか。

・県制度資金の昨年度の借り換えは、７００件、１００億円となっている。また、条件変更につ
いては、令和４年３月３１日時点で、５７２社、８７６件、１０６億円となっている。県では、
これまで金融機関及び信用保証協会に、事業者からの相談や元金返済猶予等条件変更の申し出に
積極的な対応を行うよう度々要請を行っている。
・その結果もあってか、金融庁公表の金融機関が条件変更に応じた割合は、令和２年３月から本
年６月末までの実績で、昨年と同様に９９％を超える高い値となっている。
・また、返済が滞っている状況の把握については、返済が困難となる場合、大多数の企業が条件
変更の申し出を行うことから適宜、県制度資金の条件変更の状況把握を行っている。併せて、金
融機関の支店訪問や大分県中小企業サポート推進会議での情報交換等により、状況の把握に努め
ている。今後も、金融機関及び信用保証協会に対し、必要に応じ、返済条件の緩和などについて
要請するとともに、融資返済の状況について、注視していく。

・通常資金の借り換えに加え、ポストコロナ対策として社会経済再活性化資金の他に二つの資金
で対応している。また、物価・エネルギー高対策について、9月の補正予算で二つの制度資金を
用意し、物価・エネルギー高に対応する準備をしている。借り換えの条件変更については、地
銀、信用金庫等に関わらず９９％以上達成されている。このような対策も十分に確認しながら、
経済状況等を注視していく。

・保証協会による保証制度がある。仮に企業等が事故を発生させ、倒産が起こったとしても、保
証協会が代位弁済を行っている。信用金庫等の中小金融機関にも、十分な対応が取れている。

商工労働部 56
企業立地促進事業に
ついて

・今回は設備投資等に２億６千万円の補
助を出している。

・補助により期間の定めのない正規雇用者はどれくらいあった
のか。また、これまで補助金などを出したが撤退した企業はあ
るのか。その補助金の取扱いはどうか。
・２６億円の工業団地開発推進事業では企業立地の計画はどう
か。

・昨年度の補助金に対して、常用雇用者は２８３名。昨年度、北部地域の事務機器製造企業が１
社、南部地域のIT関連企業が１社撤退した。こちら２社は返還対象のものはなかったが、補助し
た設備に残存簿価がある場合は、補助金要綱に基づき返還を求めている。
・当事業の主な支出のうち、貸付金約２４億円については、北部中核工業団地と玖珠工業団地に
おいて未売却の土地があるため、県に代わり工業団地を造成・販売している大分県土地開発公社
への貸付金である。北部に集積している自動車産業の受け皿である北部中核工業団地は、工業再
配置促進法に基づき大都市から地方への企業の再配置を目的として整備され、１６社が進出し
た。また、玖珠工業団地は、過疎地域への製造業誘致を目的として整備し、１社が進出した。今
回、大規模工業団地の整備に対する市町村補助を拡充しているように広大な工業用地の需要が高
まっている。玖珠工業団地は１０ヘクタールクラスの土地として、すぐに企業に提案できる県内
唯一の場所である。　県としても積極的に売り込み、コロナ禍でも、現地案内も行ってきている
ところ。県外事務所とも協力し、早期の誘致に努めたい。

商工労働部 57
エネルギー産業成長
促進事業について

・熊本県に建設中のＴＳＭＣの半導体製
造工場では、前工程で生産した製品を台
湾へ輸出し、後工程を含む最終的な製品
製造は台湾で実施すると伺っている。

・水素の活用について、水素サプライチェーンの構築に向けた
取組は理解するが、精製された水素をどのように利活用するの
かの検討（ニーズを掘り起こす）を同時並行で取組する必要が
あると思うが、他部局（公共交通でのＦＣＶの導入など）との
連携を含めて考えは。

・例えば半導体製造や医療分野での臓器移植等があると伺って
いる。高純度水素の活用は半導体ならば製造工程の中で前工
程、後工程と両方に活用できるのか、どちらに有効活用される
のか。

・隣県の熊本に建設中のＴＳＭＣ（台湾企業）の半導体製造工
場では、前工程で生産した製品を台湾へ輸出し、後工程を含む
最終的な製品製造は台湾で実施すると伺っている。大分県で高
い水素製造技術が生まれるならば、水素を活用できる大分で最
終製造が行われるように、是非産業を呼び込んで欲しい。（要
望）

・カーボンニュートラルの達成に向けて、水素は必要不可欠なエネルギーに位置づけられてい
る。県内では、県エネルギー産業企業会を中心に、精製された水素の圧縮・運搬に関する実証事
業に着手しており、県内の水素ステーション等への供給を予定している。また、同企業会では水
素を活用した海上から停泊船舶への電力供給や、燃料電池式港湾クレーンへの水素供給に向けて
企業間のマッチングも実施している。他部局との連携については、港湾課が事務局の大分港・津
久見港のカーボンニュートラルポート検討会などにおいて、次世代エネルギーとしての水素の利
活用を検討していく。

・県としても水素の地産地消と言うことで、半導体産業で水素の利活用を考えているところ。半
導体の洗浄として水素利用を考えており、基本的には後工程が中心になるのではないかと考え
る。どのような形で高純度水素の活用できるのか、水素の純度によって、どの工程で水素の利活
用が可能か検討していきたい。
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商工労働部 58

大分発ニュービジネ
ス発掘・育成事業及
びおおいたスタート
アップ支援事業につ
いて

・ベンチャー企業創出・県内産業の活性
化に向けて事業展開されている。

・県内のどのような企業が参加し、賞に選ばれているのか少し
具体的に教えてほしい。

・これら創業間もないベンチャー企業は大分県で生まれ、現在
大分県で発展している企業と捉えていいのか。

・大分発ニュービジネス発掘・育成事業は、創業予定や創業間もない事業者等からビジネスプラ
ンを広く公募し、新規性・成長性の高い事業計画を表彰している。受賞企業には、県内での事業
化に必要な設備投資や販売促進経費など幅広く活用できる補助金を交付して、フォローアップを
行い、成長性の高いベンチャー企業の創出を図っている。令和３年度に補助金を交付した令和２
年度の受賞企業は７者で、最優秀賞には、水素透過性の高いバナジウムという金属を活用し、安
価でコンパクトな高純度水素の精製装置の開発プランが選出された。また、大学生や女性、若者
などからの挑戦を今まで以上に促すために創設した「チャレンジ賞」は、現役高校生のSNSを活
用したモノづくりの事業が受賞している。令和３年度の受賞企業も７者で、最優秀賞には、特定
の場所に紐付いたメッセージを残し、相手がその場所に来た時にメッセージを受け取ることがで
きるアプリの開発プランが選出された。
・おおいたスタートアップ支援事業は、大分県産業創造機構に設置したスタートアップセンター
が中心となって、創業の裾野拡大と成長志向の高い起業家の発掘・育成を行うことを目的として
いる。成長志向の高い起業家の事業加速化を支援する「アクセラレーションプログラム」では、
子育て中の薬剤師と病院とをマッチングするサービスを手がけるスタートアップや、釣り雑誌の
出版を通じて得た印刷技術を生かしてスマホケース製造販売事業に転換した第二創業の事業など
を採択している。また、女性の起業を支援する事業では、令和３年度に、家庭菜園から出る土の
リサイクル事業を目指す事業やインバウンドと医療機関をつなぐ多言語プラットフォームサービ
スを手がける事業など８者が採択されており、事業を通じて社会課題の解決に貢献する女性起業
家の創出を促進している。

・これらベンチャー支援・創業の全て、大分県に本店を置く事業者もしくは個人を対象としてい
る。事業の中心も、ほぼ大分県内にある。

商工労働部 59
営業時間短縮要請協
力給付金事業費につ
いて

・通常、国や県の補助金は厳格な審査を
経て時間がかかるものだが、この協力金
は幅広く多くの事業者に協力してもらわ
ないと、ということで非常に短時間で給
付に結びつける必要があった。苦労され
たと思うが、給付が早くて助かったとい
う声もたくさん聞いている。

・間違った数字で申請してしまう、また悪意ある事業者が不正
な形で申請する、こともやりやすい部分があったと思うが、請
求誤りや不正請求のチェックについては、どのような体制で行
われていたのか。
・また、協力金の給付後、誤りや不正に気づき返還を求めた件
数、金額について、データがあれば教えて欲しい。

・過去の確定申告の売上げは税抜きで出していても直近の売上
データを税込みで申請していたり、店休日が決まっていない不
定休の店などは記載に迷ったところもあるようだ。今後また協
力金給付を行うようなことがあれば、今回の経験をいかして正
確な給付につなげて欲しい。（要望）

・協力金については、電子又は紙で申請を受け付け、県の委託した事務局にて審査を実施したと
ころ。営業カレンダーの入力や、売上台帳、時短要請に応じていることが分かる写真等の提出に
より、前々年度、又は前年度の売上高や、協力実態等の確認を実施した。その中で不明な点があ
る場合は、本人への直接連絡の他、店舗のホームページ等も確認しながら審査を行い、事務局が
判断に困る場合等は、県職員が直接対応した。
・延べ１５９件、３，１４９万１千円。店休日を除外すべきところ、除外せずに申請したもの、
また、売上高計算において誤って税込み算出したもの等、計算誤りによる一部返納がほとんどで
ある。

商工労働部 60 ⑦ 県産品ＥＣ販売拡大
支援事業について

・成果指標のＷｅｂ物産展における県産
品販売額が令和２年度目標値３．４億円
に対して実績が４．６億円、令和３年度
は目標値が４．４億円に対して実績８．
２億円と大幅な超過達成

・好調の理由について伺いたい。

・事業費２億円に対して売上額が８億円と、呼び水としての経
済支援効果が非常に大きいと期待している。コロナ禍もあり、
ＥＣは定着してきている。大分県だけでなく各自治体が補助を
入れており、競争が激しくなっている。ここで補助がなくなる
とその競争から脱落してしまう。今年度は当初予算でなく補正
予算で計上されたが、競争に勝ち残るためにも新年度は当初で
予算付けをお願いしたい。

・県のキャンペーンタイミングに合わせて、市町村も割引クー
ポン付きキャンペーンを行っている。市町村からも、県の割引
があると効果が増すのでやって欲しいという声を聞いている。
ぜひ当初予算でお願いしたい。（要望）

（内部協議）
・着実に効果が上がっている一方で、他県、他自治体との競争
が激しくなってきているので、そこから脱落しないためにも、
しっかりと当初での予算組みをお願いしたい。

・令和２年度は、大手ＥＣモールの楽天市場及びヤフーショッピングにおいて、４回の割引クー
ポン付き販売促進キャンペーンを実施した。令和３年度は、７回のキャンペーンを実施し、売上
金額がともに目標を大きく上回った。好調な理由として、コロナ禍で巣ごもり需要が増えるな
ど、ＥＣ市場全体の規模も年々多くなる中、大手ＥＣモールが独自に実施するお中元・お歳暮期
におけるセールやポイントキャンペーンにあわせて、本キャンペーンを実施することで、効果的
に集客ができたと考えている。また、県公式オンラインショップでみると、キャンペーン期間中
の県外からの購入件数が増えてきており、月ごとの売上は３千万円を超えた月もある。こうした
状況から、通常期における売上の底上げも図られており、リピート客の増加や購入者の裾野が広
がっていると考えている。

・今年度も、国の財源を活用し、コロナ禍や燃料・物価高騰に伴う事業者支援として、割引クー
ポン配布によるキャンペーン事業を実施。県産品をライブ配信でＰＲ・販売する「ライブコマー
ス」など新たな販売手法の導入支援にも取り組んでいるところ。今後も、国の活用できる財源を
見極めつつ、取組を検討していく。
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商工労働部 61
事業承継促進事業に
ついて

・事業承継促進事業について、事業評価
はＡ

・事業当初目的のマッチングした件数、その後の事業承継に繋
がった件数を教えてほしい。また、この事業をスタートする前
に、事業承継できないケースで考えると、地域にずいぶん大き
なマイナスの影響があり、その損失額が衝撃的だった。昨年度
一年間で事業承継した影響額、本来廃業で喪失されるはずだっ
た金額がどれくらい解消できたか、金額が算出されていれば教
えてほしい。

・マッチング件数は６９件ということだが、マッチングした上
で事業承継に繋がった件数ということでよいか。また、この事
業を3年間実施した中で、整理されている課題はあるのか。この
2年間のコロナ禍で、ずいぶんと事業承継の問題は加速したので
はないか、早く廃業したいという事業者が出てきたのではない
かと心配している。この件について、状況を把握していれば教
えていただきたい。

・影響額がわかれば、後ほど教えてほしい。

・事業承継のマッチング件数は、県内事業承継引継支援センターという、ワンストップの引継支
援を行っているセンター支援を設けており、このセンターと関係機関で件数を集計している。昨
年度の事業承継件数は、親族内承継を含め６９件となっている。
・総合的な金額は把握していないので、調査した上で後日回答する。

・マッチング件数は６９件、その内、親族内承継は３９件、いわゆるＭ＆Ａ、事業を他者へ売却
する第三者承継による事業承継は３０件となっている。
・課題としては、黒字で金融機関から借り入れが無い場合、表に出ずに廃業してしまうケースが
ある。そういった廃業があるところを見える形で探していきたいと考えている。このような事業
者向けのセミナーを、今年度開催する予定にしている。

商工労働部 62
中小企業金融対策に
ついて

・コロナ資金が３年前から導入されてい
る。大分県では、８月までに新型コロナ
ウィルス関連倒産が３１件ある。コロナ
資金が導入され、その３年後に返済が始
まる。

・国と県の融資額はどれくらいか。何社に対して行われたか。
・現在も困窮している企業が沢山あるのではないかと考えてい
る。県内の現況を教えてほしい。

・これから利子付きの返済が始まる。お金を借りた企業がどれ
だけ本当に返済できるのかどうかが大事だと考えている。今の
見通しで、事業者が順調に返済できるかどうかを聞きたい。

・融資額について、県では新型コロナウィルス対策関連資金として、がんばろう！おおいた資金
繰り応援資金及び新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金を準備している。令和4年9月22月
時点で、１万９，９１１件、２，２６２億の融資を行っている。国の新型コロナウィルス対策融
資件数及び金額は、令和４年６月末時点で、件数は２３４万件、融資額は４２兆円。
・小規模事業者の不況対策ということですが、これまでコロナ関連倒産は３２件発生している
が、全体の倒産件数は例年と変わらず横ばいで推移している。
・コロナ関連融資については、半分以上の企業で既に返済が始まっており、今年の秋頃から本格
的な返済が開始されている。条件変更に関しては、信用保証協会及び各金融機関等へ柔軟に応じ
るよう要請しており、９９％を超える条件変更を達成している。当分の間は、この条件変更で中
小企業の活動を支えていきたいと考えている。

・コロナ融資は既に一部で返済が始まっている。今後、どの程度予定通り返済が進むかについて
は、様々な経済情勢の変化や個別の産業毎に状況が異なる。同じ産業間でも、各社が置かれてい
る状況は異なるため、現時点で今後の返済見通しについては、一概には申し上げられない。事業
を担っている事業者が厳しい経済状態の中でも事業を継続・発展していくことが県の目的であ
り、そのための各事業である。引き続き、様々な金融機関に対する条件緩和等の要請や必要な方
策を、県として着実に実施していきたい。

商工労働部 63
県道等の除草作業に
ついて

・コロナ禍からの回復と共に人の流れが
復活しつつある。土木建築部の分野では
あるが、国道、県道等の除草作業が年に
１回程度になっている。

・道路整備が不十分な点について、商工観光労働部にて観光誘
客を進める中でどのように考えているのか。

（要望）
・土木建築部と協力をして整備を進めることで観光客に気持ち
よく着て頂けるよう県として姿勢を見せるべき。

・これまでも観光地周辺等で大型バスが通れない箇所や支障木によって景観が悪くなっている場
合などの地元の声に対し、経費も大きいため、土木建築部と協議しながら対応してきたところ。
また、令和６年度のデスティネーションキャンペーンに向け庁内連絡会議を立ち上げ、景観を阻
害する部分など、土木建築部と共に、来年度予算にむけて協議を進めているところ。箇所につい
ては、様々な管理者がいるため、状況に応じて市町村や地域の意見を聞きながら対応していく。

商工労働部 64
ものづくり人材育成
推進事業について

・小中学生の技能に対する関心を喚起するとあるが、具体的に
はどのようなことをしたのか。ものづくり体験教室等開催委託
料、技術指導委託料はどのような方々を対象にし、対象者の応
募等はどのように行ったのか。委託先の決定はどのような手法
で決定したのか。また、コロナ禍で工夫した点を紹介してほし
い。

・実施について、小中学校に出向いて行う方法となっていると
のことだが、以前行っていた商業施設やイベント会場で行う方
法とどちらが生徒の関心を引くのか。そういったことを比較し
ながら、よりよい方法を探って欲しい。

・コロナ禍以前は、小学生向けに「ものづくり体験教室」として、商業施設やイベント会場に技
能士を派遣し、本箱や銅板工芸等の製作体験の機会を提供していた。コロナ禍の影響により、令
和２年度は商業施設やイベント会場での実施が全て中止となったことから、令和３年度は実施場
所を工夫し、感染症対策を講じながら県内各地域の小学校で実施し、４校、約２３０名に「もの
づくり」の楽しさや技能士の持つ技能のすばらしさを体験してもらう機会を提供することができ
た。また、中学生向けには、令和３年度から技能士が在籍する事業所での職業体験を新たに導入
することとしていたが、コロナ禍の影響により実施が困難となったため、中学校に技能士を派遣
し、体験を含んだ職業講話として実施し、1校、約１００名が参加した。
「ものづくり体験教室等開催委託料」は小学生を対象とした「ものづくり体験教室」と、中学生
を対象とした「職業講話」を実施したもので、令和３年度は、小中学校で在校生を対象に実施し
た。委託先は企画提案競技により決定しており、令和３年度は、一般社団法人　大分県技能士会
連合会が受託した。「技術指導委託料」は、職業系高校の生徒で技能検定の受検希望者を対象
に、熟練技能者を高校に派遣し、合格に向けた実技指導を行ったもので、高度な熟練技能者が会
員として多数在籍している一般社団法人大分県技能士会連合会と随意契約を締結した。

・ものづくり体験教室の実施については、イベント会場等あれば保護者と一緒に楽しめたりもす
るが、学校ではいつもの学校という認識になるので、特別な体験という意味では関心度が少し薄
くなると考えている。令和４年度については、イベント会場等での実施と学校での実施の両方を
行っていく予定である。
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商工労働部 65
労働講座等教育費に
ついて

・労働講座、出前講座の実施状況はどのようなものであるか。
また、コロナ禍において、どのような工夫をしたか教えて欲し
い。

・コロナ禍でなかなか開催するのが難しい状況が伝わってき
た。その時々に学ぶ必要がある人がいるので、是非ともオンラ
イン等を活用しながら実施していって欲しい。（要望）

・令和３年度は、労働講座２回、ハラスメント対策セミナー１回、高校や企業を対象とした出前
講座を７７回実施している。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるキャンセルな
どにより、コロナ禍前の元年度より、若干少ない開催回数となっている。労働講座等の開催にあ
たっては、感染拡大防止のため、初めて会場参加とオンライン参加を併用するハイブリッド方式
で企画したが、開催時期に新型コロナウイルス感染症の感染者が増加したことから、直前にオン
ラインのみの開催に変更した。出前講座においては、対面での講座を基本としつつ、講座受入れ
側の事情により、受講者とは別室からのオンライン講義も一部開催した。

・例えば高校生においては、卒業して社会に出る前に労働法規等の必要な知識を身につけて欲し
いといったように時期的なものがあるので、出来るだけ時期を考えながら開催していきたい。

商工労働部 66 ⑥
おんせん県おおいた
県域版ＤＭＯ促進事
業について

・令和２年の決算時点においてツーリズ
ムおおいたにて不正な会計処理が発覚し
た

・おんせん県おおいた県域版ＤＭＯ促進事業について、この事
業はツーリズムおおいたのＤＭＯ機能を強化するとのことだ
が、ここにあるマーケティング機能の強化についてどのような
成果が上がっているのか。

・県域版ＤＭＯとしての役割をはたしているのか、運営・経
営・組織において課題があるのではと懸念される。予算委員会
でもあったが、ツーリズムおおいたに県が委託した事業・事業
費の資料提供を求める。ツーリズムおおいたの委託についても
今後しっかりと見直してゼロベースで検討する必要があるので
はないか。

（内部協議）
・議会としても、先日こういった事件が発覚した以上、ここに
触れないのは問題があると思う。しっかりと問題を精査して、
今のツーリズムおおいたに対する県からの補助であったり、委
託の有り様が正しいかどうかもゼロベースでしっかりと審査し
てほしい。

・ＤＭＯは、地域づくりのけん引役として大分県観光に寄与するということで、ＤＭＯとして収
集した情報、データ等を市町村に還元しながら、市町村の誘客を図るという効果を上げている。
また、自主事業として「テッパンおおいた」で着地型の旅行造成を行っているが、これについて
は、件数、商品数ともにまだまだであり、毎月１回の検討会議を行いながら、さらなる誘客に繋
げる努力をしていく。

・ツーリズムおおいたの委託料が大きいのではと、多くの方から指摘を受けている。来年度の事
業については、県職員・ツーリズムおおいた職員と精査を進めており、しっかりと検討してい
く。

商工労働部 67
おおいたＤＸ推進事
業について

・主な事業内容記載の、地域の高齢者等にスマホの楽しさや便
利さを伝える支援員の育成について、コロナ禍であったもの
の、県下を網羅するような形で育成したものと思うが、具体的
にどのような形で育成したのか、どの程度の支援員の育成がで
きたのか、育成した支援員が具体的にどのような方法で高齢者
を支援したのか。

・募集は、振興局単位で行うのか、市町村単位で行うのか。

・市町村であれば、社会教育の分野において各公民館でのパソ
コン教室等を行っていると思う。そうした社会教育の分野の活
動と連携して、スマホの使い方指導を取り入れる市町村の取組
を県が支援するようにすれば、一気に増やせるのではないかと
思う。是非そうした分野との調整をお願いしたい。（要望）

・この事業は情報化が進む中で、高齢者のようにデジタルが得意でない方がいるので、デジタル
デバイド対策として実施したもので、デジタル機器の操作について、地域の中で気軽に聞ける体
制を作っていこうとする事業である。支援員については、当課において、デジタル機器の扱いに
慣れた方、かつ、地域の方に教えるという意欲がある方を募集して、スマホの楽しさや必要性等
を教える手法を学んでもらった。その後に、地域の高齢者サロンでの集会等の機会を活用して教
えるという取組を実施した。令和３年度は、別府市、宇佐市、九重町の３市町でそれぞれ１０名
ずつ、地域デジタル支援員を育成して、それぞれの地域の高齢者サロン等での活動を実施した。

・事前に市町村と協議を行い、市町村の市報等を通じた募集を行った。また、県の公募という形
での募集も行った。

・市町村の高齢者を管轄する部門、また社会教育を管轄する部門との連携をより一層強化して取
組んでいきたい。

農林水産部 68 ⑧ 農政全般について

・令和２年度の農林水産業創出額につい
て。農業産出額は園芸品目の生産量増加
や価格上昇を受けて、４年ぶりに増加し
たが、コロナ禍の影響により林業産出額
や水産業産出額は減少し、創出額全体と
しては、前年度に比べて減少し、目標値
を下回った。産出額の維持・拡大のた
め、農業総合戦略会議の行動指針の速や
かな実行と進捗状況などのチェック機能
のあり方が今後の課題となる。

・昨年の「大分県農業非常事態宣言」について、危機脱出行動
として①産地拡大対策、②生産指導、③販売対策、④組織体制
等についての進捗はどうか。これにより危機的状況は脱しきれ
たのか。

・非常事態宣言を受けて発足した大分県農業総合戦略会議では、令和３年１０月に産地拡大対
策、生産指導、販売対策などの対策をまとめた農業システム再生に向けた行動宣言を発出したと
ころ。宣言に基づき、現在、産地拡大を阻むボトルネックの解消、生産指導、販売強化に向けた
農協改革などを一体的に推進している。
　園芸では、マーケットニーズが高く、県域で加速度的な産地拡大が見込めるとされた短期集中
県域支援品目を選定し、共同出荷利用施設の整備や農地集積、販路開拓アドバイザー設置などを
実施している。生産者、農業団体と目標を共有しての産地拡大が順調に進行している。
　畜産では、全国トップレベルの肉用牛産地づくりや耕畜連携の促進に向けて、ＪＡおおいたに
よるキャトルステーションの整備や、県域での耕畜連携の体制整備を進めている。
　担い手育成では、産地自らが必要とする担い手像を明確にし、受入体制の整備と育成に責任を
持って取り組む仕組みの構築を進めており、７月には１６市町、５１の産地担い手ビジョンの公
表を行った。
　農協改革では、県農協において、営農指導に集中する専任指導員１５５名を配置し、地域に密
着した拠点として、１０月から新たに６か所の営農経済センターを設置した。また、農協の営農
指導体制の強化に向けて、篤農家を活用した栽培講習など生産部会の技術向上の取組に対して支
援を行っている。
　これらを進める組織体制として、組織の長が集合し、方針決定・進捗管理をする戦略会議の本
会議、役割分担や進め方の整理合意を図る作業部会・ワーキンググループ、実務担当者で具体の
方策を定めるプロジェクトチームという体制が定着し機能しており、危機を脱する行動が着々と
図られている手応えを感じている。
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農林水産部 69
水田活用交付金の見
直しについて

・水田活用交付金の見直しにより、水田
の土地利用の方針転換を余儀なくされる
農家が多数出ることが予想される。ま
た、交付金の対象外となる農家は所得が
大きく減少することから、耕作放棄や離
農が増加することが危惧される。

・県として現場の意見等を国にあげているが、やはり「水張の
問題」や「交付収入がなくなれば経営が成り立たない」など深
刻な声が寄せられている。今後の推移はどうか。中止等の声を
届けるべきと考えるがどうか。

・県では水田活用交付金の交付対象水田の見直し方針について、各市町の地域農業再生協議会を
通じて、現場の課題を集約し、７月に国へ報告したところである。
　これを受け、国は９月末に現場の課題や影響についての最終取りまとめを公表するとともに、
課題解決の取組として、令和５年度予算要求において新たな支援等の検討が行われている。
　県としては、１１月から１２月初旬には示される交付対象水田ルールの具体案に向け、全国知
事会等を通じて、現場の課題に対応した施策となるよう国へ要望しているところ。

農林水産部 70
農業共済事業につい
て

・適正な損害評価等について指導を行ったとあるが、これまで
評価等に不服があった農家はいるのか。今回の台風１４号被害
での損害等の状況や農業共済の損失補塡等はどうであったの
か。また共済に加入している農家の件数等はいくらで、何％の
加入率となるのか。

・農業共済について、実際に水稲が倒伏しているが、損害評価
が農業者本人の希望する評価にならないという声も聞こえてい
る。
　そういった場合、相談をするのに、共済組合に行くのか、県
に行くのか、市町村に行くのか、どこが良いかわからないが、
被害を受けているのは農業者なので、ぜひ寄り添った対策をと
るように指導をしてほしい。（要望）

（内部協議）
・農業共済の問題は、加入者は８割で、今度の台風１４号もそ
うだが、農業共済の査定の問題でいろんな声を聞く。それは県
として現場の指導を強めて、現場の被害者に寄り添った対策を
ぜひこれからもお願いしたい。

・損害評価への不服等については、加入者から共済組合へ評価結果への問合せがあった場合に、
共済組合から制度や評価の仕組み等について説明を行うなどの対応を行っている。
　台風１４号による農林水産被害は、９月２９日時点で１２億６，５００万円に上り、現在、農
業共済組合では被害状況の確認作業の途中だが、最も被害が多い水稲においては、農業共済の補
償対象となる県下の被害面積は４５２ヘクタールと、共済加入全面積の４．２％で倒伏等による
被害の発生を確認している。
　農業共済の加入状況については、令和３年度実績で、水稲では収入保険との合計した加入面積
は１万５，３００ヘクタールで、加入件数は１万５，５００経営体となっている。農業共済の加
入有資格面積の８割をカバーしている状況である。
　今後、共済組合では、加入者の被害状況や収穫量の減少状況を確認しながら被害額を確定し、
被害を受けた加入者への共済金の支払を行うこととしている。

農林水産部 71
おおいたの有機産地
づくり加速化事業に
ついて

・みどりの食料システム法が、令和４年７月１日施行され、２
０４０年までに技術を確立し、２０５０年までに有機農業の取
り組み面積の割合を２５％（１００万ヘクタール）に拡大を目
指すとなっているが、今後の計画と目標等はどうか。

・県では、令和２年４月に公表された国の有機農業の推進に関する基本的な方針に基づき、令和
４年３月に有機農業を推進する施策の展開方法を示す第３次大分県有機農業推進計画を策定した
ところ。
　本計画の中で有機ＪＡＳ認証ほ場面積を目標指標に掲げ、令和２年度の３００ヘクタールから
令和８年度までに４２０ヘクタールに拡大することを目指している。
　国の基本方針では、有機農業の取組面積を２０３０年までに６万３千ヘクタールへ拡大するこ
とを目標としており、これはみどりの食料システム法に基づいて策定された環境負荷低減事業活
動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針の第１段階である中間目標と合致していると
ころ。
　なお、県の令和８年度の目標面積４２０ヘクタールについても、国の基本方針における目標面
積と同水準に設定しているところである。

農林水産部 72
農業次世代人材投資
事業について

・独立・自営就農者に対し給付金を支払う事業で、昨年度は２
９１名が活用している。５０歳未満の若者が就農することの応
援として給付するが、一部から申請の書類や規定が厳しすぎて
活用しにくいという声がある。意欲をそがないような簡易な申
請等で受けられるようにすべきではないか。規定に合わない場
合でも「どうすればできる」という伴走型の支援が必要だと考
えるがどうか。

・最後に要求した伴走型の支援というのが大切である。様々な
書類が必要なのは当然のことだが、書類の作り方がわからない
人もいる。初めて農業をする人もいるので、こうすればこの部
分が活用できる、というような伴走型の支援を行うように振興
局へも指導を行っていただきたい。（要望）

（内部協議）
・農業次世代人材投資事業は、親元就農など新規就農に関係す
る事業なので、対象はきちっとやる気があって農業をやろうと
いう気持ちを持った人ですから、法的に書類が決まっているか
ら等ではなく、そういう方々の気持ちに寄り添った伴走型の政
策をやっていく。そのための簡素化を含めて検討してもらいた
い。

・独立・自営就農者に対して、市町村が交付主体となって、国庫事業の農業次世代人材投資事業
の開始型を給付している。
　国の定めた申請書類では、農業経営開始にあたっての経営計画や農地、資本装備の準備状況を
添付することとなっている。これらは給付金の受給にかかわらず、営農開始には必要な準備であ
ると考えている。このため、県では振興局の職員が市町村と連携して助言、指導を行いながら進
捗状況を確認し、営農開始まで支援を行っている。
　また、国の経営開始資金は、親元就農者には親とは別品目の経営を加えるなど、給付要件が厳
しい部分もある。このため、県では独自に親元就農者に対する給付事業を創設するなど、新規就
農者の早期経営安定に向けた支援の充実を図っている。
　これらの給付金以外にも、ファーマーズスクールや施設整備の上乗せ支援など、幅広く施策を
構築しており、それらを効果的に活用し、早期に安定した経営ができるよう、引き続き担当職員
による綿密な支援を行っていく。
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農林水産部 73
第１２回全国和牛能
力共進会対策事業費
について

・現時点で今回の大会の結果を振り返って、次回大会に向けて
生かしていきたいことがあれば教えてほしい。

・今回の全共では、大分県全部門２１頭の出品があり、種牛の部については、第２区若雌の２に
出品した竹田市の後藤克寿さんが優等賞首席いわゆる農林水産大臣賞を獲得するなど、本県代表
牛は前回宮城大会に続き全区で優等賞を獲得し、大分県推進協議会としては出品団体賞を獲得し
た。
　肉牛の部については、８区出品した本県代表牛では、おいしさの指標とされるオレイン酸を含
む一価不飽和脂肪酸の含有率が６４．７％と出品牛の中で最も高く、また第７区では出品牛３頭
の平均の含有率が６０．８％であり、これは宮崎県、岩手県に続いて３番目の成績で、肉牛区全
体でもこの含有率については、前回４９．３％から５６．７％まで向上し、おいしさに係る取組
の成果が出たのではないかと思っている。
　ただ、課題としては、種牛の部については、出品技術のベテランから若手への継承、それから
次世代の人材育成が喫緊の課題ではないかと思っている。肉牛の部については、これまでの取組
により、脂肪の質の改善については一定の成果が見られたのではないかと思っている。今後は枝
肉の歩留り等の改善についても課題解決して取り組んでいきたいと思っている。
　現場で感じたこととしては、やはり好成績を収めるためには、生産者自ら熱意と情熱を持った
取組が非常に大事だと感じている。
　今後については、全共を通じて明らかとなった課題の解決に向け、公益社団法人全国和牛登録
協会大分県支部や公益社団法人大分県畜産協会などの畜産関係団体と連携しながら、次回北海道
大会に向けた推進体制を整備していく。

農林水産部 74
放置艇対策事業費に
ついて

・放置艇対策事業費で５，３００万円という大変高額な予算が
執行されているが、放置艇対策のエリアはいくつぐらいの漁港
で何艇あったのか、またどれぐらいの期間放置されていたのか
教えてほしい。

・放置艇の撤去について、ステッカーを貼って告知をするの
は、どれぐらいの期間で、それを何回やるのか。どういう形で
周知しているのかも、再度教えてほしい。

・所有者があるのに撤去するといった間違いがないようにお願
いしたい。海のゴミなので大きなゴミだが、十分に注意して処
分してほしい。（要望）

・令和３年度は全体で１８０隻の処分を予定していた。そのうち自主撤去や、貼り紙をして所有
者と思われる人が処分した数が相当数あり、実際に処分した数は１４４隻となっている。
　令和３年度に処分したものは、船舶の番号等が分からない、消えてしまって所有者が分からな
い分であり、県が管理する１１漁港で処分を行った。
　放置された期間は不明である。船舶番号が消えているものは、恐らく１０年２０年以上経過し
たものと思われる。

・まず所有者を調査して、対象の船の処分に対する調書を作成している。その後に簡易鑑定とし
て、船舶の専門家や廃棄物の専門家に入ってもらい、この船について価値があるかどうか確認し
た上で処分している。
　処分の手順だが、まず警告の貼り紙をして所有者があるかどうかで１か月、その後に処分の予
告を１か月かけて実施した上で処分している。

農林水産部 75
しいたけ消費拡大対
策事業について

・この１０年間ぐらいで家庭でのしいたけの消費量は半減して
いる。そういう中で、この事業の成果指標を見る限り、うまみ
だけの生産量の記述だけで、乾しいたけの消費自体がどうなっ
ているのかについて記述がないので、教えてほしい。

・うまみだけの取組は分かるが、例えば、リーディングプロ
ジェクトとしてうまみだけをやることでほかのものにも波及し
て、これだけ消費が広がっていると、そういう整理があるとあ
りがたいので、もし分かれば教えてほしい。

・うまみだけは令和３年度に４０トン生産しており、家庭内消費は実際１０年前と比べて半減し
ている。そういった中で、県内はもちろん、関東、関西、東海等の大都市圏でいろいろなプロ
モーションを実施したり、販路の開拓に取り組んでいる。

・指標として、うまみだけの販売店、取扱店の増加がある。令和４年８月末現在で、２２２店舗
までうまみだけの取扱店舗が増えており、今後もこの販売店舗を増やしながら消費拡大に取り組
んでいく。
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農林水産部 76
直売所を拠点とした
中山間地域農業推進
事業費について

・中山間地域における直売所の魅力をＰＲし、集客力・販売額
向上の取組支援の事業で、政策の成果の表では、直売所の目標
額１４６億円、研修会については新型コロナの影響で実施でき
なかったと思われるが、支援の対象としている直売所が何市町
で何カ所あるか具体的に教えてもらいたい。資料として示して
もらえると日常的に様子を見ることができるので資料をお願い
したい。

・２０２１年度はコロナ対策で研修会等が開催できなかったわ
けだが、その経過を踏まえて２０２２年度はどの様に工夫され
ているか。

・２０２３年度以降に全国直売サミットを開催するとあるが、
現時点でどの様なことが決まっているのか公表できることを教
えてほしい。

・直売所というのは、先ほど２人以上の出荷者で直営している
と、結局無人であるかいなか、有人であるかどうかは基準に
入っていないと考えていると思うが、それを踏まえて１４６億
と集計していることは、直売所の販売状況を調査されたという
ことだと思うが、本来出荷しない物を直売所に出荷して売ると
いうのが、規格外というのもあるし、都市部や町に近い直売所
に出荷することによって消費者の方々が安心できる物を見なが
ら買えるというのもあると思うが、消費者に向けたＰＲという
のは何かしているのか。

・それぞれの経営者が消費者に向けてＰＲするときに、それぞ
れの工夫でということだと思うが、ぜひ直売所の皆様方に様々
な良い工夫を広めていくことも、この事業を通じてやっていだ
だけたら面白いと思うので、各地域で農家が元気に農業を続け
られるようにお願いしたい。（要望）

・本事業の支援対象については、出荷者が２名以上いること、直営の直売所であること、県内に
所在する直売所であることを要件としている。県内には令和２年度時点で２２５箇所の直売所が
あり、このうち支援対象となり得る直売所は姫島村を除く１７市町１３６箇所と認識していると
ころ。
・研修会は、昨年度はコロナの影響で開催を断念したが、今年度はコロナ感染者数が減少傾向と
なる時期を見計らって、１０月１１日に開催した。研修会には約３０名が出席し、県外の先進的
な直売所から講師を招き、研修を行った。
・全国農林水産物直売サミットは、一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構が主催し、開催自
治体や、国、農業団体等が後援する形で開催されている。直近２年間は新型コロナで開催が見送
られ、今年度３年ぶりに広島県尾道市で１１月１７日から１８日に開催される。主催者からは今
のところ、広島の次の次の令和６年度に本県で開催したいという打診を受けているが、現時点で
は未定である。
・本事業でＰＲのための資材作成、それから魅力ある店舗づくりのためのレイアウトの変更等を
対象としている。

土木建築部 77
公共事業の入札につ
いて

・５千万円以上の入札は総合評価点等勘案して落札が決まる
が、県内中小企業で評価点が低い企業は、落札ができないとの
意見があり、公共事業を受注しなければ評価点も上がらない。
これらの声に応えるための方策及び対策は検討しているのか。
また今後検討するのか。

（内部協議）
・入札の在り方で、入札の総合評価がなかなか厳しい面があ
る。入札参加資格の総合評価について、今後いろんなケースも
含め、県内中小企業が入れる体制も含めて検討してほしい。

・総合評価落札方式は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、工事目的物の品質を
高めることを目的に、企業の技術力と入札価格の双方を評価し、落札者を決定する方法であり、
全都道府県が導入済み。県では平成１８年度に導入し、企業の技術力としては、技術提案のほか
企業や技術者の施工実績、工事成績評定点、地域社会貢献度などを評価している。その評価につ
いては、例えば、総合評価落札方式の対象である一般土木Ａ等級の工事において、予定価格４千
万円以上５千万円未満については価格のみの競争としており、ここで受注すれば企業や技術者の
施工実績として企業努力により高い工事成績評定点を取ることで評価を上げることが可能となっ
ている。また、総合評価落札方式においても、技術者の評価点が低い企業が参加できるよう、技
術者の工事成績評定点などの一部を評価対象外とする企業実績重視型を今年度から試行してい
る。総合評価落札方式については、毎年度、実施状況を検証しながら改善しており、引き続き建
設業界の意見や要望も聞きながら検討していく。

土木建築部 78 ⑨
子育て・高齢者世帯
住環境整備事業につ
いて

・昨年度の高齢者バリアフリー型リ
フォーム件数は９２件で今年９月では１
０３件と伸びている。しかし全体的には
予算に満たない決算で、事業の周知方法
に疑問がある。

・台風１４号被害等で需要も増えると思うが、どう対策を取る
のか。台風被害復旧を急ぐためにも一般的な住宅リフォーム助
成制度を創設したらどうか。
・高齢者以外も結構被害を受けている。そういう方が利用でき
るような、今回の災害復旧に関わってリフォーム助成をする等
柔軟な考え方もあるのでは。特にまた資材が高騰して、中小零
細企業は大変な状況なので、災害復旧を含めて工事が発注され
る状況で、ぜひこれはリフォームの流れの中での一つの端緒と
して取組をしてほしいがどうか。

・県の重要施策である子育て満足度日本一や健康寿命日本一の実現に向けた施策の一環として、
明確な目的を持って取り組んでいる。事業の周知については各種講習会やリフォーム事業者、消
費者向けのセミナー、各市町村報、新聞掲載やＳＮＳなどにおいて実施をしている。また、コロ
ナ禍でテレワークに対応した改修工事の追加や子育てリフォーム支援型の要件緩和など、県民
ニーズを踏まえながら事業の拡充等も図っており、実績も年々増加傾向にある。引き続き県民
ニーズの把握に努め、積極的な広報により制度の周知徹底を図り、住宅リフォームを支援してい
く。台風１４号で被災した住宅の修繕とあわせて実施する高齢者・子育てリフォームについて
も、本事業が活用可能である旨、市町村と連携して周知を図っている。今後も進行する少子高齢
化社会への対応に重点を置いた住宅政策の視点から、リフォーム支援に努めていく。
・一般的なリフォーム助成制度への拡大については、九州各県を見ても導入が進んでいない状況
で、また過去に他県でも導入した経緯もあるが、うまくいかず途中で事業を中止したと聞いてい
る。そういった動向もしっかり見極めながら、慎重に判断したいと考える。

土木建築部 79
がけ地近接等危険住
宅移転事業費につい
て

・事業説明でも書いているが、どのような状況の方が移転をし
たのか、移転等についてどのような意見が出されたのか。

・令和３年度の本事業では、大分市、日田市、豊後大野市において土砂災害特別警戒区域に所在
していた危険住宅の所有者が区域外に移転しており、住宅除却費の上限である９７万５千円を補
助している。本事業は危険住宅の所有者が自ら移転しようとする場合に、その費用の一部を助成
するもので、移転等に対する意見等はなかったが、宅地以外の撤去の補助や、撤去後の跡地に関
する相談があった。しかし、本事業は危険な住宅の移転を目的としているため、いずれも希望に
は沿えないと回答している。

24 / 36 



項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）

委　員　等　か　ら　の　質　疑　・　要　望　等
執行部回答

土木建築部 80
台風１４号被害の湯
平の花合野川の改
修・補修について

・地域でのたび重なる被害で、宿泊業や
お土産屋等、商売を継続するにも困難を
極めている。また移転等すれば、さらな
る疲弊も危惧される。

・地域全体の再生を含めた公共事業の早期復旧と、商工労働部
と連携し地域をどうするか検討することが必要と思うが、どの
ように考えているのか。

（内部協議）
・道路や河川の復旧は当然土木としてメインだがその復旧方法
や地域の振興策も含めて検討してほしい。ぜひ災害があった小
さな地域であったとしても、商工観光労働部また企画振興部等
と検討してほしい。

・花合野川では、令和２年７月豪雨で被害を受け、大きく三つの区間で対策工事を実施中上流で
は仮設スリットの設置や砂防ダムの計画を行い、中流の温泉街区間では河道を復旧するための工
事をすでに発注済み。また、下流区間においては河道拡幅等を含めた事業に着手していた。既に
復旧工事に着手していたため、今回の台風１４号の被害は一定程度軽減できたと考えるが、特に
温泉街や旧湯平小学校の区間など広い範囲で被害が発生した。県道湯平温泉線の約１．９キロ
メートル区間については、護岸が倒壊するなど大きな被害を受け、９月１８日の台風発生から全
面通行止めを余儀なくされたが、鋭意応急対策を進め、９月３０日には片側交互通行とし早期の
復旧に取り組んできた。今後も復旧に関する国との協議などを速やかに進めながら、県道湯平温
泉線の本復旧に努めるとともに、花合野川の早期復旧に向け、全力で取り組む。特に温泉街区間
については、地域に寄り添い丁寧な説明を行い、復旧工事を進め、商工観光労働部とも地域再生
の観点で連携し取り組みたいと考える。

土木建築部 81
砂防事業の目標指標
の設定について

・近年の災害は激甚化、頻発化しているが、目標値の設定が３
０％少々であれば、対策すべき事業の予算獲得が得られず、事
業の進捗が図られない。大幅に目標値を上積みできないか。
・単純に見て、今後災害がないとして３３％に設定したら３年
で解決するのか５０％に設定すれば２年で解決する目標設定な
のか、そういう理解でいいのか。避難すれば生命は守れるが、
財産を守れなくなる可能性が発生している。本事業の目的は生
命と財産を守ることであり、今回のかつてない危険な台風１４
号が来たが、今後そういった状況が毎年想定される。予算獲得
が大変厳しいかもしれないが、もう少し目標設定を上げて予算
獲得に励んでほしい。

・県内の土砂災害危険箇所は九州で１番、全国でも５番目に多く、対策が必要とされる箇所は約
５，７００か所ある。その整備率は九州平均が２６．５％である中、県内の整備率は３０．３％
である。砂防ダムや急傾斜施設の整備には、１か所当たり２億円から４億円程度の費用が必要
で、おおむね３年から４年程度の期間を要して整備を行う。このため、県では国土強靭化のため
の５か年加速化予算を最大限活用し、令和２年度の補正予算からこれまでの２倍の規模の２１８
か所で事業を実施し、整備を加速している。今後とも加速化予算を最大限活用し、スピード感を
持ってハード対策を推進し、土砂災害警戒区域の啓発や警戒避難体制の充実などソフト対策と合
わせて、土砂災害防止、被害の軽減を図りたいと考えてる。
・加速化予算を使って倍以上の事業を実施している中で、事業期間は従来どおりとなるため、単
純に目標値を上げれば、事業スピードが進むというものではないと認識している。ただ加速化予
算に今後も取り組んでいく中で、最大限予算を確保して強力に進めていきたい。そして、事業の
進め方については、先ほど申した要配慮者施設や避難路については事前防災の観点、また被害が
起きた箇所については、再度災害防止の観点から、速やかに対策を進めていく。

土木建築部 82
急傾斜地崩壊対策事
業の採択と進捗状況
について

・例年の風水害により地元要望が多く寄せられていると思う。
現状、何件の要望を採択しており、今後無災害である仮定にお
いて、何年あれば要望箇所の事業が完了できる見込みか。

・急傾斜事業の実施にあたっては、地元要望のみならず、事業の採択要件を踏まえて、保全対象
に避難施設や要配慮者施設、避難路などが含まれる地区などを重点的に実施している。常任委員
会において、市町村からの要望事項に対する取組状況で報告しているが、この中で急傾斜事業の
要望箇所は合計１１４か所については、現在その全ての箇所で事業に着手済み。なお、急傾斜事
業は１地区の完成に３～４年程度の期間を要し、１年あたり平均で８箇所程度が完成に至ってい
る。急傾斜事業の対象となる要対策箇所３，３００か所のうち令和３年度までに１，０８３箇所
の整備を完了しているが、全ての対策完了までにはまだまだ多くの費用と期間を要することにご
理解を賜わりたい。引き続き、令和２年度の補正から始まった国の５か年加速化対策予算を最大
限活用し、急傾斜事業についても強力に推進を努めたいと考える。

土木建築部 83 予算確保について

・落石があって、そこにまだ擁壁ができていない状態の中で住
民が暮らしている。要望はたくさん受けているが、みんな順番
待ちでつらい状況で毎年並んでいる。防災土木予算、復旧土木
予算をもっと増額できるよう、決算委員会としても強く提言し
ていきたい。

・安心・安全の確保という面で、土砂災害対策は緊喫の課題と認識している。本県知事も全国知
事会国土交通常任委員長として、１０月１１日に来年度の予算編成、今年度の補正予算に向けた
提言活動を行ってきたところであり、強靭化の５か年加速化予算の確保及び次の計画に向けて、
国土交通大臣にも直接お願いを申し上げてきた。県としても国土交通省砂防部長とも意見交換を
行い、本県は全国的にみても予算確保にご尽力をいただいているというような評価をいただいて
いるところ。
　また、立ち上げた事業の進行には、予算の確保とあわせて用地の取得が一番大事である。過
去、用地で頓挫した事例もあるため、地域のご協力、ご支援をいただければと思っている。

土木建築部 84 道路保全について

・鉄スクラップの価格高騰に伴い、道路側溝のグレーチング蓋
の盗難が起こったが、昨年度の県道の被害状況は。また、グ
レーチングのネジ固定や橋排水ますの蓋のようにチェーン固定
等防止策は検討しているか。

・昨年の県管理道路における被害状況は、別府土木事務所管内の日出町で、集水ますのグレーチ
ング蓋１枚、側溝のグレーチング蓋２枚、合計３枚の盗難被害が発生している。今年度は現時点
で盗難の確認、発生はない。昨年度被害を受けた箇所については、再発防止を図るためグレーチ
ングと本体をチェーンで固定する対策を講じた。一般的に道路を横断する側溝については、はね
上げによる事故防止を図るため、グレーチング蓋をボルトで固定しているが、道路と並行する側
溝については、土砂の撤去など維持管理が容易に行えるようグレーチング蓋を固定していない。
盗難防止対策として、ボルトやチェーンによる固定のほか、グレーチング同士を連結させる連結
クリップという比較的簡易な手法も開発されている。引き続きパトロールの強化に努めながら、
側溝の補修などに合わせ、現場の特性に応じた対策に順次取り組みたいと考える。

土木建築部 85
災害復旧事業費につ
いて

・台風被害により復旧途中の護岸が再度被害を受けた場合、国
の災害査定はどのような評価をされるのか。
また、工事途中の請負業者への工事費支払はどうなるのか。
・崩壊した護岸をまた新たに査定し直して工事を発注すると、
入札が発生しますが、今までやってきた業者との兼ね合いやそ
の辺の配慮はどうなりますか。

・災害査定の評価については、災害復旧の工事の途中で完成前に再び被災した箇所においては、
当該区間が改めて復旧できるよう、再度災害防止を含めた考え方を考慮し、もう一回査定を受け
直すことになっている。また工事費の支払については、工事途中において施工している業者の日
常管理で写真や管理資料を作成しているので、その資料を業者に提出していただき、その内容を
発注者が確認し、できた部分の工事費を支払う取扱いである。
・被災した部分の損害は支払い、変更契約で工事を継続し、完成まで工事する措置を取ってい
る。ただ一部、当該箇所以外にまた新たに壊れたところで工事金額が余りにも増えたり、延長が
大幅に増える箇所については、また別途発注する取扱いもしているが、おおむね変更契約で対応
となっているのが現状である。

土木建築部 86
子育て・高齢者世帯
住環境整備事業につ
いて

・ニーズに合わせたＰＲを行ったと事業概要にあるが、実際に
１６７件の住宅改修工事の補助を行ったということだが、当事
者に対してどのような丁寧な説明を行ったのか。

・住宅の住環境に対する満足度、住み替えの目的など、居住者の意識や意向調査をした国の住生
活総合調査の結果や市町村の窓口で施工者や申請者に対するアンケート調査等によってニーズ調
査を行い進めている。それを受け、制度の見直し等も行っており、申請者にはその内容を丁寧に
説明している。
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土木建築部 87 ⑨
子育てしやすい環境
づくりの推進につい
て

・この事業については、この主要な施策
の成果の中で、子育て満足度日本一を目
指した大分県の目指すところ、人口政策
の中でも大変重要な住宅政策の位置付け
と認識している。

・資料について疑問があり、資料を見ると、関係部局名に福祉
保健部、商工観光労働部、教育庁とあるが、土木建築部が入っ
ていないため、連携が取れていないのではと資料から見受けら
れる。土木建築部は今回、子育てしやすい環境づくりの推進の
関係部局名に入っていない資料の在り方からも分かるように、
もっと住宅政策に関して、人口減少対策に関して、土木建築部
としてしっかり取り組むべきではないか。

・一般質問でも何回も取り上げている。土木建築部が主体的に
もっと企画振興部と連携しながら、住宅政策を人口減少対策と
結びつける必要があると思っている。（要望）

（内部協議）
・人口減少対策の中で、これから都市計画であったり住宅政
策、非常に重要な位置付けになると思う。それに対して、現段
階ではメニューが非常に限られているので、そこの拡充を盛り
込むようお願いしたい。

・資料の中に土木建築部の名称が入っていないことについては、誠に申し訳なく思っている。今
後、しっかりと連携をさらに一層深めて適切な対応をしていきたい。

決算概要及び
決算審査

88
決算剰余金について
（決算全般）

・一般会計決算状況で４９億円の決算剰
余金がある。

・大分県歳入歳出決算概要４ページに、過誤納金６１０万円と
あるが総務部所管かどうか。分かれば教えてほしい。
・一般会計決算状況で４９億円の決算剰余金がある。黒字は行
政改革の成果だと思うが４９億円も残すのであれば、予算の厳
しいところに当初から割り振るといった考え方、予算計上がで
きなか。

・過誤納金６１０万円は県税の関係の過誤納金であり、一旦納付した後に税が減額になった場合
や二重納付があった場合などに現れるもの。詳細は総務部税務課から説明する。
・実質収支額４９億２千万円について、令和２年度の実質収支は４３億円で、令和元年度も３０
億円程度だった。昨年度は予算規模が過去一番程度と大きく、歳出も７，６５９億円となった。
当初予算や２月補正予算を組み、その後の更なる節約等の結果、当初の７，６００万円に対して
４９億円となったが、赤字を出さないようにする中で結果的にこの金額が生じたもの。決算剰余
金は次年度に繰り越され、有効活用されるものとして理解している。

会計管理局 89 用品の入札について

・物品入札では最低制限価格がない。
・資本力のある大手が落札し、県内の中
小企業が落札できないのではないか。

・物品の入札において、景気が厳しい時に仕事の取り合いと
なって、原価割れしても落札する場合がある。
・最低価格を設定すればこのような競合がなくなり正当な利益
も保証されるとの意見が聞かれている。この件についてどのよ
うに対処していくのか。

・法律上、最低制限価格を設定できないなら、何らかの制限を
かけられる要綱等を考えることはできないのか。低価格だけで
なく、県内業者が落札できる規制や仕組みを考えてほしい。

・最低制限価格制度は、地方自治法及び同法施行令により、競争入札により工事や製造等の請負
の契約を締結しようとする場合、契約内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認
められる場合に限って設けることができるもの。
・法令上、工事等の請負契約に限られているため、物品調達で最低制限価格制度を適用すること
はできない。
・景気が厳しいことは承知しており、今後とも中小企業の受注機会が増えるよう物品調達に努め
る。

・制限や規制は制度的に難しい。昨年からの資材や燃料価格の高騰、円安の影響により、事業者
も大変苦労していることは承知している。
・用度管財課では、令和４年４月１８日付けで各所属に物価上昇分が反映された参考価格の再確
認や納品に要する期間の再確認を行うよう通知を行い、適正な予定価格の設定が行われるよう努
めている。４月１９日には、本庁所属の班総括を集めた会議でも重ねて周知を行っている。
・従来から行っているが、中小企業の受注確保のため、一般競争入札は県内に本店又は営業所が
あることを入札参加条件とし、指名競争入札、随意契約については、物品の種類等を考慮して県
内中小企業を優先して指名している。今後も県内中小企業の受注確保に努める。

会計管理局 90
用度管財課における
県庁舎管理費につい
て

・本館、別館の連絡通路（歩道橋）は、
雨天時の往来などで支障がある。

・本館、別館の連絡通路（歩道橋）は、雨天時の往来で支障が
あると承知している。利用者の数や声、状況調査、バリアフ
リー化、業務における生産性向上等の観点から、改善策の検討
が令和３年度中等に行われたのか。

・ＯＰＡＭと総合文化センターは屋根付きである。障害のある
職員が移動する場合、バリアフリーの観点から非常に支障があ
ると思う。しっかりと現状把握し、今後の保全計画に反映させ
るなど、生産性向上の観点からも非常に重要ではないか。

・連絡通路はＳ４７年に道路管理者と遊歩公園の管理者（大分市長）の許可を得て設置され、今
年で設置５０年となる。職員や来庁者が安全に行き来でき、日常的に利用されているもの。雨天
時は本館、別館の両側に専用の傘を１０本ずつ設置している。
・利用者の人数は調査していないが、別館職員約９００人の利用が大半だと考えられる。利用者
の声や利用状況は特に調査していない。また、ここ数年、連絡通路に関する意見や要望等は特に
ないことから、改善策の検討は特段行っていない。

・設置から５０年が経過し老朽化対策や長寿命化もあるので、対応を考えていきたい。
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議会事務局 91
議会費（タブレット
購入費）について

・今年度から議員に一人１台タブレット
が配付され、議員がタブレット操作に不
慣れだったり、事務局職員等の負担と
なっているのではないか。

・昨年度、私もこのタブレットの導入に向け、政策検討協議会
の会長として関わってきた。タブレット端末を議員１人１台配
付したことにより、まだまだ我々の研修不足があって、議員に
対するフォローにより職員の負担が以前に比べて時間を取らせ
ている部分もあると思う。

・本日、局長が説明で通知機能を使ったが、青色の差し込みが
とても分かりやすくて、ぜひ他の部局でも使用してもらえると
分かりやすいし、職員の負担軽減にもなる。（要望）

・ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイドブックス）の通知機能（青い差し込み）は、議会事務局では説明
ページも少なく、決特まで時間が短い中でも実施できた。他部局もこの形でできれば良かったの
だが、他の部局の職員が同様に準備ができたかというと、それは厳しかったため、試験的に議会
事務局のみ導入した。
・今後執行部との調整を進めていき、議員の利便性が向上するよう、そして執行部も使い勝手が
良くなるよう努力したい。

議会事務局 92
県議会の広報につい
て

・県議会公式ツイッターを新たに開設し
た。

・昨年４月から始まった県議会公式ツイッターのフォロワー数
等の状況は分かるか。具体的に県民の皆さんから、例えば、ツ
イッターについて御意見等があれば、この場でお伝え願いた
い。

・ツイッターの今日時点でのフォロワー数は９０名。もう少し増やしていきたいと思っている。
・反応は直接伺っていないが、若い方などに普及していくよう、これから努力したい。

議会事務局 93
事務局運営費につい
て

・会議録作成費が会議費でなく事務局費
で支出されている。

・事務局運営費の中に会議録、議会資料の作成に要した経費及
び報酬とあるが、会議録は議会費で扱ってもよいのではないか
と思う。事務局費で支出しているのはどういう背景があるのか
教えていただきたい。
・こういう分類をしているということは、議会中の手話通訳の
報酬も事務局運営費に分類されているのか、教えてほしい。

・会議録作成費を事務局費で支出しているのは、かつて記録係として速記を担当する職員を置い
ていた経緯によるもの。現在は音声反訳や会議録印刷の委託料などを計上している。
・手話通訳については、インターネット配信等における聴覚に障がいのある方に配慮した取組な
ので、議会広報に係る経費として議会費の方に計上している。

議会事務局 94
事務局職員の超過勤
務手当について

・県庁全体の超過勤務予算を人事課で管
理している。

・議員の都合によって、職員の方に御迷惑をかけているが、時
間外に勤務せざるを得ないケースも少なくはないと思う。事務
局職員の超勤管理についてはしっかりと管理されているのか、
お尋ねしたい。
・超過勤務の予算は事務局ではなく、総務部の人事課が持って
いると思うが、必要な予算をしっかり確保できているのか。

・令和３年度の時間外勤務は、新型コロナの影響により常任委員会の調査活動の制限などに伴っ
て前年比マイナス１０．７％で、一人１月当たり５時間となった。事務局では、全職員の提案に
よる改革改善活動を行うことで業務の効率化と職員の意識改革を図っており、その結果として超
勤縮減が進んでいる。
・なお、時間外勤務手当については、知事部局と同様、人事課が全庁的に一括管理しており、必
要な予算は十分確保できている。

人事委員会事
務局

95
人事委員会勧告につ
いて

・人事委員会勧告は３日、県職員の月給及び期末・勤勉手当の
年間支給月数をそれぞれ引上げるように勧告した。民間給与と
の差が生じてきたためといっているが、民間給与はどのように
なっているのか。
・また、これまで引き下げ等の勧告もなされてきたが、今回の
引き上げによって地域経済へ及ぼす影響をどうとらえているの
か。

・県職員の平均給与額はどうなるのか。引き上げによる必要額
はいくらになるのか。

・民間給与の状況は、給与改定の状況を見ると一般の従業員についてベースアップを実施した事
業所の割合は３５．６％と昨年から１５．６ポイント増加し、ベースアップを中止した事業所割
合は７．５％と昨年から１１．６ポイント減少。定期昇給の昇給額を増額した事業所割合は１
８．０％で、昨年から３．１ポイント増加。初任給は大学卒は１９万６，５３５円と昨年から
１，２７６円の増加、高校卒は１６万４，８１７円と昨年から３，０９２円の増加。また、連合
大分が実施している今年の春闘の賃上げ状況調査では、定期昇給とベースアップをあわせた賃上
げ額は５，５２７円、賃上げ率は２．２４％といずれも昨年を上回ている。
・人事委員会では所得と消費の相関関係などは分からないため、今回の引上げ勧告が地域経済へ
及ぼす影響はお答えできない。一般論としては、勧告が実施されれば、県職員約１万５千人の給
与に反映されるため、地域経済に好影響を与えると思われる。

・引上額は職員平均５万９千円。引き上げによる必要額は総額１１億１，６００万円と聞いてい
る。

人事委員会事
務局

96
事業費支弁給与費に
ついて

・事業費支弁給与費が毎年計上されてい
る。

・事業費の中に事業費支弁給与費として８９人分３０万５，７
５６円と記述があるが、８９人分とはどういったことか。
・各事業費の中で、賃金として内包されていると思われるが、
職員とは別に雇用しているものなのか、使用形態を教えてほし
い。
・事業費支弁給与費については、２０１９年度が５９人分４１
万４，９０１円、２０２０年度が１０５人分４８万４，０８５
円となっている。何らかの変化の要因があったと思うが、どの
ような状況だったのか。

・試験区分の数で実施する回数によって変化する金額と思って
いるが、そういった事実は分かった。ぜひ多くの人が大分県を
受験するように取り組んで、この人数なり、予算をたくさん使
わなければならない状況になるよう取り組んでいただきたい。
（要望）

・事業費支弁給与費８９人分３０万５，７５６円については、事業別説明書２９９ページの事務
局費の上から３番目にある、任用関係事業費１，８９２万８，１７７円に含まれるもので、職員
採用試験の第１次試験日に試験員や試験補佐員として、知事部局等から応援してもらう職員の超
過勤務手当額である。
・通常、試験は日曜日に実施するため、基本は勤務日の振替となるが、勤務時間が７時間４５分
未満の場合の半日振替後の残時間分等の超過勤務手当である。
・年度毎の人数と金額の変動は、試験の実施回数や試験会場の状況による試験室数、応援職員の
勤務日の振替の有無等により変動する。
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労働委員会事
務局

97
使用者及び労働委員
の選出基準について

・使用者及び労働委員の選出基準はあるのか。要綱はあるの
か。

・使用者委員及び労働者委員の任命は、労働組合法第１９条の１２第３項に、使用者委員は使用
者団体の推薦、労働者委員は労働組合の推薦に基づき知事が任命することと規定されている。

労働委員会事
務局

99
労働争議調整、個別
労働関係紛争あっせ
んについて

・２０２１年度は労働争議が３件、個別
労働関係紛争あっせん２件を扱ってい
る。

・コロナ禍の影響による問題というのは、取扱い事例の中で発
生しているのか。また、相談等でそのような事例があれば御紹
介いただきたい。

・コロナ関連と思われる１７件の方々については、よい方向で
相談対応ができたのか教えてほしい。

・コロナ禍の影響によると思われるものは、個別労働関係紛争あっせんの１件。内容は、申請者
であるパート勤務の労働者がコロナ禍を理由に勤務日数が減らされ、雇用条件が無期雇用から有
期雇用に不利益変更された後、雇用期間満了で解雇されたと主張した事例。なお、本件は、被申
請者のあっせん不参加により、打切りで終了。
・令和３年の労働相談件数は３１２件で、そのうちコロナ関連と思われるものは１７件。令和４
年９月末までの相談件数は２４４件で、そのうちコロナ関連と思われるものは１７件。その内容
は経営悪化を理由とする労働条件の不利益変更、休業手当の未払いなどで、新型コロナウイルス
感染症対策として、店舗での業務縮小に伴う配置転換といった事例があった。

・相談の内容によっては、雇用調整助成金であれば大分労働局というように関係機関につなぐこ
とがある。あっせんにつながるものは少ないが、こちらから関係機関を紹介するなど、適切に対
応している。

企業局 100
ウクライナ情勢など
による売電単価への
影響について

・決算審査意見書では、電気事業につい
て、九州電力との２年間（令和４年度か
ら５年度）の売電単価で契約している。

・ウクライナ情勢などによる修繕や工事等の物価高騰の影響も
あると思われるが、売電単価には影響があるか。あればその対
処はどうか。
・水道事業にも一緒の危惧があるがどうか。

・補助金を電力会社に出した場合の影響はあるか。

・現在、九州電力とは、平成２２年度から令和７年度までの１６年間の長期基本契約を締結して
いて、経済情勢の変化に合わせ料金は、２年ごとに更改している。発電に要する費用に一定の利
益を加えて算出する総括原価方式に基づいて、令和４年度と５年度の単価は、１キロワットア
ワー当たり１０．６３円。物価高により、修繕工事費等の費用の上昇も見られており、電力卸売
市場の価格も全体的に上昇しているが、現時点では事業計画の見直し等の内部努力により、費用
の上昇分を吸収できると考えているため、直ちに売電単価を変更することは考えていない。
・工業用水道料金は、国の制度に基づき、総括原価方式で決定している。平成１６年度の料金設
定以降は、景気の変動等によって営業費用の増加や収益の減少が生じたことはあったが、利益が
確保できたので、料金を変更するまでには至っていない。ウクライナ情勢等による物価高によっ
て、営業費用の上昇が見られる部分もあるが、現時点ではこれまでと同様に事業計画の見直し等
の内部の努力によって利益が確保できると見込んでおり、直ちに工業用水の単価を変更すること
は考えていない。

・電気事業者に補助金をという報道がある程度しかまだ認識していない。

企業局 101
電気事業における一
般競争入札への移行
に伴う方策について

・令和８年度からの一般競争入札の移行に伴う方策を検討して
いくことが求められるとなっていますが、今後どのように検討
するのか。

・現在の契約を締結した平成２０年当時は、電気事業法により売電先が限定されていたので、本
県においては九州電力１社と長期安定的な内容で随意契約した。売電価格は、総括原価方式によ
り発電に要する費用に一定の利益を加えて算出している。平成２８年に法が改正され、現在は県
内外に複数の売電先が存在する。令和８年度以降の契約では、収益の向上や安定性を前提に入札
による契約を検討することとなる。電力の地産地消による県内企業や県民への安定供給の確保、
地場産業の育成の視点も含めるとともに、市場や国及び他県の動向等も踏まえて検討を進めてい
く。拡大するグリーン電力の需要に対応し、県勢の発展に向け、地方公営企業としての役割を果
たしていきたい。

企業局 102

工業用水道事業にお
ける経営安定化に向
けた具体的な対策に
ついて

・工業用水事業での審査意見で、地震に
よる漏水やエネルギー単価の高騰などの
要因が指摘をされている。
・また、令和４年３月に見直しをしたア
クションプランの着実な実行で経営の安
定化を図ると言われている。

・それぞれ具体的な対策はどう取るのか。 ・今年１月の日向灘地震では、配管が漏水し、一時的に一部の給水を停止したが、このような事
態を事前に想定し、災害の復旧に必要な資材を平成２８年度から備蓄してきた。その結果、迅速
に対応し、早期に復旧した。加えて、施設の老朽化対策や耐震化工事を計画的に実施するととも
に、給水ネットワークを活用した隧道の内部点検等を順次実施することで、工業用水の安定的な
供給体制を構築している。ウクライナ情勢の影響等により営業費用は増加しているが、現時点で
は、事業計画の見直し等の内部努力によって吸収できると考えている。このように経営戦略やア
クションプランに基づく計画的な設備の更新等によって施設の強靱化を図るとともに、経営環境
の変化に柔軟に対応することによって経営の安定化を進めていきたい。

企業局 103
消費税の処理とイン
ボイスの登録につい
て

・消費税がどのような形で企業局として課税され、また納税さ
れているのかをもう少し詳しく。
・来年１０月からいよいよインボイスが始まるが、企業局との
関係で、入札とか、そういう問題が今後下請を含めて出てくる
のか。

・企業局として強力な要請はしないことを要望したい。（要
望）

・インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは、国の制度上、事業者の任意なので、企業局
は、事業者を指導することは考えていない。
・企業局については、地方公営企業で課税事業者として仕入控除を受ける影響は若干あるのかも
しれないが、入札参加資格等は、契約履行の確実性や工事等の品質を担保することを主眼に置い
たものと認識しているので、現時点では企業局として改めて何か対応することは予定していな
い。

労働委員会事
務局

98
組合数の減少及び組
織率の半減について

・労働委員会会報を見ると、組合数の減
少及び組織率が昭和４５年の３２．８％
から令和３年では１５．２％と半減して
いる。

・組合数の減少及び組織率の半減について、労働委員会とし
て、その要因等を考えていることがあるか教えてほしい。

・組合数の減少には様々な要因があると思われるが、事業所の閉鎖や組合員の減少による解散、
支部の統合による再編などを理由に組合は解散している。また、組織率の減少についても、要因
は様々と思われるが、県内の主要な労働組合からは、高齢となった組合員が退職となる一方で、
新卒者の採用数は伸びず組合員は減少していることや若年層の労働組合離れが深刻であると聞い
ている。
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企業局 104
太陽光発電所での収
入減について

・日射量で減ったと報告しているが、本質は九州電力の出力抑
制が原因で収入が減っているはず。

・昨年度の日射量が前年比で９２．２％。そういうこともあって、発電量が減少し、単価４０円
なので、その減少した割合と同じだけ収入が減ったということ。
・需要に対し発電量が多い場合にかかる出力抑制は、令和３年度は年間で２７回あった。１回当
たり二十数万円程度だが、令和２年度は２１回だったので、その差６回分の影響も若干あったと
考えている。

企業局 105
大野川発電所の利益
について

・大野川発電所は、２０年は固定価格買取制度で、どのくらい
もうかるのか正確に教えてほしい。

・大野川発電所の収支については、年間の供給電力量７，３００万キロワットアワーで計算した
場合、２０年間の売電収入は約３５０億円と見込んでいる。費用については、建設事業費で約７
０億円投じており、２０年間の維持管理費を約８０億円と見込んでいるので、建設費を含めた費
用が１５０億円で試算している。

病院局 106
コロナ禍での医療ス
タッフの超勤等につ
いて

・ＩＣカードの出退勤管理システムが導入されているが、それ
はどのようなシステムになっているのか、その管理をどのよう
にしているか。また、過労死ライン月８０時間超えの医師や護
師の状況は今どなっているか。

・医者の１００時間超えは延べでも１３５人いるということ
は、やはり現場が大変忙しいという状況だと思う。医者が倒れ
たら何にもならないわけで、そういう点ではＩＣチップの出退
勤管理をしているから、ぜひそれを分析し、本当に人数が少な
ければ養成して医者の数を増やすとか、積極的に要望として上
げていただきたい。そこら辺はどうか。

（内部協議）
・看護師は８０時間で１００時間はなく、医者の１００時間超
えは、令和２年と令和３年度を比べると令和３年度がかなり多
くなっている。コロナの問題はあるだろうが、その対策として
今回、自己研さんと実診療を分けるという方向を検討している
ようであるが、自己研さんも診療技術を上げるために必要な業
務の一環。だから、そういう分け方ではなく、やはり働き方改
革で人を増やす問題とか、流動的に先生を異動させるなどに力
点を置きながら、本当の意味での時間短縮をやっていただきた
い。それが正に先生たちの健康と精神的な状況の安定にもつな
がると思う。

・病院局の出退勤管理システムについて、全職員の名札にＩＣチップが入っており、病院の出入
口及び各階に設置しているカードリーダーにかざすことで出勤時間と退勤時間が把握できる仕組
みになっている。その管理は総務経営課が行っているが、医師や看護師等の出退勤時間の実績を
データ化し、医師の時間外勤務８０時間を超える月が連続しないよう、本人と診療科部長などに
フィードバックを行い、注意を呼びかけているなどの工夫を行っている。令和３年度に当院で勤
務した全医師１８８人中、月８０時間超えの医師は実人数８０人、延べ人数で３４７人、看護師
の月８０時間を超える職員はいなかった。１００時間超えの医師は実人数で３６人、延べ人数で
１３５人。緊急医療を行う循環器内科や小児科などの医師の超勤が目立つ状況になっている。
　コロナ禍が急拡大した際、医師については時間外勤務に大きな動き、差はないが、子どものコ
ロナ患者が入院するなど、小児科勤務看護師の超過勤務時間が増えるなどの傾向が見られた。医
師の負担軽減となるため、認定を受けた実習研修を習得することで医療の特定行為が行える看護
師を養成することや、医療事務補助を行う医療秘書の増員など他職種のタスクシフトを推進して
いる。
　今後とも、県民医療の基幹病院として役割を果たすとともに、安全で良質な医療を提供できる
よう、業務量に応じた適正な職員配置に努めていく。

・とにかく医師は応招するという意識が強く、求められれば働く。時間外勤務が長時間となって
いるが、実際は調べものとかいろいろするわけで、それが業務にあたるのか、医療の質の向上の
ための自己研さんなのかを分析しながら切り分けているところ。今やれることは切り分けてくこ
とと、連月１００時間超えがないよう、やはり次の月は休めるように対応するということ。それ
を進めていくことで次第に見えてくる、あるいは解決できることも増えてくると思う。
　その中で、一方では激務がある循環器内科や小児科などはできるだけ医師の数を増員、確保で
きるよう、少しずつであるが、いろんなところにお願いしながらやっているところ。ただ、どん
どん医師を確保できる状態にはない。何とか今の医師を減らさないようにというのが現状で、そ
の辺を何とか踏ん張っていきたいというのが実情。

病院局 107
消費者インボイス制
度について

・入札参加資格等でインボイスの登録を求めるとなっていない
のかどうか。今後どうするかは未定と聞いているが、今後どう
するのか。未定という状況がよく分からないが、どういう意味
なのか。

・消費税のインボイスの関係で危惧するのは、確かに１千万円
以上の業者が入札参加資格に入ってくるだろう。ただ、その２
次３次下請は１千万円未満の免税業者もいて、病院局からイン
ボイスを求められるから、ぜひ２次３次も取れという縦の流れ
をしないでほしい。病院局は独立して、インボイスを強制しな
いという言質ということで捉えていいのかどうか。

・これまでの当院の入札実績を見たところ、参加者は全て課税事業者となっている。なお、病院
局の入札においては、県の入札参加資格を有していることを参加条件としている。１０月から入
札参加資格にインボイスの登録を求めるかどうかについて、当院は既に登録を終えているが、全
国的な登録の状況、あるいは知事部局の対応状況等を見ながら対応は検討していく。

・インボイス制度への登録はあくまで任意なので、病院としてこれを強制的に事業者に求めるこ
とは今のところ考えていない。
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病院局 108
周産期母子医療セン
ターの現状について

・アルメイダ病院が周産期母子医療センターを閉鎖して、令和
２年度から県内のＮＩＣＵ病床を５施設２７床から４施設２４
床へ縮小しているが、その後、大分県立病院への影響や令和３
年度の運営状況、今後の課題について教えていただきたい。

・私も時々周産期医療センターにお邪魔するが、本当に患者、
御家族の出入りもあり、９７％の病床使用率で常にいっぱいの
状態だと話を伺ってた。
　多胎出産や高齢出産が増加することによって、この周産期医
療は非常に重要な役割を果たすと思われる。今の話を聞く中で
産科、小児科の医師あるいは看護師、そして病床の確保はこれ
から先に向け、今の状況ではちょっと満床に近い状況で、万が
一これが重なったとき、本当に周辺と連携が取れるのかという
気がするが、その辺の認識は、現場サイドではどのように感じ
られているか。

・周辺の病院も含めてかなり議論してきた結果、令和２年４月から当院のＮＩＣＵを９床から１
２床に増床とするなどして、周産期医療の安定確保に努めている。実際に患者数を見てみると、
新生児科で令和元年度が３９１人、令和３年度が４３８人で、アルメイダ撤退以降の３年間で１
０％ぐらいの患者数の増が起こっている。
　また、当然妊産婦を他の病院にということになるが、これに関してはこの３年間の推移が約
１．８倍。これは母体搬送の方で、一つはコロナ感染で、コロナ患者が県立病院に集中した部分
があるので新生児科が１割増、妊産婦には１５％増ぐらいの負荷がかかっていると考える。ただ
し、令和２年度以降のＮＩＣＵの病床利用率が最も問題になるが、令和２年度が９７．３％、令
和３年度が９７．６％で満床に近いが、当初危惧された１００％を超えて、例えば、県外搬送と
か搬送先が見つからないという事態は全く起こっていないと確認している。
　とはいえ、当院は総合周産期であるが、地域の他の３施設周産期センターと連携を取りなが
ら、母体搬送、新生児搬送がスムーズに行えるよう、現在も頑張っている。ネットワークを引き
続き確保しておくという気構えで、定期的に連絡を取りながら、あるいは急激な搬送例が生じた
ときには、ホットラインのようなもので搬送先を決めるということで運用している。

・さきほど９７％と申したが、一方で、この数字はピンポイントに１００％を超えるタイミング
もあることを意味している。常時受け入れるベッドがないということではないが、看護スタッ
フ、医師はこれに見合う勤務をしている。やはり今後、小児科、新生児科、産科、救急部署の働
き方改革が必要。医師、看護師の負担軽減という意味では、例えば、電子カルテのオートマチッ
ク化、あるいは医療秘書の活用、それから言い方は悪いがたらい回しとか、数件の病院を行き来
したということがないよう搬送ルートを有効に使うなど、救急隊との綿密な連携とか、新生児に
関して、当院には新生児搬送車があるので、その辺の媒体を有効に活用し、何とか無駄な動きが
ないよう、それから一人のドクター、あるいは一人の看護師に勤務が集中し、残業が重なること
がない勤務体制を、ちゃんと部長、あるいは師長が綿密に管理しながら運用していくことでしの
ごうと動いている。
　今後はやはりドクター、医療秘書、看護助手に加えて看護師の確保、これは一人でも二人でも
確保していくことが一人のドクター、一人のナースに対する負荷の軽減につながるということで
働きかけを続けている。

・今後を見据えたスタッフの確保について、今、新生児、小児に関して九州大学と大分大学から
医師を派遣していただいている。この両方からできるだけ医師をいただくように、毎年お願いを
しながら交渉しながら、大分県立病院の役割を強調しながら、最後のとりでということを一生懸
命申しながら毎年交渉してきた。そのかいもあって、十分二つの大学から理解を得られていると
思っている。現状では周産期施設を持っているほかの病院に比べると、比較的恵まれていると。
これで満足というわけではなが、ほかにもっと厳しい病院はいくらでもあると理解している。
　ただ、そういう状況に満足することはもちろんしていないが、スタッフの軽減をタスクシフト
や電子化による効率化など、いろんな支援をしながら医師の数を少しでも増やしていく。これは
本当に地道に行動するしかない。一番は、やはりこういう医療に興味を持つ、一生を捧げてもい
いという医師を一人でも増やすことが非常に大事。それともう一つは働き方改革で、燃え尽きて
しまわないような勤務環境であるということを示す、この二つが非常に大事と思っている。

病院局 109
委託費及び委託業務
について

・大分県立病院事業会計決算附属書の２収益費用明細書の中の
病院事業費用の医業費用経費の中で、委託費として１５億２，
４６９万３，７９１円とあるが、どのような業務についての委
託費であるか、委託契約期間も含めて教えていただきたい。

・委託業務について、人件費を主な内容とする委託費であれ
ば、委託契約後の最低賃金の大幅アップなどがされているが、
人件費部分についての見直しなど、契約額の変更等の事例があ
れば状況を教えていただきたい。

・最低賃金を上回った形での積算とのことなので、その点、も
し仮に賃金部分で何らかの理由で変更せざるを得ないような状
況が生じたときは、契約業者の申出によって変更は可能なのか
どうか。また、多分食材価格の高騰の関係で変更したというこ
とであればそれは可能だろうが、働く方の状況にぜひ注意を
払っていただき、県立病院で働く業者の方が働きやすい環境だ
と思う環境をぜひ維持していただきたい。

・委託契約の主なものとして、診療報酬請求などを行う医療事務について、令和２年１０月から
３年間の契約で契約金額が年額２億２千万円、清掃等の業務が令和３年７月から３年間の契約期
間で年額１億３，９００万円、施設維持管理業務が令和元年７月から３年間の期間で金額が年額
１億３，６００万円。

・契約に伴う人件費の単価については、最低賃金で積算はしていない。大分県建築保全業務労務
単価や事業所の見積り単価に基づいて積算をしている関係で、契約途中での人件費の見直しに基
づく契約額の変更はない。なお、人件費の見直しではないが、患者給食業務委託に関して、最近
の食材価格高騰を勘案し、本年９月１日から１食当たりの単価を２０円アップするといった変更
契約を締結するなどしている。

・人件費の単価アップに伴う契約変更については、基本的に最低賃金を上回って入札が行われて
いるという事実等、その後の賃金アップが契約額を上回っていなければ、入札の関係もあるの
で、なかなか途中で契約変更は難しいかと思う。仮に最低賃金を下回る事情になれば、当然そこ
は業者と協議をしていくことになると思っている。また、食材の高騰以外の事情についても、コ
ロナによる患者の減少とか見舞客の制限などを行っている関係で、今後とも、様々な配慮を業者
に対して行っていきたいと考えてる。
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教育委員会 110

小学校１・２年生、
中学校１年３０人学
級編制事業について

・事業の成果でも少人数学級の前進面で
の評価がなされている。

・今年度は小学校３年生の３５人学級が実施されているが、現
在の先生の充足状況は。
・今後学年が拡大されるのに合わせた教員配置はどうか。
・来年度３５人学級で９０人増加するとのことだが、１０月１
日現在で４８人が欠員となっており、深刻な問題となってい
る。県として教員を充足していくためにどうしていくのか具体
的に教えて欲しい。

（内部協議）
・教職員の定数が足りていない問題があること、また、タイム
レコーダーなどＩＣＴ機器やチップを使って出退勤管理をして
いるが、取りあえず学校から出ればいいんだという雰囲気、指
導等もあるやに聞くので、実際に残業をしなくて本当に帰れる
体制を構築してほしい。

・少人数学級に係る教員については充足できている。
・産休代替や病休代替等の増加等により、令和４年１０月１日現在の欠員は、小学校３０人、中
学校１８人の計４８人となっている。
・来年度以降、小学校４年生から６年生への３５人学級の段階的な導入に伴い、令和５年度から
令和７年度までの３年間で９０人程度の教員増が必要となる見込みであり、令和５年度について
は、２９人増加の見込みとなっている。
・今後の教員確保の対策について、１点目は教員採用試験において受験しやすい環境作りを行っ
てきたが、さらに進めていきたい。２点目は６０歳以降の職員が再任用として働きやすいように
再任用校長や再任用指導主事といった制度を継続して環境を整備していきたい。併せて臨時講師
の採用努力についても引き続き市町村教育委員会と連携して、進めていきたい。

教育委員会 111
教員の人事異動につ
いて

・１０年間３地域の異動について、昨年度は何人が異動になっ
たのか。
・個々人の事情についても考慮した人事異動といっているが、
昨年度は考慮による異動中止は何件あったのか。

・令和４年度の定期人事異動において１０年３地域としての異動対象者５０１人のうち、３６９
人が異動している。
・異動しなかった者１３２人の内訳として、産休中・育休中の職員が７３人、異動までに妊娠の
報告があった職員が５人、病休中の職員が２人、３地域目への異動において本人等の希望で１年
間延長となった者が５２人。引き続き、育児や介護などの事情を抱える教員については、配慮し
ながら人事配置を行いたい。

教育委員会 112
県立学校情報セキュ
リティ対策高度化事
業について

・昨年は業務用パソコン等の整備を３億５，５００万円で実施
しているが、セキュリティ対策はどうか。
・またセキュリティポリシーの見直しについてはどのように見
直しているのか。
・これまでも人為的なミスで情報流出等が生じているが、教職
員の多忙化の中、セキュリティ研修等実施しているが、さらな
る多忙化と精神的負担になるのではないか。

・セキュリティ対策については、知事部局と同様、インターネットから分離するとともに、ネッ
トワークへの侵入を防御するためのファイアウォールを設置するなど、安全を確保している。
・セキュリティポリシーについては、文部科学省がガイドラインを改訂する度に見直しを行って
おり、必要に応じて改訂している。
・教職員のセキュリティについての理解を深めるため、学校管理者研修はもとより、県立学校の
校長をはじめ全教職員に対して、ｅ－ラーニングにより都合のよい時間帯に受講できる研修を毎
年実施している。また個人情報保護監査に合わせて、情報セキュリティについて各学校を巡回し
て指導しているが、業務の多忙化や精神的負担になるといった声は聞いていない。
　

教育委員会 113
地域改善対策奨学金
等事業について

・地域改善対策奨学金貸付金分につい
て、収入済額が２４５万円、収入未済額
が１億１２８万円と多額になっている。
・昨年の決算委員会でもいつまでに完済
するという明言はできないと無責任な態
度である。

・昭和６１年の会計検査院では不適切給付の指摘を受けている
が、どのような指摘であったのか。
・その指摘がどう生かされてきたのか。
・ずさんな貸付けであったために多額の滞納が生じているのだ
から、反省の上にたってこの問題に取り組んでいかなければな
らない。また、滞納されているものは、将来的には時効で消え
てしまう。反省の意は念頭にあるのか。

（内部協議）
・地域改善対策奨学金について、去年の決算の指摘にもあった
が、滞納が１億円を超えているので滞納整理をきちっとやるこ
とを毎回指摘しておかないといけないと思う。

（内部協議）
・同和教育について、フィールドワークなどいろんな形で人権
という名前で同和教育を進めているが、今後の予算についても
廃止、又は中止させるべきである。

・滞納繰越額における収入未済額については、催告状の発送や、電話による納付指導等の取組に
より、少しずつだが、収入未済額の解消が進んでいる。本奨学金の貸付自体は終了しているが、
返還の猶予制度利用者や生活困窮による滞納者がいるため、今後も返還事務は続くことになる。
・昭和６１年の会計検査における指摘の内容については、日本育英会等の奨学資金等との併給が
禁止されているにもかかわらず、この条件に反する者に対し奨学金を給付していたもの。
・指摘を受けた後は、同様の事案が生じることのないよう、申請様式の改善、関係機関との連携
の強化等の対策を講じ、貸与制になった後も、慎重な審議のうえ適正に貸与者を決定した。
・昭和６１年の会計検査で指摘を受け、同様の事案が生じることのないよう、申請様式の改善等
を行った。貸与制になった後は、大分県地域改善対策奨学金等貸与条例に基づき、審査委員会で
の慎重な審議のうえ、適正に貸与者を決定したと認識している。昭和６１年の会計検査において
指摘を受けたことは、反省の視点に立ち、適切な処置を講じている。

教育委員会 114
合理的配慮推進事業
について

・事業内容について伺う。 ・県下７地域において、医療、福祉、教育の専門家４名で構成する専門家チーム会議・相談会を
年２回開催することで、合理的配慮の実践指導や各地域での連携を確認している。
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教育委員会 115
未来へつなぐ学び推
進事業について

・ＡＩドリル、ＥｄＴｅｃｈ教材の活用、英語４技能等の、未
来へつなぐ学び推進事業に係った費用の内訳を教えてほしい。
・各取組の具体的内容を示してほしい。
・ＡＩドリル試行導入４４校とあるが、どの高校が対象なの
か、学年は絞られているのか。
・どの科目でEdTech教材が活用されているのか。
・英語４技能育成については、英検、TOEIC等様々な民間テスト
があるが、４４校のうち何割ほどの生徒がテストを受けたの
か。
・この事業での成果と課題を詳しく教えてほしい。
・成果指標について、生徒の学習に対する積極性・主体性が向
上したとあり、学習の疑問点を自ら解決しようとする高校２年
生の生徒の割合は７９．４％と出ている。この数字はどういっ
た尺度で測っているのか。
・ＡＩドリルや、ＥｄＴｅｃｈ教材等の選定方法はどうしてい
るのか。
・４４校で導入しているアプリはどういったものがあるのか。
・各校で導入しているアプリの状況を見ながら今後のEdTech教
材の選定をしているのか。

・ＥｄＴｅｃｈ教材は、近年のＧＩＧＡスクールの中で取組が
始まったばかりのもので、これから民間の開発会社から様々な
ランクのアプリが出てくると思う。これからどう導入していく
かが難しいと思うが、どのアプリも効果は出てくるものなので
選定には悩ましいところがあると思う。是非、これから生徒の
学びの中で活用していただきたい。（要望）

・支出額の内訳として、ＡＩドリルに関するものが２，６９８万７千円、地域課題等、各種Ｅｄ
Ｔｅｃｈ教材に関するものが３，５９０万円、デジタル教科書に係るものが１，４１７万４千円
である。
・ＡＩドリルの導入校は、全ての県立高校の全日制と定時制の数であり、原則1年生に導入して
いる。
・ＥｄＴｅｃｈ教材の活用科目は、ＡＩドリルは英・数・国、地域探究教材については、総合的
な探究の時間という科目で行っている。成果としては、生徒の主体的に学習に取り組む態度が向
上している。今後は、好事例について学校間での共有を図る。
・英語４技能テストについては、６月から７月の間に県立高校２年生を対象に、４技能を測定す
る民間テストＧＴＥＣを実施している。これを実施することで生徒の定着度を把握し授業改善に
つなげている。成果としては、民間テストの実施により、教員の指導力の向上と評価方法の理解
が深まったことで、国が目標とする生徒の英語力が４０．４％から４６．５％に向上した。今後
は、ＥｄＴｅｃｈ教材同様、実践好事例を収集し県内で共有することで生徒の英語力の向上・教
員の指導力の向上につなげていくことが必要だと考えている。
・成果指標の尺度については、当課が実施する生徒の自己評価に基づいて計っており令和２年度
の７６．３％から、令和４年度は７９．４％と、３．１ポイントの伸びが見られた。
・教材の選定方法は、当課が情報を収集・選定し、地域探求教材に関するところは7種類選定し
た。その後、各校に照会をして、各校で使用したいものを希望制で実施している。今後、各校に
導入されているアプリの好事例を他の学校に共有・波及していきたい。

教育委員会 116
いじめ・不登校等防
止推進事業について

・いじめ・不登校対策に力を入れているようだが、事業評価はB
評価となっている。このことをどう総括しているか。不登校が
増えている背景をどう捉えているか。

・不登校の要因は、本人の気質的なものや成長に伴う発達的な
ものもあると思うが、子どもが生きづらい世の中であることが
挙げられる。子どもにしっかりと向き合える、子どもを大事に
育てられる環境を作っていくことができたらと思う。そのため
には、やはり教職員の充足が必要。不登校の増大と教職員の不
足が、今の学校教育の危機だと捉えている。子どもにとって本
当に大切なことを検討していただきたい。（要望）

・小学校の不登校者数は全国的にも増加傾向であり、本県は全国比で若干多い状況。不登校の原
因は、無気力・不安、生活リズムの乱れといった本人要因とされるものが最も多く、大半は家庭
の状況や友人関係等その他の要因と複雑に絡みあっている。
・不登校増加の原因を一概に特定することは難しいが、学校に対する保護者・児童生徒の意識の
変化、スマートフォン等の普及による影響や、児童生徒の休養の必要性が理解されてきた面もあ
ると考えている。不登校児童生徒の個別の状況に応じた効果的な支援を行っていくことが重要。

教育委員会 117
教員業務サポートス
タッフ等派遣事業に
ついて

・この事業は、コロナのために新たに発生した業務だが、教職
員の負担軽減のためには、続けて行うことが望ましいが今後の
見通しはどうなるのか。

・スクールサポートスタッフは、配布物の印刷や電話応対など、教員以外の者でも行うことがで
きる業務を行わせることにより、教員の負担軽減を図るため、平成３０年度から配置しており、
令和２年度以降は、消毒や換気などの新型コロナウイルス感染症対策の業務も加えて行ってい
る。
・令和４年度については、県立学校は全校に、市町村立学校についても要望があった学校につい
て全校に配置しており、学校や市町村からも、教員の負担軽減や業務の効率化に効果があるとし
て、配置継続の要望をいただいている。
・令和５年度以降については、必要数などを市町村と協議しながら検討していきたい。

教育委員会 118
教員の産休・育休取
得促進事業について

・この事業は７月末まで産休取得予定者が安心して産休に入れ
るようにできた制度であった。令和４年度は２学期以降にも拡
大されているということだが、スムーズに事業は行われている
か。現時点での欠員があれば教えてほしい。

（内部協議）
・教職員の定数が足りておらず、特に大分県は厳しい状況にあ
るということを共通認識として持った上で教育委員会に努力を
してほしい。

・今年度から、２学期中に産前休暇を取得することが見込まれる小学校及び特別支援学校の学級
担任を務める教諭に対して、２学期当初から代替教員（臨時講師）を配置することとしている。
・今年度２学期の前倒しについて、２学期始業日時点で対象者２６人中８人の配置という状況
で、１８人が配置できていない状況であったが、現時点では１名が解消されている。

教育委員会 119
特別支援学校就労達
成促進事業について

・ジョブ・コンダクターは新規で障害者雇用を検討している事
業者にとっては、非常に頼りになる存在であるが、同職の働き
をどのように評価しているか。

・新たに雇用や体験就労を考えている企業は、全て自分らで考
えないといけないと思っている。専門的な視点から仕事の切り
出しを行うジョブ・コンダクターの存在を周知してもらいた
い。（要望）

・ジョブ・コンダクターは、教員にはない客観的な視点で企業とのマッチングを図っており、高
等部生徒の進路先となる企業と学校をつなぐ重要な役割を担っている。進路指導主任を中心とし
た教員に対しては、新規開拓した企業の情報等をもとに提案を行っており、学校の進路指導に反
映できている。また、企業に対しては、企業内で生徒が行うことが可能な業務を選定するなど
し、一般就労実現に向けてのアプローチを行っている。ジョブ・コンダクターを設置したこと
で、教員とジョブ・コンダクターがそれぞれの専門性を活かした業務を分担・協力して行うこと
が可能になっており、その結果、教員の負担軽減にもつながっている。また、企業からも、「訪
問を重ねることでよい関係が構築できており、安心して相談できる存在である」との声をいただ
いている。
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教育委員会 120 ⑩ 学校部活動改革サ
ポート事業について

・事業目的については、教職員の負担軽減と総合型地域スポー
ツクラブに移行する上での課題の整理とあるが、成果を見る限
り教員の負担軽減がメインとなっている。スポーツクラブにつ
いての言及がないため、評価はどうだったか。
・令和５年度以降の段階的な地域移行を行うにあたって、人口
減少、少子化、指導者不足などの課題があるが、この事業を取
り組んだことで見えてきた課題を教えていただきたい。

・この事業は調書の中で体力・健康作りの主要な事業の一つと
なっているが、私は豊かな心の育成という部分が重要であると
思う。部活動は学校教育の一環という整理をしたときに、地域
に移行していくことで、勝つことが中心となったものになるの
ではと心配している。子ども達の育ちをどうサポートするかと
いう視点での取組を議論してほしい。令和３年度のスポーツ推
進審議会の議事録を見たが、教育的な目的をどう達成するかと
いう議論が見受けられなかった。これから部活動検討委員会を
設置して具体的に検討していくと思うが、様々な課題がある中
でも子ども達の育ちを支えるという子どもの視点に立って、地
域移行を進めるべく議論してもらいたい。（要望）

・教職員の負担軽減以外の成果については、調査研究の中で生徒及び保護者に対するアンケート
を行った。競技経験のない顧問に代わり専門性を有する指導者が指導を行うことにより、技術の
向上のみならずスポーツの楽しさを感じることができたという回答が多かった。
・部活動の地域移行における課題については、本事業における調査研究では受け皿（運営団体）
として総合型クラブがその役を担っているが、地域によっては総合型クラブがなかったり、小規
模で受け皿になれないクラブがあったりするなど、総合型クラブだけでは不十分な状況である。
こうしたことから地域の競技団体やスポーツ少年団、民間クラブ等で組織する新たな受け皿団体
の創設や、複数校による合同部活動を検討していくことが大きな課題である。
・また、これまでの学校の部活動を単に地域に移行するだけでなく、例えば、勝つことよりも楽
しむことを目的とした「ゆる部活」など、生徒のスポーツニーズに応じたスポーツ環境を整える
ことを考えていく必要がある。

教育委員会 121
全県一区制のあり方
について

・今の大分県は地方創生を謳っているが、地方の高校が人口減
少により過疎化している。これにより、地方高校の教育環境が
劣化しているように感じる。そうなると、優秀な人材の地域離
れが起こってしまうという現実がある。
・かれこれ２０年近く全県一区となり取り組んでいるが、そろ
そろ、時代に合った形で、地方の教育環境改善に取り組んでほ
しい。
・全県一区を取り入れたことで、地方に優秀な人材も集まら
ず、人口減少も甚だしいのが現実である。この課題の解決に向
けて、一番早いのは全県一区の廃止である。まずは県民にわか
りやすく、教育委員会は地方も大事にしているという姿勢を示
す必要があるのではないか。全県一区制度により、大分県は大
きな損失を被っている。また、一番損失を被ったのは、地方に
住んでいる生徒である。世界に飛び出していけない教育環境で
生徒の本当の才能を引き出せないのは、教育委員会が行ってい
る全県一区制度が原因であると思う。県民の本当の声として
は、全県一区を廃止して、地方を大事にする姿勢がほしいので
はないか。

・地方の高校は地域にとって重要な存在であることは理解しているため、どの学校も、引き続き
存続させる所存で取り組みを進めている。具体的には、今年度から来年度にかけて、県内全ての
県立高校に対して、ビジョン検討委員会の中で各学校の望んだ方向性の確立に向けて有識者から
意見をいただきながら、とりまとめを行っている。今後、人口の減少は進む傾向にあるが、地域
の高校はそれぞれ異なる魅力がある。学力、就職力、地域貢献の大きく３点、学校ごとに力を入
れる点を見極め、どの学校も地域にとって魅力ある高校となるよう学校づくりに励んでいる。
・これまで検討や議論を重ね、何よりも大事にしなければならないのは地方であるという目的は
全く変わっていない。何を主体にしなければいけないかというと、将来県立学校に入学してくる
生徒・保護者のご意向が一番大切と思っている。全県一区も含め、この方々がどういった気持ち
でいるのかを最優先で考えていきたい。

教育委員会 122
青少年教育施設を活
用した不登校対策事
業について

・運営委員会で各キャンプの方針と体験プログラムの実施とあ
るが、運営委員会の構成及びキャンプ実施に向けた議論の内容
について。
・キャンプに参加可能な対象者の選定はどの様にしていたのか
について。
・今年度から実施の青少年の家不登校対策事業として取り組ん
でおられるが、この事業と比較してどのような改善点が効果と
して現れているか。
・フリースクールでもチラシの配布が行われているとおり、か
なり広範囲に広報されているとは思うが、参加希望者は皆さん
参加できる実態にあると捉えてよいのか。
・フリースクールに通う人も含めて、参加者の居場所がきちん
と確保できる形につながっているのかについて教えていただき
たい。

・大変有意義な取組をしていると思うが、そういった状況の中
で取り残されている児童はいないかどうかの情報を常に受け止
めるというチェック体制を意識して、より充実した取組にして
いってほしい。（要望）

・運営委員会の構成員は、大分大学福祉健康科学部准教授をはじめ社会教育課職員、青少年の家
職員で構成されている。キャンプの実施に向けて、プログラムの決定及び 児童生徒に対する支
援のあり方を議論している。
・参加者の募集については、各市町村教育委員会やフリースクール等にチラシを配付するととも
に、前年度までのキャンプ参加者にチラシを配付し、参加者を募った。不登校の程度にかかわら
ず参加を認めており、対象者の選定はしていない。
・R４年度は、希望者が参加しやすい環境を整えるために、従来実施していたふれあいキャンプ
に加え、各市町村の教育支援センターを会場としたふれあいトライアルデー、利用者の希望する
日にそれぞれのニーズに応じた体験活動を提供するふれあい活動日など、青少年の家以外の場所
で行う活動や日帰りでの活動を充実させている。日帰り活動をきっかけに前向きな意欲が高ま
り、２泊３日の活動に挑戦する等の成果があった。
・各キャンプの募集定員はあるが、定員を超えた場合はメンタルスタッフいわゆる支援スタッフ
の配置計画等を立てて、参加できる状態は常に準備している。また、ふれあい広場にまずは登録
してもらい、登録者に様々なキャンプ情報をお伝えして、それぞれ現状に応じて参加できるプロ
グラム選んで参加してもらうという過程を通っている。登録者には日常的にいろんな情報伝え
て、子どもたちの居場所作りを喚起している。
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項　目 現　状　・　課　題　等 質疑・要望等
部 局 名 №

報告書
（案）
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執行部回答

教育委員会 123
小学校１・２年生、
中学校１年３０人学
級編制事業について

・１０月１日時点の欠員数は４８人との
ことだが、教師不足について文部科学省
は今年１月全国の状況を調査し、大分県
は小学校で不足人数が１５人で不足学校
は１５校、中学校で１７人の１５校と公
表されている。現場は苦労して再任用な
ど確保しているが、教育委員会が責任を
もって不足を生じさせないようにしなけ
ればならない。

・年度当初の過去５年の欠員数はどうなっているか。
・欠員の場合どのように支障があり、どのように対応している
のか。
・長時間勤務の状況はどうか。
・働き方改革、多忙化の解消をどのように進めているのか。
・時間外在校等時間及び月４５時間超の教員の割合の具体的な
数字を教えて欲しい。

・教職員の配置を充実するには、教職員定数の改善が必要なので、県教育委員会としても、政府
予算等に関する要望活動や全国都道府県教育長協議会などを通じ、安定的な定数配分について引
き続き要請していく。
・小中学校における過去５年間の欠員状況であるが、始業式時点について、平成３０年度が２６
人、令和元年度が３７人、令和２年度が２６人、令和３年度が３２人。今年度の始業式時点が４
９人となっている。
・また教員が産前休暇や病気休暇を取得する場合、代替が見つかるまでは学級担任ではない教員
や主幹教諭が代替として対応している。
・県教育委員会が服務監督を行っている県立学校の教員については、コロナ前のＲ元年度と昨年
度を比較すると、１月あたりの時間外在校等時間及び月４５時間超の教員の割合ともに減少して
いる。一方、市町村立学校においては、服務を監督するそれぞれの教育委員会で、勤務実態につ
いては把握し、指導しているところである。
・令和２年度の臨時休校期間を除いて、県が報告を受けている令和２年度と令和３年度を比較す
ると、１月あたりの時間外在校等時間及び月４５時間超の教員の割合ともに減少している。
・スクールサポートスタッフや外部人材の活用を図るとともに、昨年度から全市町村共通の校務
支援システム、これは通知表などの成績管理、子どもたちの出席簿整理などを一元的に管理する
システムであるが、順次導入するなど、ＩＣＴを活用した業務効率化を推進している。
・県教育委員会ではこれまでも､調査及び通知文書の見直し､研修･会議の精選･縮減及びオンライ
ン研修の推進など､学校現場の負担軽減に向けた取組を進めている。
・県立学校については、１月あたりの時間外在校等時間が令和３年度は約２５時間、時間外在校
等時間が４５時間を超える職員の割合については、令和３年度１７％である。市町村立学校につ
いては、１月あたりの時間外在校等時間が令和３年度は約２８時間である。時間外在校等時間が
４５時間を超える職員の割合については、約１９％である。

教育委員会 124
中学校、高等学校、
支援学校運営費につ
いて

・制服代、教材費などどのような物が保護者負担となっている
か。
・中学、高校入学時に必要なおおよその金額はいくらか。
・保護者負担の見直しを行うべきと考えるがどうか。

・大分県教育委員会では学校私費会計取扱要領を策定し、公費・私費の負担区分を定めている。
保護者負担とする経費は学校の教育活動を行う上で、その直接的利益が個々の生徒に還元される
性格の強いものであり、具体例としてＰＴＡや生徒会等の会費、制服や体操服などに係る経費、
テキスト等の補助教材費、実験実習材料費、遠足や修学旅行等の行事に係る経費、模擬試験等の
受験料などがある。
・中学、高校入学時に必要なおおよその金額についてであるが、文部科学省が実施し
ている子供の学習費調査によると、中学校は学用品、制服、通学用品費で約99,000円
高校は教科書代、学用品、制服、通学用品費で約144,000円である。
・保護者負担の見直しは、例えばＨ３０年にエアコン代を保護者負担から公費負担に切り替えて
いる。また、低所得世帯に対しては、奨学給付金や大分県奨学会の入学支度金制度により支援を
行っている。

教育委員会 125
県立学校ＩＣＴ活用
授業推進事業につい
て

・事業の成果欄に「全ての県立学校にお
ける１人１台端末等のＩＣＴ教育環境の
整備が完了した。」と記載されている
が、定時制高校にはキーボードもない古
い端末が配布されており、バッテリーの
劣化やアプリが使いづらいという声があ
る。
・通信制には１人１台端末が行き届いて
いないという声がある。

・各学校への配備の現状を伺いたい。

・状況は理解したが、現場の声を聞きながら計画的に更新して
いくよう検討をお願いしたい。（要望）

・爽風館高校以外の定時制高校には他の県立高校と同様の端末を配備しているため、全ての定時
制高校ではない。
・経緯としては、ＧＩＧＡスクール構想が始まる前の令和元年度に、３クラスに１クラス分のタ
ブレットを調達し各県立学校へ配備した。その後、２年度に文科省が定める、画面サイズやキー
ボード付き等の基準を準用し調達したが、同じ学校に異なる端末があると指導上、生徒も教員も
混乱するため、爽風館高校に協力いただき、各校の端末を１校に集めた。
・調達年度が１年違うだけでスペックが大きく異なるものではない。
・通信制については、全生徒分配備するのは費用的にも多大になるため、スクーリングで使用す
る際に問題ないよう、学校の要望に応じて必要台数を配備している。

教育委員会 126
管理監督職勤務上限
年齢制について

・管理監督職勤務上限年齢制が導入され、特例任用が設定され
た。現在の再任用校長が関わってくると思っている。あくまで
も特例なのでこれがなし崩し的に行われると、職員のモチベー
ションにも影響が出てくるので、再任用校長の採用については
ガイドラインといったものが必要になってくると思うが、どの
ように考えているのか。
・具体的に採用の枠はどのように考えているのか。

・来年度定年引上げが行われるが、特例任用については、現在の再任用校長に準じて特例任用校
長制度の運用を考えている。再任用校長制度では希望のある校長に対して選考試験を行ったうえ
で任用しているので、引き続き同様の方法で実施していきたい。また、将来管理職を目指す教員
のモチベーションにも考慮した運用を心がけていきたい。
・これまでの再任用校長採用については、退職校長の約１５％程度任用してきている。

教育委員会 127
スクール・セクハラ
防止対策事業につい
て

・県立学校における女子生徒の自殺未遂
に関する報道があったように、スクー
ル・セクハラの事例が発生している。

・スクール・セクハラ防止対策事業における決算額・予算額
は、他の事業に比べて低い。相談窓口はいくつあって、相談員
は何名いるのか。また、資料は誰を対象に何部配付しているの
か。
・資料は児童生徒向けなのか。教職員には配付していなのか。
・今回の例を含め、スクール・セクハラの防止対策について、
県教委でも本腰を入れるべきだと思う。お金を多くかければい
いというわけではないが、相談窓口の増設や、相談対応人数を
増やすなど、今後の防止対策に力を入れていくべきではない
か。
・管理職等によるパワハラ現場もあると聞いている。諸問題の
解決に向けた対策を考えていくべきではないかと思う。

・スクール・セクハラ防止に向けた教育・啓発カードを１０万２，６００部作成し、県内の小学
４年生から高校３年生を対象に配付した。７月と１０月にスクール・セクハラ防止特別週間を設
け、通常１７時までの相談時間を２０時まで延長し、相談窓口を設置した。相談員は、当課に１
人配置している。
・教職員向けにも、スクール・セクハラ防止のための研修資料を作成し、学校における服務規律
研修等で活用している。
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部 局 名 №
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教育委員会 128
スクールソーシャル
ワーカー活用不登校
等対策事業について

・スクールソーシャルワーカーの充足状況を教えてほしい。不
足しているのであれば今後の充足見込みもあわせて伺いたい。

・現状足りているとのことだが、学校現場からは配置増を望む
声も聞こえる。現在は学校からの要請を受けてから派遣されて
いると思うが、スクールソーシャルワーカーごとに少ない学校
を受持ち、定期的に巡回し、更に学校と密接に関わって貰える
と有り難い。資格が必要な職であるし、賃金も必要であるため
難しい部分もあるかと思うが、子ども達のためにも拡充をお願
いしたい。（要望）

・スクールソーシャルワーカーは、令和３年度は１日６時間勤務で、県立学校に８名、市町村に
４９名、大分市は中核市のため市独自で２８名配置している。充足状況について、現時点では足
りているとの認識だが、資格が必要な職であるため、今後も人員確保を十分行ってまいりたい。
・

民間商業衛星画像の
捜査への活用につい
て

・先日、２０１６年度から２０２０年度
にかけて、警察が民間の商業衛星から地
上を撮影した画像を販売業者から購入
し、犯罪捜査に活用していると報道され
た。

・大分県警察としてこのような事例はこれまであったのか、ま
た、今後の活用計画はあるのか。
・昨年度は大体何件ぐらいあったのか。
・件数、金額は新聞でも公表されているのに、何で大分県警だ
け回答できないのか。できないのであればなぜしないのか、民
法上のなのか、刑事法上なのか、法律の規定をきちっと指し示
してできない理由を答弁してほしい。

（内部協議）
・捜査上の問題で公開できないというのは非常に便利な言葉
で、僕が聞いたのは、結局去年何件あるのかと、それを聞いた
だけであって、その手法とか、さらにはどういう事態のときか
とか、具体的に聞いているわけではない。議会で最大限答えら
れるように県警としても努力してほしいし、そういう言葉だけ
で片付けてほしくない。

・衛星画像供給業者が提供する衛星画像については、民間において様々な用途に活用されている
ものと承知している。当県警察においても、各種警察活動を遂行する上で衛星画像の活用に有用
性がある場合は、警察庁に解析依頼申請をして提供を受けた衛星画像を活用している。
・今後は、衛星画像の活用に有用性がある場合には必要に応じて活用していきたい。
・件数、活用実績は、当県警察における捜査目的で使っており、今後の捜査活動に支障を及ぼす
おそれがあるので、回答は差し控えたい。
・各都道府県警察の活用実績を明らかにすることは、都道府県ごとの事件が特定されて、個別の
事件に関する具体的な捜査手法、捜査能力を明らかにすることにつながる。違法行為を行おうと
する者に対抗措置を与えてしまうことにつながりかねないと考え、回答を差し控えたい。
・任意捜査なので刑事訴訟法が根拠の法律であり、通達等に基づいて適正にやっている。法律に
あるから回答しないのではなく、やはり捜査目的を重視し、回答を差し控えさせていただきた
い。

教育委員会 129
教員業務サポートス
タッフ等派遣事業に
ついて

・スクールサポートスタッフは現状足りているのか。不足して
いるのであれば、どの程度増やしていこうと考えているのか。
目処がついているのか。

・スクールサポートスタッフのさらなる活用をお願いしたい。
特に技術、家庭科、音楽の先生になると学校に１名しかいない
場合も多く、学級担任も担っているとなると、かなり多忙であ
る。サポートスタッフをより活用できるように学校へお知らせ
していただきたい。（要望）

・スクールサポートスタッフは、県立学校では全校に配置できている。市町村立学校について
は、配置を希望する市町村には全校配置できているが、規模の小さい学校には一部配置されてい
ない学校もある。教員の負担軽減、子どもに向き合う時間の確保のため有効であるので、引き続
き市町村教育委員会に対してスクールサポートスタッフの配置について協力を求めていきたい。

教育委員会 130 ⑩ 学校部活動改革サ
ポート事業について

・部活動サミットはどういう形で行われたのか。

・部活動改革を進めていると思うが、様々な声を聞いていると
思う。最近では、部活動改革を行うことで、７割の教員が負担
軽減になるという声も聞いている。しかし、残り３割の教員は
残念に感じているという声も現実にある。残り３割の声をいか
に吸い上げるかということも重要だと思うので、今後いろんな
機会を作ってほしい。（要望）

・部活動サミットは、生徒が自主的に部活動の運営に関わっていくことを目的として行っている
もの。
・静岡県の聖光学院高校が全国に先駆けて部活動サミットを行っており、聖光学院高校から顧問
や生徒を招いて本県の高校生に紹介し、自分たちで部活動を自主的に運営していけるよう育てて
いる。昨年はコロナの影響により事業自体は実施できなかったが、動画を作成し配信した。

警察本部 133
延滞金の収入未済に
ついて

・延滞金で５，８００円、過料で１４８件２２９万円とある
が、結果入らなかった場合、滞納者の責任の所在はどうなる
か。
・時効が５年で罰金は消えるが、違反した行為の責任は残るの
か。つまり、軽微な罪を犯した時、罰金は５年時効だが、その
罪自体の時効も刑法で何年間との定めがあるのではないかと思
うがどうか。

・収入未済については、最終的に入らない場合には、時効の完成もって不納欠損処分となる。
・平成１８年に放置違反金制度が始まり、本来、運転者責任で駐車違反を取り締まるが、逃げ得
を許さないということで始まった。放置違反金制度で、放置違反金の収納状況はほぼ９０％以
上、昨年度は９６％で、取締りという観点からもしっかりと収納しているが、相手の方が亡くな
られたり、海外に行かれて所在不明という方もおり、そのような理由のあるものは時効が５年
で、その時点で不納欠損となる。
・時効は刑法ではなく、民法の消滅時効で５年となる。
・死亡、所在不明、生活保護受給者等で生活困窮している方の収納はできないが、理由なき未済
をなくすため、平成１８年度から不納欠損については厳格に解釈している。しかし、運転者責任
に対する行政処分の点数制度の適用にはならないので、あくまでも放置違反金の収納のみであ
る。この収納ができない場合、議員ご指摘の責任はこれ以上の追及はできないというのが現実的
なところである。

警察本部 131
捜査用ビデオカメラ
等に係る費用につい
て

・捜査活動用のビデオカメラや通信傍受機器などの購入費及び
リース料と所有台数はどれぐらいあるのか。

・令和３年度決算における捜査活動用ビデオカメラの購入はなし。借上料については、４９６万
１，１４８円であり、所有台数は、令和４年３月末時点で５５台。
・通信傍受機器については、通信傍受法で特定電子計算機と定められており、令和３年度決算に
おいて県警察として購入費やリース料は生じておらず、また、県警察においての所有もない。

警察本部 132
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警察本部 136
交通安全施設整備費
について

・信号機の新設・改良で、新設が２機、改良が１１７機とある
が、要望としてあがってきたもののうち、どの程度が整備でき
たのか。
・危険度や優先度を検討しながら事業を実施していくと思う
が、その判断基準を伺いたい。
・視覚障害者用の補助機能付の押しボタン式信号機等で、押し
ボタンの設置位置を知らせるための音源はあるが、信号が青に
変わったことが判断できない信号機がある。一事例として、ア
イネスの前にある信号があるが、結果的に視覚障害者が安全に
信号を渡るとういう機能を果たしていないと思うが、このよう
な信号機の改良はできないのか。

・令和３年度の交通安全施設整備費の中の信号機設置の要望は５７件あり、２機新設、１１７機
改良した。
・判断基準としては、新設の場合、警察庁により示された、信号機設置の指針の設置条件を満た
すものについて、地域住民及び道路利用者の意見に配慮しつつ交通の安全と円滑を実現する上で
信号機の設置が真に必要な場所を選定する。改良についての指針はなく、要望の都度、現地の危
険度や交通量などから優先度を検討し改良する。
・ご指摘の押しボタン信号機は、身体の不自由な方のために、横断秒数を延長するためのもので
視覚障害者用の音響装置付き押しボタン信号ではない。押しボタンの位置を知らせ、感知したこ
とを示す音を発するものの、その音量は小さなもので、歩行者の道路横断を誘導するためには、
別に音響装置を設置する必要がある。アイネス前の信号機については、視覚障害者用の音響装置
の設置要望があり、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律で定める、重点整備
地区内の主要な横断歩道に該当することから、今年度予算で音響装置を設置する予定である。

警察本部 134
駐車場における事故
防止の指導について

・通勤通学の際、コンビニなどの駐車場をショートカットして
いる車をとても多く見かける。交通マナーや事故抑止の点でコ
ンビニ等は私有地なので、指導ができないと聞いたこともある
が、どう考えているか。

・対面信号が赤色の時に角にあるコンビニ等の駐車場を横切る行為について、車両が歩道を通る
時は一旦停止し、歩行者の安全を確認しながら進行しなければならないと道交法で決まってお
り、違反すれば交通違反になるが、現実的にはこれを現場で徹底検挙とか指導するのは中々困難
である。県警としてはコンビニやスーパー等の管理者に対し、できるだけ通り抜けできないよう
駐車枠の見直しや注意看板の設置等の働きかけを行っている。引き続き、現場における指導取締
りや警告活動と合わせ、管理者対策を行っていく。

警察本部 135
未解決事件の捜査に
ついて

・大分市の松岡の郵便局の事件、猪野の五條堀さんの事件、別
府市でバイクを後ろからぶつけられて、未だ犯人が逃走してい
る事件について、何年も何年も聞き取り調査し、チラシも配っ
て、一生懸命捜査をされてきていると思う。未解決事件に対す
る今の考えを伺いたい。

・大分市松岡で郵便局長が殺害された事件と宇佐市内で酒屋の店主が殺害された事件の２つを重
要未解決事件と位置付けて、新しい鑑定の技術なども交えて捜査を継続している。
・五條堀美咲さんの行方不明事案について、今年も（事件発生日時の）９月２６日にビラ配りを
し、また情報提供を呼びかけたが、特に有力な情報は今のところない。必ず見つけ出すという信
念をもって捜査を続けている。
・本年６月２９日に別府市で死亡轢き逃げ事件が発生し、発生当初から別府警察署に捜査本部を
設置し捜査を行っているが、未だに犯人の発見、逮捕には至っていない。ご両親をはじめ、ご遺
族の方の心情を察するに、一日も早い事件の解決を目指して取り組んでいるところである。捜査
の詳細は、ここでは話せないが、引き続き公開捜査しているので、皆様からいただいた情報も含
め各種捜査を進め、被疑者の発見・逮捕、事案の解明に努めたい。
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